
実施計画の進行管理と評価 Ⅵ
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１ 計画の進行管理 

少子高齢化の急速な進展により、人口減少社会を迎えようとする中、限られ

た財源や人員を有効に活用し、更なる市民サービスの質的向上を図るとともに、

市民満足度を高めていくことが今まで以上に求められています。 

新たな総合計画では、目標とその成果をしっかりと可視化することで、課題

や改善点を明確化し、PDCA サイクルがより一層効果的に機能する進行管理のし

くみを構築します。 

(1) 新たな総合計画における進行管理 

総合計画では、どのように市の取組を推進すれば、よりよい成果が得られ

るかなどについて、市民の実感も踏まえて、内部・外部の視点により検証し

ながら、進行管理を実施していきます。 

〔新たな総合計画における進行管理の全体イメージ〕 
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【進行管理のポイント】 

① 内部評価等 

● 政策に関する効果の測定 

政策体系のうち、市がめざすべきまちづくりの方向性や目的を示す「政

策」に、市民の満足度等の市民の実感に基づく指標（市民の実感指標）を

設定し、市の取組等の結果が市民満足度の向上に、どの程度反映されたか

といった効果を測ることで、市民目線での施策等の推進につなげます。 

● 施策に関する評価 

政策を実現するための方策である「施策」に、市民生活がどう変わるの

かなどの視点による目標（直接目標）と、その目標に基づく市の取組の効

果を表す指標を効果的に設定し、達成状況を適切に把握した上で、課題や

改善点を明確化することにより、適切な事務事業等の見直しや次期計画へ

の着実な反映を図ります。 

● 事務事業に関する評価 

施策を実現させるための具体的な手段である「事務事業」については、

数値目標等を中心に、事業の実施結果の達成度を把握するとともに、施策

全体の推進に寄与しているかを確認し、事業の必要性や有効性、効率性な

どを客観的に評価することで、着実な進行管理を行います。 

市民の実感に基づく指標を設定し、市民目線による施策等の推進につなげます

市の取組の効果を示す指標を設定し、適切な事務事業の見直しなどを行います

事業の必要性や効率性などを客観的に評価することで、着実な進行管理を行います

市民の実感に基づく指標や市の取組の効果を表す指標（成果指標）

を設定し、新たな総合計画の達成状況等を、市民目線で分かりや

すく示します。

指標を活用した評価を実施し、新たな総合計画における効率的・

効果的な施策の推進につなげます。
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② 外部評価 

これまでは“内部評価結果の市民への分かりやすさ”を視点とする評価

を実施してきましたが、今後は、有識者や市民の参画により、市民目線・

専門的視点で、内部評価結果の公正性、適正性、妥当性等の検証を行うと

ともに、より効率的・効果的に施策を推進していくための評価を実施しま

す。 

(2) 評価スケジュール 

施策の評価については、市の取組とその効果との関係を中期的な視点で検

証し、効果的に次期計画や事務事業の見直しにつなげるため、概ね２年に一

度実施します。 

また、事務事業の評価については、着実な進行管理を行うために、毎年実

施します。 

〔評価スケジュールのイメージ〕

市民目線･専門的視点で、効率的･効果的に施策を推進するための評価を実施します
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２ 市民の実感指標について 

(1) 目標設定の考え方 

「新たな総合計画策定に向けた市民アンケート」の結果を基に、市民の意

識・評価の水準（現状）を把握し、全政令指定都市の市民の意識・評価との

比較を行うことで、基本計画の計画期間の終期となる概ね１０年後を想定し

た市民の実感を目標として設定します。 

(2) 市民アンケートの活用 

● 市民アンケートを５段階の評価等（①そう思う②やや思う③どちらでもな

い④やや思わない⑤思わない等）で実施した結果を基に、郵送調査の積極

的な回答の割合（①そう思う＋②やや思う）を、本市の市民の意識・評価

の現状の値として設定します。 

● 郵送調査の本市の結果とＷＥＢ調査の全政令指定都市の結果について、平

均値や最高値との比較を行い、その差を参考に、市民の満足度を高める客

観的な目標値を設定します。 

(3) 目標の設定方法 

全政令指定都市の水準（平均値）と比較した目標の設定方法 

本市と他都市の比較 目標の設定方法 

本市の現状の値が 

全政令市の平均値よりも高い 

全政令市中

最高値 
最高水準を維持する目標を設定 

（現状以上 ＝ 『最高水準を維持』） 

上記以外 
他都市の最高値をめざした目標値を設定 

（現状 ＋ 最高値との差(1～10％)） 

本市の現状の値が 

全政令市の平均値よりも低い 

全政令市の平均値以上をめざした目標値を設定 

（現状 ＋ 全政令市との差(1～10％)） 

＜新たな総合計画策定に向けた市民アンケート＞ ※ 詳細結果は資料編 494・495ページ参照

川崎市民を対象とした郵送調査と全政令市の市民を対象とした WEB 調査を実施し、設問は郵送・

WEBともに同様の項目（他政令市は居住の市の状況）で設定。

郵 送 調 査…本市の現状を示す値として活用

ＷＥＢ調査…政令市と本市を比較し、めざすべき目標値を設定するための参考値として活用
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(4) 市民の実感指標の例 

市民の実感指標

市民の実感指標の名称 

 (指標の出典) 
現状 目標 

災害に強いまちづくりを進めていると思

う市民の割合(市民アンケート) １５.６％ ２５％以上

市民アンケート（郵送・ＷＥＢ調査）の設問 郵送調査の結果から、

川崎市民の意識・評価

の割合を現状の値とし

て設定 

ＷＥＢ調査による全政

令市の市民の意識・

評価の割合と、郵送

調査による本市の現

状の割合との比較に

よ り 、 目 標 を設定

（５％単位で設定） 
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３ 施策の成果指標について 

(1) 成果指標の活用 

新たな総合計画における施策の取組については、市民の視点に立脚した指

標により、分かりやすい評価の結果を公表するために、成果指標の考え方を

活用した目標設定を行います。また、目標の評価の結果を施策・事業等に適

切に反映していくことで、総合計画の着実な実行と進行管理を図ります。 

※ 成果指標とは 

 行政がお金や人・労働時間などを投入したことで発生する行政の活動量

（アウトプット）をあらわす指標に対し、行政が施策の取組等を行った

ことにより、市民が受ける効果（アウトカム）を表す指標を成果指標と

言います。成果指標を設定することで、施策の達成度を分かりやすく示

すことができます（〔活動指標と成果指標について〕参照）。

〔活動指標と成果指標について〕 

(2) 施策の指標設定の考え方 

   原則として成果指標の考え方を基にアウトカム（成果）指標を各施策に

設定しますが、成果を示すためのデータを取得することが困難な場合やな

じまない場合、基本計画期間の取組においてはアウトプット（活動量）で
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示した方が、効果が分かりやすい場合等は、アウトプット（活動量）指標

等を用いるなど、それぞれの施策の特性に応じた指標の設定を行います。 

〔アウトプット指標とアウトカム指標の違い〕 

(3) 指標の目標期間  

   各実施計画ごとの目標を設定しつつ、計画期間開始時から 10 年後の最終

年度（H37）に向けて達成すべき目標値を設定します。 

 ※ 指標に、数年に一度実施する調査データ等を活用している場合は、目標

達成を判断する時期がその調査に依拠するため、直近の調査結果等により、

目標達成の状況を評価します。 

第1期実施計画
（H28 29）

第2期実施計画
（H30 33）

第3期実施計画
（H34 37）

（例）第 2期実施計画の目標値の評価

5年に一度の全国○○調査を指標に活用（H32に実施）

⇒ H32に計画期間の目標値の達成状況を確認
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(4) 施策の指標の目標値設定の考え方  

  施策の指標における目標値については、次のような考え方を参考に、設定

しています。 

① 既存計画の目標値 

新たな総合計画と連携する計画（４９６ページ参照）や国・県等の計画に

位置づけられた目標値、法令上に定められた目標値等、すでに所与の数値目

標があり、本市としてそれらの計画等に基づいて施策を推進すべき状況にあ

る場合は、それらの計画等による目標値を設定します。 

② 他都市等との比較による目標値 

本市の現状を他都市等と比較することにより、めざすべき目標を導き出し、

一定の水準（他都市等の平均値、最高値等）を目安とした目標値を設定しま

す。  

③ 最大限の工夫により達成すべき目標値 

    過去のトレンドや外的要因等を踏まえつつ、計画期間内に市の取組とし

て最大限の工夫を講じた上で達成すべき目標値を設定します。
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■ 計画の策定経過

１ 計画策定にあたっての基本姿勢

計画の策定と推進にあたっては、以下の点を重視して進めました。

(1) 「対話」と「現場主義」 

市民との対話を基本に、市民活動や企業活動の現場からの問題提起や、行政サービスの最前線での

具体的な課題を踏まえながら計画を策定しました。

① 策定プロセスの重視と参加手法の積極的導入

従来行われてきたアンケート調査やパブリックコメント、出前説明会等に加え、市内先端企業との

包括協定に基づくインターネット上のＳＮＳのビッグデータを活用した新たな計画策定手法や、無作

為抽出した市民からの意見聴取、さまざまな場を活用した各種参加手法の導入や、地域環境図集（地

区カルテ）等の作成などにより、市民の参加と成熟した討議を基本として策定作業を進めました。

無作為抽出した市民による「川崎の未来を考える市民検討会」

２つのワークショップ手法（「ワールドカフェ（午前）」・「グループワーク（午後）」）を用い、参加者

の意見を「広く」また、「掘り下げて」聴取するように実施しました。「ワールドカフェ」（午前）では「区

のいいところ」、「区の問題点」、「１０年後のまち」といった３つのテーマについて席替えをしながら意

見交換を行いました。「グループワーク」（午後）では区ごとの現状や課題をテーマに意見交換を行いま

した。

平成 26年

開催日 会場

・7／ 5 (土) ：川崎区（市役所第４庁舎）

・7／20(日) ：宮前区（宮前区役所）

・7／21(月・祝) ：幸 区（幸区役所）

・8／ 9 (土) ：高津区（高津区役所）

・8／10(日) ：麻生区（麻生区役所）

・8／23(土) ：中原区（エポックなかはら）

・8／31(日) ：多摩区（多摩区役所）

参加者数：１８０人（７区合計）

〔幸区(川崎の未来を考える市民検討会)〕  〔高津区(川崎の未来を考える市民検討会)〕
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区民祭の場等を活用した年齢・性別など幅広い層の市民意見の聴取

各会場にブースを設け、策定に向けた基本的な考え方や策定状況を御説明するとともに、無作為抽出

した市民によるワークショップでの意見を参考に、地域課題と解決のアイデアを示したパネルを用意し、

区民祭等に来場する市民が共感する項目にシール投票を実施しました。

平成 26年

開催日 開催時間 会場

・高津区： 7／27(日) 14時～ 高津区民祭(大山街道) 

・麻生区：10／12(日) 11時～ あさお区民まつり(区役所) 

・幸 区：10／18(土) 11時～ 幸区民祭(区役所) 

・多摩区：10／18(土) 11時～ 多摩区民祭(生田緑地) 

・中原区：10／19(日) 11時～ なかはら”ゆめ”区民祭(等々力緑地) 

・宮前区：10／26(日) 11時～ 宮前区民祭(区役所) 

・川崎区：11／ 2(日) 13時 30分～ かわさき市民祭り(富士見公園) 

参加者数：８，２８９人（シール投票者のみ集計 ７区合計）

川崎の未来を考える市民フォーラム

川崎市の現状や課題を市民と共有し、新たな総合計画の策定に必要なビジョンや考え方を市民ととも

に考えることを目的に、大ホールにおけるシンポジウム（新たな総合計画策定に向けた市長挨拶、基調

講演「超高齢社会を見据えた地域づくり」、パネルディスカッション）のほか、会場内展示による情報発

信やシール投票による意見聴取などを実施しました。

日  時：平成 26年 11月 8日（土）午後・高津市民館

参加者数：来場者約 800人、シンポジウム参加者約 300人

出前説明会

計画策定の早い段階から、以下のような各種団体への出前説明会を実施しました。

・川崎商工会議所

・川崎市医師会

・川崎市社会福祉協議会障害者部会

・川崎市ＰＴＡ連絡協議会

・地域教育会議

・全町内会連合会

・区（地区）町内会連合会   など

●「出前説明会」の実施状況 

実 施 期 間 開 催 数 参 加 者 数 

平成 26 年 8 月～ 

平成 27 年 10 月まで 
102 回 1,854 人 
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「市民車座集会」

「市民車座集会」では、「新たな総合計画 素案」とともに「行財政改革に関する計画の考え方と取組

の方向性」についても説明し、御意見を伺いました。

 ●「市民車座集会」の実施状況 

開催日 会場 
参加者 

(人) 

意見数 

(件) 

発言者数 

(人) 

平成 27 年 

8 月 23 日(日)13:30～ 

川崎市総合福祉センター 

(エポックなかはら)ホール 
約 200 37 19 

その他の取組

パブリックコメントや、それに伴う説明会、ホームページ上での意見募集、市内先端企業との包括協

定に基づくインターネット上のＳＮＳのビッグデータの活用などの取組もあわせて進めました。

 ●「パブリックコメント手続」の実施状況 

ア 「新たな総合計画 素案」に対するパブリックコメント実施結果

意見提出方法 意見提出者数 意 見 数 

メール 37 人 50 件 

ファックス 23 人 92 件 

郵 便 8 人 49 件 

持 参 10 人 39 件 

合 計 78 人 230 件 

イ 「新たな総合計画 第１期実施計画素案」に対するパブリックコメント実施結果

意見提出方法 意見提出者数 意 見 数 

メール 23 人 100 件 

ファックス 7 人 22 件 

郵 便 0 人 0 件 

持 参 0 人 0 件 

合 計 30 人 122 件 

② 職員参加による計画策定

職員個人や組織としての政策形成能力の更なる向上が求められている中、計画策定への職員参加も

重要な視点であることから、策定作業方針に基づき各局区の本部や各種ワーキンググループを立ち上

げました。このような体制の中ですべての職員が課題意識を持って計画策定に取り組みました。

(2) 行財政改革に関する計画等との連携

中長期的な財政状況の見通しや財政運営の基本的な考え方を踏まえて、行財政改革に関する計画の策

定作業と連携しながら、新たな総合計画の策定作業を進めることにより、将来に向けて真に必要な政

策・施策の推進と、持続可能な行財政基盤の構築の両立を図りました。
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２ 策定推進体制

(1) 川崎市総合計画策定推進本部（「策定推進本部」） 

新たな総合計画の企画及び立案については、市長を本部長、副市長を副本部長とする総合計画策定推

進本部において推進しました。

本部長が本部員（各局区の局長等）を召集して開催する本部会議のほかに、必要に応じて総合企画局

長が総括企画主管（各局区の企画担当部長等）又は企画主管（企画担当課長等）を召集して推進幹事

会を開催するとともに、テーマ別の推進幹事会を開催するなど機動的に検討を進めました。

各局区においては、策定作業方針に基づき設置した、局本部、区本部において、それぞれの政策分野

や地域ごとの課題等について検討を進めました。

(2) 川崎市総合計画有識者会議（「有識者会議」） 

新たな総合計画の策定に関して、専門的な立場からの意見や助言をいただく場として、学識経験者６

名で構成する有識者会議を開催しました。有識者会議は、それぞれの政策分野（例：「社会福祉」「子

育て・教育」「まちづくり」など）の重点検討テーマを中心に検討を行いました。

また、新たな総合計画策定に向けた新たなアイデア等を創造する場として、ゲストアドバイザー等を

招いたテーマ別の「ラウンドテーブル」を各回の会議と並行する形で開催しました。

●有識者会議委員

(3) 川崎市総合計画市民検討会議（「市民検討会議」） 

新たな総合計画の策定に関して、市民目線での意見や助言をいただく場として、公募市民等（無作為

抽出した市民による「川崎の未来を考える市民検討会」参加者 14名、公募市民 7名、コーディネータ

ー1名（中央大学法学部教授・川崎市在住 礒崎初仁氏））で構成する市民検討会議を開催しました。

市民検討会議は、それぞれ関心のある領域ごとに部会を構成し、全体会で意識の共有化や意見の集約

を図るとともに、市民検討会議の検討結果については、有識者会議等において市民の視点からの意見

として活かしました。

※20～70代の市民。各区概ね均等な人数で、男性 11名・女性 10名

氏名（敬称略） 分野 役職等

涌井　史郎 （座長） ランドスケープ・環境 東京都市大学環境学部教授 

出石　稔  （副座長） 地方自治・地方行財政・コミュニティ 関東学院大学副学長・法学部教授 

秋山　美紀 社会福祉・ソーシャルデザイン 慶應義塾大学環境情報学部准教授 

垣内　恵美子 文化・教育 政策研究大学院大学政策研究科教授 

中井　検裕 都市計画・交通計画 東京工業大学大学院社会理工学研究科教授 

平尾　光司 地域経済・産業振興・イノベーション 昭和女子大学学事顧問 
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３ 計画策定までのスケジュール概要

年 月日 内容 

平成 26 年 4 月 22 日 新たな総合計画策定作業方針の確認・周知 

 4 月～5 月 各局区本部設置 

 7 月～8 月 無作為抽出した市民からの意見聴取の実施 

  「川崎の未来を考える市民検討会」（7 回） 

 7 月～11 月 区民祭等の場を活用した意見聴取（7 回） 

 8 月 策定方針の公表 

 10 月 市民検討会議による検討開始 

 11 月 有識者会議設置による検討開始 

 11 月 市民フォーラムの開催 

平成 27 年 2 月 策定作業状況報告 

 6 月 策定作業中間報告 

 7 月 
新たな総合計画 素案の公表 

新たな総合計画素案に関する議員全員説明会 

 8 月 
パブリックコメントの実施 

市民車座集会の開催 

 11 月 
実施計画素案の公表 

パブリックコメントの実施 

 12 月 基本構想・基本計画 議決 

平成 28 年 2 月 第１期実施計画案の公表 

 3 月 新たな総合計画の策定 
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４ 新たな総合計画策定に向けた市民アンケート結果概要

(1) 調査概要 

新たな総合計画を策定するにあたり、市政に対する市民の実感を指標として設定することを目的と

して、市民生活やまちづくりに関するテーマなどを中心に、市民の生活意識や市政に対する意識等に

関するアンケート調査を実施しました（調査期間：平成 27(2015)年 2月 9～28日）。

＜アンケート内容＞

郵送アンケート WEB アンケート 

調査対象 川崎市在住の満 20歳以上の男女個人
政令指定都市在住の満20歳以上70歳未満の
男女個人（川崎市も含む）

調査数 3,000人 20政令指定都市（各 700人程度）

調査方法 郵送法 WEB法

有効回収数 1,204標本 調査数と同数（700人程度）

有効回収率 40.1% - 

調査内容

市民生活やまちづくりに関するいくつか
のテーマについて、川崎市民の生活意識や
市政に対する意識等を調査（設問項目：31

項目）

市民生活やまちづくりに関するいくつかのテ

ーマについて、居住する地での生活意識や市政
に対する意識等を調査（設問項目：33項目）

回答肢

●5段階評価方式

①そう思う ②やや思う ③どちらでもない ④やや思わない ⑤思わない
●2項目選択方式（有無）
①ある ②ない

調査結果の用途
新たな総合計画における指標の設定にお
いて、現状を示す値になるもの

政令指定都市との比較等により、目標値設定に
向けて参考とするもの

＜アンケート項目＞

※ WEBアンケートのみで実施

No 設問 No 設問

1 災害に強いまちづくりは進んでいると思うか 18 
市内産業に活力があり、事業者が元気なまちであると

思うか

2 家庭での災害への事前の備えを行っているか 19 新しいビジネスが生まれているまちだと思うか

3 安全・安心な日常生活を送っていると思うか 20 ICTの活用が進んでいると思うか

4 上下水道サービスについて満足しているか 21 臨海部の経済活動が盛んであると思うか

5 
高齢者や障害者が生き生きと生活できる環境が整っ

ていると思うか
22 市内の拠点駅の周辺に魅力や活気はあると思うか

6 
社会保障制度に基づく市の取組が市民の経済的な不

安の解消に役立っていると思うか
23 市内に美しいまち並みが保たれていると思うか

7 安心して医療を受けることができると感じているか 24 交通利便性の高いまちだと思うか

8 子育て環境の整ったまちだと思うか 25 文化・芸術活動の盛んなまちだと思うか

9 この１年間に生涯学習をしたことがあるか（有無） 26 スポーツの盛んなまちだと思うか

10 
自分の知識や技術を地域や社会に活かしたいと思う

か
27 

町内会や市民活動など、地域活動に参加しているか（有

無）

11 環境に配慮した生活を送っているか 28 必要な市政情報を得ることができていると思うか

12 
市民や市内事業者による環境に配慮した取組は進ん

でいるか
29 

市政に対する市民の意見や要望を伝える機会等を市が

備えていると思うか

13 市内の空気や川などの水がきれいになったと思うか 30 
求めている行政サービスを必要なときに区で受けられ

ていると思うか

14 ごみを減らす取組を行っているか 31 市民の人権や平和に対する意識が高いと思うか

15 市内にある自然や公園に満足しているか 32 川崎市に魅力やよいイメージがあるか（※）

16 住環境（住みやすさ）に満足しているか 33 自分の市に魅力やよいイメージがあるか（※）

17 市が働きやすいまちだと思うか
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(2) 調査結果 

ＷＥＢ ＷＥＢ

郵送 ＷＥＢ 郵送 ＷＥＢ ２０政令市 郵送 ＷＥＢ ２０政令市

①思う
②やや思う

①思う
②やや思う

全政令市
平均値

川崎
順位

③どちら
でもない

③どちら
でもない

全政令市
平均値

④思わない
⑤やや思わ
ない

④思わない
⑤やや思わ
ない

全政令市
平均値

1 15.6 17.3 25.8 15位 58.3 神戸 55.4 64.9 53.2 27.3 17.9 20.9

2 41.9 38.1 29.8 4位 51.0 仙台 19.3 23.0 22.8 38.3 38.9 47.4

3 54.1 56.9 50.9 1位 56.9 川崎 32.3 33.9 40.0 12.7 9.3 9.1

4 60.6 56.7 55.7 9位 68.1 名古屋 26.1 33.0 31.1 12.3 10.3 13.4

5 20.7 19.4 20.8 14位 29.3 名古屋 49.9 60.4 56.7 28.7 20.1 22.5

6 16.6 10.0 11.4 16位 17.7 名古屋 55.7 67.9 59.8 26.3 22.1 28.8

7 53.8 48.3 53.3 18位 62.7 名古屋 25.6 36.9 33.3 20.0 14.9 13.4

8 26.9 24.1 30.0 19位 38.6 名古屋 41.9 54.1 51.5 29.4 21.7 18.5

9 25.2 10.1 12.9 19位 15.2 北九州 - - - 72.9 89.9 87.1

10 50.8 39.1 38.2 6位 44.2 熊本 30.0 43.1 42.3 17.2 17.7 19.5

11 53.2 41.7 37.0 2位 43.1 千葉 33.1 39.7 42.6 12.0 18.6 20.4

12 24.9 20.6 20.6 10位 38.5 北九州 52.7 63.3 59.9 20.2 16.1 19.5

13 55.6 38.4 30.4 3位 57.2 北九州 28.4 45.4 48.1 14.1 16.1 21.5

14 86.6 72.6 71.4 9位 79.2 熊本 8.1 19.1 20.3 3.7 8.3 8.4

15 44.4 40.7 44.2 13位 56.7 札幌 30.1 36.9 36.9 23.8 22.4 18.9

16 59.6 65.9 61.2 5位 67.7 神戸 22.3 22.7 26.7 16.5 11.4 12.1

17 29.7 27.1 29.9 10位 48.4 名古屋 55.5 59.9 50.7 13.4 13.0 19.3

18 28.3 31.4 21.9 4位 42.9 名古屋 54.6 54.3 52.6 15.8 14.3 25.4

19 24.4 19.0 16.9 8位 42.1 福岡 47.8 56.7 45.9 26.3 24.3 37.2

20 22.9 22.3 21.2 7位 33.1 福岡 55.9 57.1 55.3 18.6 20.6 23.6

21 27.4 28.7 22.4 6位 42.6 横浜 55.8 59.1 51.7 14.1 12.1 25.9

22 70.0 73.7 39.2 1位 73.7 川崎 17.4 18.4 33.0 11.2 7.9 27.8

23 29.8 27.9 38.6 17位 60.0 仙台 39.0 47.1 40.4 30.2 25.0 21.1

24 62.0 61.4 48.4 6位 77.3 大阪 18.4 23.7 26.0 18.7 14.9 25.7

25 48.0 44.7 34.4 4位 65.9 京都 37.6 42.1 45.2 13.0 13.1 20.5

26 47.6 46.9 39.1 6位 62.7 広島 39.4 42.9 44.3 11.5 10.3 16.6

27 30.3 16.3 22.1 18位 31.7 浜松 - - - 68.5 83.7 77.9

28 37.5 34.7 40.0 18位 48.7 仙台 39.5 46.9 43.6 21.9 18.4 16.5

29 18.1 16.0 18.1 18位 23.3 熊本 50.8 61.0 58.5 29.7 23.0 23.4

30 43.1 35.0 30.3 3位 37.0 名古屋 37.2 48.9 53.3 18.2 16.1 16.4

31 20.1 11.3 17.7 19位 52.5 広島 58.6 70.1 61.7 19.7 18.6 20.6

32 - 40.7 14.6 1位 40.7 川崎 - 41.6 62.1 - 17.7 23.2

33 - 40.7 48.7 12位 69.4 神戸 - 41.6 38.0 - 17.7 13.2

政令市
最高値

２０政令市

消極的評価

№

中間的評価
川崎市結果

積極的評価
川崎市結果 WEB 川崎市結果
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■ 新たな総合計画と連携する計画
「新たな総合計画と連携する計画」とは、法令などによって策定が義務付けられている計画や、分野別

あるいは分野を横断した行政課題に対応するため、各局等が策定する計画です。

なお、「計画期間」欄の計画終期がないものについては、終期の設定がない計画です。

●分野横断計画 

総合計画の中で複数の基本政策（１層）を担い、横断的に政策を推進するための計画

計画名 関連基本政策 計画期間 

国土強靭化地域計画 1.2.3.4.5 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 32 年度 

国際施策推進プラン 1.2.3.4.5 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

まち・ひと・しごと創生総合戦略 1.2.3.4.5 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 31 年度 

資産マネジメントカルテ 1.2.3.4.5 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 32 年度 

地域福祉計画 1.2.3.4.5 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 29 年度 

都市計画マスタープラン 1.2.3.4.5 Ｈ 18 年度 ～ Ｈ 38 年度 

●分野別計画 

総合計画における政策・施策（２・３層）を具体的に推進するための計画等で、施策の大部分が各基

本政策（１層）の中に収まる計画

【基本政策 １】  生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

計画名 関連政策・施策 計画期間 

地震防災戦略 

1-1-1 

1-1-2 

1-1-3 

Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 32 年度 

臨海部防災対策計画 1-1-1 Ｈ 25 年度 ～ Ｈ  年度 

防災都市づくり基本計画 1-1-2 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ  年度 

耐震改修促進計画 1-1-3 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 32 年度 

消費者行政推進計画 1-2-1 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

ユニバーサルデザイン方針 1-2-3 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ  年度 

水道事業中期計画 1-3-1 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

工業用水道事業中期計画 1-3-1 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

下水道事業中期計画 1-3-2 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

自殺対策総合推進計画 1-4-1 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 29 年度 

高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画 
1-4-2 

1-4-3 
Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 29 年度 
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計画名 関連政策・施策 計画期間 

障害者計画・障害福祉計画 
1-4-4 

1-4-5 
Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 32 年度 

障害者雇用・就労促進行動計画 1-4-5 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

住宅基本計画 1-4-6 Ｈ 23 年度 ～ Ｈ 32 年度 

健康増進計画かわさき健康づくり２１ 1-4-7 Ｈ 25 年度 ～ Ｈ 34 年度 

食育推進計画 1-4-7 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

地域医療計画 1-6 Ｈ 25 年度 ～ Ｈ 29 年度 

市立病院中期経営計画 1-6-2 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 32 年度 

【基本政策 ２】  子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

計画名 関連政策・施策 計画期間 

子ども・子育て支援事業計画 2-1 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 31 年度 

子ども・若者ビジョン 
2-1 

2-2 
Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 33 年度 

児童家庭支援・児童虐待対策事業推進計

画 
2-1-4 Ｈ 25 年度 ～ Ｈ 29 年度 

教育振興基本計画かわさき教育プラン 

第 1 期実施計画 

2-2 

2-3 

4-8-2 

Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 29 年度 

学校施設長期保全計画 2-2-3 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ  年度 

【基本政策 ３】  市民生活を豊かにする環境づくり

計画名 関連政策・施策 計画期間 

環境基本計画 

3-1 

3-2 

3-3 

Ｈ 23 年度 ～ Ｈ 32 年度 

地球温暖化対策推進基本計画 3-1-1 Ｈ 23 年度 ～ Ｈ 32 年度 

水環境保全計画 3-2-1 Ｈ 24 年度 ～ Ｈ 32 年度 

一般廃棄物処理基本計画 3-2-2 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

緑の基本計画 3-3 Ｈ 20 年度 ～ Ｈ 29 年度 

新多摩川プラン 3-3-5 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 
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【基本政策 ４】  活力と魅力あふれる力強い都市づくり

計画名 関連政策・施策 計画期間 

産業振興プラン 

4-1 

4-2 

4-3 

Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

商業振興ビジョン 4-1-2 Ｈ 21 年度 ～ Ｈ 30 年度 

農業振興計画 4-1-4 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

情報化推進プラン 4-2 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 32 年度 

ウェルフェアイノベーション推進計画 4-2-2 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 28 年度 

川崎港港湾計画 
4-4-2 

4-4-3 
Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 37 年度 

総合都市交通計画 4-7 Ｈ 25 年度 ～ Ｈ 44 年度 

第 2 次道路整備プログラム 4-7-2 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

市バス事業経営プログラム 4-7-4 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 30 年度 

スポーツ推進計画 4-8-1 Ｈ 24 年度 ～ Ｈ 33 年度 

文化芸術振興計画 
4-8-2 

4-8-3 
Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 35 年度 

文化財保護活用計画 4-8-2 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 36 年度 

シティプロモーション戦略プラン 4-9 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 36 年度 

新・かわさき観光振興プラン 4-9-2 Ｈ 28 年度 ～ Ｈ 37 年度 

【基本政策 ５】  誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

計画名 関連政策・施策 計画期間 

人権施策推進基本計画 5-2 Ｈ 27 年度 ～ Ｈ 37 年度 

男女平等推進行動計画 5-2-2 Ｈ 26 年度 ～ Ｈ 30 年度 

※ここに掲載していない理念的な方針や個別の事務事業（4 層）を推進するための計画等については、

実施計画の計画期間の主な取組などで必要に応じて記載しています。
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■ 計画事業費及び政策体系図
１ 政策体系別計画事業費集計表

第 1 期実施計画の推進に要する計画事業費は、次の集計表のとおりです。ここでは、政策体系に基づ

く５つの「基本政策」及び「政策の執行を支えるその他の事務事業・経費」について、計画期間（平成

28（2016）年度～平成 29（2017）年度）の各年度ごとに総事業費及び一般会計分の事業費を集計した上

で、一般会計分については、その財源内訳を算出しています。

５つの「基本政策」に基づく計画事業費は、表の「政策体系合計」の欄にあるように、

平成 28（2016）年度 719,024百万円  平成 29（2017）年度 820,070百万円

で、これに「政策の執行を支えるその他の事務事業・経費」を加えると、

平成 28（2016）年度 1,157,914百万円  平成 29（2017）年度 1,262,695百万円

となります。

 実施計画は、本市が取り組むすべての事務事業等を対象とすることから、平成 28（2016）年度の計画

事業費は、全会計合計から公債管理会計分を除いた予算総額と一致しています。

 さらに、「政策体系別計画事業費」では、５つの基本政策ごとの計画事業費を集計し、その事業費内訳

を示しています。

※ 公債管理会計分の事業費は、各会計の市債の発行や償還を管理する会計であり、事業費が重複するため、対象事業費から除いています。

※ 収支フレーム上の一般財源とは計上の考え方が異なるため、収支フレーム上の一般会計の一般財源額（歳出）と合わない場合があります。

※ 百万円未満を四捨五入しているため、一般会計と財源内訳の合計が合わない場合があります。

※ 政策体系の変更に伴い数字が変動する場合があります。

（単位：百万円）

一般会計 国庫支出金 市債
その他
特定財源

一般財源

平成28（2016） 463,806 162,166 64,780 11,720 20,957 64,709

平成29（2017） 476,574 166,743 65,151 12,859 20,186 68,547

2か年総計 940,380 328 ,909 129,931 24 ,579 41 ,143 133 ,256

平成28（2016） 125,023 124,748 30,719 16,386 18,143 59,501

平成29（2017） 189,667 189,392 45,214 19,000 19,019 106,159

2か年総計 314,690 314 ,140 75 ,933 35 ,386 37 ,162 165 ,660

平成28（2016） 21,466 21,135 1,016 6,657 3,844 9,618

平成29（2017） 23,201 22,909 1,633 5,984 4,601 10,691

2か年総計 44,667 44 ,044 2 ,649 12 ,641 8 ,445 20 ,309

平成28（2016） 104,586 74,776 11,332 20,629 29,842 12,973

平成29（2017） 127,356 102,420 15,465 34,612 34,543 17,800

2か年総計 231,942 177 ,196 26 ,797 55 ,241 64 ,385 30 ,773

平成28（2016） 4,143 4,143 370 706 897 2,170

平成29（2017） 3,272 3,272 179 313 583 2,197

2か年総計 7,415 7 ,415 549 1 ,019 1 ,480 4 ,367

平成28（2016） 719,024 386,968 108,217 56,098 73,683 148,971

平成29（2017） 820,070 484,736 127,642 72,768 78,932 205,394

2か年総計 1,539 ,094 871 ,704 235,859 128 ,866 152 ,615 354 ,365

平成28（2016） 438,890 252,014 1,480 2,268 22,543 225,722

平成29（2017） 442,625 261,380 1,737 271 20,046 239,326

2か年総計 881,515 513 ,394 3 ,217 2 ,539 42 ,589 465 ,048

平成28（2016） 1,157,914 638,982 109,697 58,366 96,226 374,693

平成29（2017） 1,262,695 746,116 129,379 73,039 98,978 444,720

2か年総計 2,420 ,609 1 ,385,098 239,076 131 ,405 195 ,204 819 ,413

政策体系合計

政策の執行を支えるその他
の事務事業・経費

総　　　計

一般会計の財源内訳
年度

 基本政策 １
 生命を守り生き生きと暮らす
ことができるまちづくり

 基本政策 ２
 子どもを安心して育てること
のできるふるさとづくり

 基本政策 ３
 市民生活を豊かにする環境
づくり

総事業費

 基本政策 ４
 活力と魅力あふれる力強い
都市づくり

 基本政策 ５
 誰もが生きがいを持てる市
民自治の地域づくり
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２　政策体系別計画事業費 (百万円）

平成28年度 平成29年度

 基本政策 １ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり 463,806 476,574
 政策 1-1 災害から生命を守る 10,815 13,734

 施策 1-1-1 災害・危機事象に備える対策の推進 4,145 6,581

 施策 1-1-2 地域の主体的な防災まちづくりの推進 46 40

 施策 1-1-3 まち全体の総合的な耐震化の推進 893 907

 施策 1-1-4 消防力の総合的な強化 3,671 3,922

 施策 1-1-5 安全・安心な暮らしを守る河川整備 2,060 2,285

 政策 1-2 安全に暮らせるまちをつくる 10,013 11,456

 施策 1-2-1 防犯対策の推進 756 808

 施策 1-2-2 交通安全対策の推進 1,667 2,321

 施策 1-2-3 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 466 994

 施策 1-2-4 地域の生活基盤となる道路等の維持・管理 7,123 7,332

 政策 1-3 水の安定した供給・循環を支える 33,797 33,793

 施策 1-3-1 安定給水の確保と安全性の向上 16,783 16,778

 施策 1-3-2 下水道による良好な循環機能の形成 17,014 17,014

 政策 1-4 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる 140,753 146,231

 施策 1-4-1 総合的なケアの推進 5,462 7,098

 施策 1-4-2 高齢者福祉サービスの充実 88,485 92,859

 施策 1-4-3 高齢者が生きがいを持てる地域づくり 3,093 3,233

 施策 1-4-4 障害福祉サービスの充実 23,809 24,957

 施策 1-4-5 障害者の自立支援と社会参加の促進 3,407 3,476

 施策 1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備 10,844 8,870

 施策 1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり 5,653 5,738

 政策 1-5 確かな暮らしを支える 244,238 245,511

 施策 1-5-1 確かな安心を支える医療保険制度等の運営 180,955 182,920

 施策 1-5-2 自立生活に向けた取組の推進 63,283 62,590

 政策 1-6 市民の健康を守る 24,190 25,851

 施策 1-6-1 医療供給体制の充実・強化 1,948 1,822

 施策 1-6-2 信頼される市立病院の運営 16,580 16,946

 施策 1-6-3 健康で快適な生活と環境の確保 5,662 7,084

 基本政策 ２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり 125,023 189,667
 政策 2-1 安心して子育てできる環境をつくる 89,890 94,732

 施策 2-1-1 子育てを社会全体で支える取組の推進 27,953 28,178

 施策 2-1-2 質の高い保育・幼児教育の推進 46,391 51,558

 施策 2-1-3 子どものすこやかな成長の促進 6,027 6,038

 施策 2-1-4 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり 9,520 8,958

 政策 2-2 未来を担う人材を育成する 33,493 93,266
 施策 2-2-1 「生きる力」を伸ばし、人間としての在り方生き方の軸をつくる教育の推進 5,997 9,951

 施策 2-2-2 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 1,830 1,740

 施策 2-2-3 安全で快適な教育環境の整備 20,801 24,938

 施策 2-2-4 学校の教育力の向上 4,865 56,636

 政策 2-3 生涯を通じて学び成長する 1,640 1,669

 施策 2-3-1 家庭・地域の教育力の向上 64 86

 施策 2-3-2 自ら学び、活動するための支援 1,575 1,583

 基本政策 ３ 市民生活を豊かにする環境づくり 21,466 23,201
 政策 3-1 環境に配慮したしくみをつくる 289 258

 施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進 289 258

 政策 3-2 地域環境を守る 12,088 13,964

 施策 3-2-1 地域環境対策の推進 480 476

 施策 3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 11,608 13,488

 政策 3-3 緑と水の豊かな環境をつくりだす 9,089 8,979

 施策 3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成 726 718

 施策 3-3-2 魅力ある公園緑地等の整備 6,874 6,683

 施策 3-3-3 多摩丘陵の保全 1,094 1,118

 施策 3-3-4 農地の保全・活用と「農」とのふれあいの推進 45 43

 施策 3-3-5 多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進 350 417

 基本政策 ４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり 104,586 127,356
 政策 4-1 川崎の発展を支える産業の振興 27,473 27,411

計画事業費基本
政策

政策 施策
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２　政策体系別計画事業費 (百万円）

平成28年度 平成29年度

計画事業費基本
政策

政策 施策

 施策 4-1-1 アジアを中心とした海外での事業展開支援の強化 109 107

 施策 4-1-2 魅力と活力のある商業地域の形成 1,833 1,672

 施策 4-1-3 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成 25,340 25,512

 施策 4-1-4 都市農業の強みを活かした農業経営の強化 191 120

 政策 4-2 新たな産業の創出と革新的な技術による生活利便性の向上 6,994 6,509

 施策 4-2-1 ベンチャー支援、起業・創業の促進 52 52

 施策 4-2-2 地域を支える産業の育成・市内事業者等の新分野への進出支援 83 83

 施策 4-2-3 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 4,811 4,585

 施策 4-2-4 スマートシティの推進 21 21

 施策 4-2-5 ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による市民利便性の向上 2,028 1,768

 政策 4-3 生き生きと働き続けられる環境をつくる 525 525

 施策 4-3-1 人材を活かすしくみづくり 137 137

 施策 4-3-2 働きやすい環境づくり 388 388

 政策 4-4 臨海部を活性化する 11,469 18,511

 施策 4-4-1 臨海部の戦略的な産業集積と基盤整備 407 6,618

 施策 4-4-2 広域連携による港湾物流拠点の形成 8,874 10,264

 施策 4-4-3 市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境整備 2,187 1,629

 政策 4-5 魅力ある都市拠点を整備する 10,272 10,685

 施策 4-5-1 魅力にあふれた広域拠点の形成 5,322 6,455

 施策 4-5-2 個性を活かした地域生活拠点等の整備 4,950 4,229

 政策 4-6 良好な都市環境の形成を推進する 857 1,202

 施策 4-6-1 安全で安心して快適に暮らせる計画的なまちづくりの推進 841 1,190

 施策 4-6-2 地域の主体的な街なみ形成の推進 16 12

 政策 4-7 総合的な交通体系を構築する 19,305 24,968

 施策 4-7-1 広域的な交通網の整備 687 3,419

 施策 4-7-2 市域の交通網の整備 15,059 17,775

 施策 4-7-3 身近な交通環境の整備 152 67

 施策 4-7-4 市バスの輸送サービスの充実 3,408 3,706

 政策 4-8 スポーツ・文化芸術を振興する 4,828 18,936

 施策 4-8-1 スポーツのまちづくりの推進 1,098 15,157

 施策 4-8-2 市民の文化芸術活動の振興 2,550 2,500

 施策 4-8-3 音楽や映像のまちづくりの推進 1,181 1,279

 政策 4-9 戦略的なシティプロモーション 22,863 18,610

 施策 4-9-1 都市イメージの向上とシビックプライドの醸成 310 365

 施策 4-9-2 川崎の特性を活かした観光の振興 22,553 18,245

 基本政策 ５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり 4,143 3,272
 政策 5-1 参加と協働により市民自治を推進する 3,789 2,919

 施策 5-1-1 市民参加の促進と多様な主体との協働・連携のしくみづくり 816 276

 施策 5-1-2 迅速で的確な広報・広聴と市民に開かれた情報共有の推進 690 621

 施策 5-1-3 共に支え合う地域づくりに向けた区役所機能の強化 2,283 2,022

 政策 5-2 人権を尊重し共に生きる社会をつくる 354 353

 施策 5-2-1 平等と多様性を尊重した人権・平和施策の推進 227 227

 施策 5-2-2 男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進 126 126

政策の執行を支えるその他の事務事業・経費 438,890 442,625
市長及び教育委員会の事務 20,385 17,494

　内部管理事務 13,540 10,745

　事業執行を支える事務 6,846 6,749

その他の執行機関の事務 2,108 2,063

　公平な行政を支える事務 591 599

　議会運営を支える事務 1,517 1,464

企業会計の事務 66,883 66,279

　内部管理事務 66,773 66,171

　事業施行を支える事務 110 108

その他の経費（公債管理会計分を除く） 349,514 356,789

　人件費（職員給与費） 126,301 125,389

　公債費 148,534 148,982

　繰出金 73,781 81,513

　予備費 898 905
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３ 実施計画の計画事業費と収支フレーム

「今後の財政運営の基本的な考え方」では、持続可能な行財政基盤の構築に向けて、中長期的な収支

状況を示した「収支フレーム」に沿った財政運営を行うこととしており、この収支フレームを踏まえて、

総合計画を推進します（※）。

歳入については、平成 28（2016）年度は 3,601 億円、平成 29（2017）年度は 4,026億円としています

が、多様化する課題への的確な対応等、必要な施策・事業を着実に推進するために、平成 28（2016）年

度は 92億円、平成 29（2017）年度は 191億円の一時的な収支不足を想定しています。

この収支不足については、市民サービスの安定的な提供と財政状況のバランスを考慮した上で、減債

基金からの新規借入れによる対応を行いますが、今後の税制改正や消費税増税に伴う軽減税率の適用に

よる市税の減収影響額についても見込む必要があります。

このような本市の財政状況を踏まえた減債基金の活用は、あくまでも臨時的な対応であり、今後の収

支見通しにおいても中長期的に返済が可能であること、市税の減収影響額は、各年度における予算編成

作業や施策調整、事務事業の見直しなどにより調整を図っていくことが可能であることから、実施計画

は財源的に実行可能な計画となっています。

 なお、収支フレームでは、平成 31（2019）年度以降、減債基金からの新規借入れを行うことなく収支

均衡が図られるよう財政運営を行うこととしています。

「今後の財政運営の基本的な考え方」における収支フレームと計画期間

（単位：億円・一般財源ベース） 

※ 計画事業費と収支フレームの一般財源の計上の考え方

平成28年度
（2016）予算

平成29年度
（2017）見込

平成30年度
（2018）見込

平成31年度
（2019）見込

平成32年度
（2020）見込

3,601 4,026 4,136 4,210 4,253
市税 3,015 3,474 3,523 3,597 3,647
地方消費税交付金 232 246 318 319 313
地方譲与税・その他交付金 118 107 106 105 104
普通交付税・臨時財政対策債 10 10 0 0 0
その他一般財源 141 99 99 99 99
退職手当債 20 20 20 20 20
行政改革推進債 65 70 70 70 70

3,693 4,217 4,179 4,205 4,248
投資的経費 303 361 299 293 296
一部の社会保障関連経費 851 896 927 953 986
公債費（諸費を除く） 700 706 714 715 726
管理的政策的経費 1,839 2,254 2,239 2,244 2,240

▲92 ▲191 ▲43 5 5

- △7 △23 △16 △17

- 7 23 11 12

92 191 43 0 0

収 支 フ レ ー ム計 画 期 間

減債基金からの新規借入想定額

歳　　入　　A

歳　　出　　B

収　　支　　（A－B）

H28税制改正による減収影響額

施策調整・事務事業の見直しなどによる

今後の要調整額（収支改善額）

歳入歳出が同額の

事業費の調整

（減債基金既借入金）

歳入一般財源として

扱った財源の調整

（行政改革推進債・

退職手当債）

平成28年度 3,747 ▲139 85 3,693

平成29年度 4,447 ▲231 - 4,217

→

計画事業費

（歳出）

計上の考え方の調整

収支フレーム

（歳出）

→

→ 収支フレームでは、歳入歳出の一般財源額が同じ減債基金既借入金分を控除するとともに、行政改革推進債等の

一部の歳出の特定財源を、歳入における一般財源として扱っています。

(※) 億円未満を四捨五入しているため、差し引きの合計が合わない場合があります。
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４　政策体系図

 基本政策 １ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

 政策 1-1 災害から生命を守る

 施策 1-1-1 災害・危機事象に備える対策の推進

○ 防災対策管理運営事業

○ 地域防災推進事業

○ 防災施設整備事業

○ 臨海部・津波防災対策事業

○ 帰宅困難者対策推進事業

○ 公園防災機能向上事業

○ 本庁舎等建替事業

危機管理対策事業

放射線安全推進事業

高層住宅の震災対策推進事業

○ 港湾施設改修（防災・減災）事業

海岸保全施設維持整備事業

 施策 1-1-2 地域の主体的な防災まちづくりの推進

○ 防災都市づくり基本計画推進事業

○ 防災市街地整備促進事業

○ 防災まちづくり支援促進事業

狭あい道路対策事業

 施策 1-1-3 まち全体の総合的な耐震化の推進

○ 特定建築物耐震対策事業

○ 木造建築物耐震対策事業

○ 民間マンション耐震対策事業

公共建築物の耐震化事業

○ 宅地防災対策事業

急傾斜地崩壊対策事業

○ 耐震対策等橋りょう整備事業

 施策 1-1-4 消防力の総合的な強化

○ 消防署所の適正配置に係る事業

○ 消防署所改築事業

○ 消防指令体制整備事業

○ 消防艇管理事業

ヘリコプター整備事業

○ 消防団関係事業

○ 警防活動事業

耐震性貯水槽建設事業

○ 火災予防事業

消防広報事業

火災等の調査事務

○ 査察活動事業

○ 危険物施設等規制事業

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

消防音楽隊等活動事業

消防車両等管理業務

救急車両管理業務

庁舎等整備事業

警防資機材等管理業務

救助活動事業

活動計画・出場計画に関する業務

特殊災害対策業務

消防・救急無線デジタル化事業

航空関係業務

火災予防設備に関する業務

 施策 1-1-5 安全・安心な暮らしを守る河川整備

○ 河川計画業務

○ 五反田川放水路整備事業

○ 河川改修事業

 政策 1-2 安全に暮らせるまちをつくる

 施策 1-2-1 防犯対策の推進

○ 防犯対策事業

○ 路上喫煙防止対策事業

○ 客引き行為等防止対策事業

○ 消費生活相談情報提供事業

○ 消費者啓発育成事業

消費者自立支援推進事業

 施策 1-2-2 交通安全対策の推進

○ 交通安全推進事業

○ 安全施設整備事業

○ 放置自転車対策事業

踏切道改善推進調査事業

 施策 1-2-3 ユニバーサルデザインのまちづくりの推進

○ ユニバーサルデザイン推進事業

バリアフリー重点整備地区交通安全施設整備事業

○ ユニバーサルデザインタクシー導入促進事業

○ 南武線駅アクセス向上等整備事業

○ 鉄道駅ホームドア等整備事業

福祉のまちづくり普及事業

 施策 1-2-4 地域の生活基盤となる道路等の維持・管理

○ 計画的な道路施設補修事業

○ 道路・橋りょう等の維持補修事業

○ 河川・水路維持補修事業

○ 道水路不法占拠対策事業

○ 道水路台帳整備事業

道路舗装事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

屋外広告物管理事業

私道舗装助成事業

占用業務管理

測量助成事業

地籍調査事業

公共工事の適正化推進事業

河川・水路財産管理業務

 政策 1-3 水の安定した供給・循環を支える

 施策 1-3-1 安定給水の確保と安全性の向上

○ 主要施設の更新・耐震化事業

○ 送・配水管の更新・耐震化事業

○ 給水管の更新事業

○ 水道水質の管理業務

○ 工業用水道施設の整備事業

水道・工業用水道事業の危機管理対策

水道・工業用水道事業における環境施策の推進

水道・工業用水道事業における経営基盤の充実・強化

 施策 1-3-2 下水道による良好な循環機能の形成

○ 下水道施設・管きょの地震対策事業

○ 浸水対策事業

○ 高度処理事業

○ 合流式下水道の改善事業

○ 下水道施設・管きょの老朽化対策及び未普及解消事業

下水道水質管理・事業場指導業務

下水道事業の危機管理対策

下水道事業における環境施策の推進

下水道事業における経営基盤の充実・強化

 政策 1-4 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる

 施策 1-4-1 総合的なケアの推進

○ 地域包括ケアシステム推進事業

○ 介護予防事業

○ 認知症高齢者対策事業

○ 在宅医療連携推進事業

○ 福祉センター再編整備事業

○ 地域見守りネットワーク事業

○ 災害救助その他援護事業

○ 民生委員児童委員活動育成等事業

○ 自殺対策・メンタルヘルス普及啓発事業

○ 権利擁護事業

社会福祉法人指導監査等業務

地域包括支援センターの運営

障害者相談支援事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

社会福祉協議会の育成

戦没者遺族等援護

社会福祉審議会の運営

更生保護事業

地域福祉施設の運営

地域福祉計画推進事業

日本赤十字社に関する業務

 施策 1-4-2 高齢者福祉サービスの充実

○ 福祉人材確保対策事業

○ 介護サービスの基盤整備事業

○ ひとり暮らし支援サービス事業

○ 介護保険事業

○ かわさき健幸福寿プロジェクト

高齢者住宅対策事業

高齢者生活支援サービス事業

高齢者音楽療法推進事業

高齢者緊急一時入所事業

高齢者保健福祉計画推進事業

在宅福祉・医療サービスの推進事業

川崎市老人福祉施設事業協会の運営

民間老人福祉施設入所者処遇改善及び施設振興

養護・軽費老人ホームの運営

老人保護措置

 施策 1-4-3 高齢者が生きがいを持てる地域づくり

○ 高齢者外出支援事業

○ 高齢者就労支援事業

○ 生涯現役対策事業

○ いこいの家・いきいきセンターの運営

外国人高齢者支援事業

老人クラブ育成事業

老人福祉普及事業

 施策 1-4-4 障害福祉サービスの充実

○ 障害福祉サービスの基盤整備事業

○ 障害者日常生活支援事業

○ 障害児施設事業

○ 障害者福祉用具等支給・貸与事業

発達障害児・者支援体制整備事業

地域療育センターの運営

障害児タイムケア事業

地域療育センター整備事業

専門職員確保対策事業

ノーマライゼーションプラン推進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

障害者支援制度実施事業

井田地区福祉施設再編整備事業

施設障害福祉サービス事業

精神科救急医療対策事業

難病患者相談研修支援事業

難病患者等居宅生活支援事業

 施策 1-4-5 障害者の自立支援と社会参加の促進

○ 障害者就労支援事業

○ 障害者社会参加促進事業

○ 障害者の移動手段の確保対策事業

社会的ひきこもり対策事業

コミュニケーション支援事業

障害者手当等支給事業

精神保健事業

心神喪失者等医療観察制度への対応事業

心身障害者福祉事業基金事業

障害者団体育成等事業

地域活動支援センター事業

精神保健福祉センターに関する業務

精神保健福祉対策事業

日常生活用具等給付事業

障害者更生相談所運営事業

 施策 1-4-6 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備

○ 住宅政策推進事業

○ 高齢者等に適した住宅供給推進事業

住宅・マンション良質化支援推進事業

○ 住情報提供推進事業

○ 民間賃貸住宅等居住支援推進事業

既存ストック活用推進事業

○ 市営住宅等ストック活用事業

市営住宅等管理事業

市営住宅等再生事業

 施策 1-4-7 生き生きと暮らすための健康づくり

○ がん検診等事業

○ 生活習慣病対策事業

○ 健康づくり事業

○ 食育推進事業

○ 国民健康保険特定健康診査等事業

保健所管理運営事業

後期高齢者健診事業

公害健康被害補償事業

公害健康被害予防事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

公害保健福祉事業

川崎・横浜公害保健センターの運営

健康調査事業

 政策 1-5 確かな暮らしを支える

 施策 1-5-1 確かな安心を支える医療保険制度等の運営

○ 国民健康保険事業

○ 国民健康保険料等収納業務

○ 後期高齢者医療事業

○ 障害者等医療費支給事業

○ 成人ぜん息患者医療費助成事業

特定疾患対策事業

原爆被爆者対策事業

国民年金の運営業務

 施策 1-5-2 自立生活に向けた取組の推進

○ 生活保護自立支援対策事業

○ 生活保護業務

○ 生活困窮者自立支援事業

中国残留邦人生活支援事業

民間保護施設措置者処遇改善及び施設振興

明るい町づくり対策

福祉資金貸付事業

臨時福祉給付金支給事業

行旅病人・同死亡人取扱及び法外扶助

 政策 1-6 市民の健康を守る

 施策 1-6-1 医療供給体制の充実・強化

○ 地域医療対策事業

○ 災害時医療救護対策事業

○ 救急医療体制確保対策事業

○ 医務・薬務事業

○ 看護師確保対策事業

○ 救急活動事業

○ 救急隊整備事業

○ 救急救命士養成事業

看護短期大学の管理運営

血液対策事業

ナーシングセンター運営補助事業

地域医療関係施設整備

 施策 1-6-2 信頼される市立病院の運営

○ 川崎病院の運営

○ 井田病院の運営

○ 多摩病院の運営管理

○ 良質な医療の提供を担う人材の確保・育成
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 経営健全化の推進

井田病院改築工事の推進

 施策 1-6-3 健康で快適な生活と環境の確保

○ 予防接種事業

○ 感染源対策事業

○ 食品安全推進事業

○ 公衆衛生等に関する試験検査等業務

○ 動物愛護管理事業

○ 環境衛生事業

○ 葬祭場管理運営事業

健康危機管理対策事業

 基本政策 ２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

 政策 2-1 安心して子育てできる環境をつくる

 施策 2-1-1 子育てを社会全体で支える取組の推進

○ 地域における子育て支援の推進

○ 小児医療費助成事業

○ 児童手当支給事業

○ 児童福祉施設等の指導・監査

 施策 2-1-2 質の高い保育・幼児教育の推進

○ 待機児童対策事業

○ 認可保育所整備事業

○ 民間保育所運営事業

○ 公立保育所運営事業

○ 認可外保育施設支援事業

○ 幼児教育推進事業

○ 保育士確保対策事業

○ 保育料対策事業

 施策 2-1-3 子どものすこやかな成長の促進

○ 妊婦・乳幼児健康診査事業

○ 母子保健指導・相談事業

○ 青少年活動推進事業

○ こども文化センター運営事業

○ わくわくプラザ事業

○ 青少年教育施設の管理運営事業

青少年啓発活動事業

 施策 2-1-4 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり

○ 児童虐待防止対策事業

○ 児童相談所運営事業

○ 里親制度推進事業

○ 児童養護施設等運営事業

○ ひとり親家庭の生活支援事業

○ 女性保護事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 子ども・若者支援推進事業

小児ぜん息患者医療費支給事業

小児慢性特定疾病医療等給付事業

母子父子寡婦福祉資金貸付事業

災害遺児等援護事業

 政策 2-2 未来を担う人材を育成する

 施策 2-2-1 「生きる力」を伸ばし、人間としての在り方生き方の軸をつくる教育の推進

○ キャリア在り方生き方教育推進事業

○ 学力調査・授業改善研究事業

○ きめ細やかな指導推進事業

○ 英語教育推進事業

○ 理科教育推進事業

○ 小中連携教育推進事業

○ 読書のまち・かわさき推進事業

○ 子どもの音楽活動推進事業

○ 人権尊重教育推進事業

○ 多文化共生教育推進事業

○ 子どもの体力向上推進事業

○ 健康教育推進事業

○ 中学校給食推進事業

○ 学校給食運営事業

○ 教育の情報化推進事業

○ 魅力ある高校教育の推進事業

○ 中高一貫教育推進事業

道徳教育推進事業

学校教育活動支援事業

学校給食会補助事業

 施策 2-2-2 一人ひとりの教育的ニーズへの対応

○ 児童支援コーディネーター専任化事業

○ 特別支援教育推進事業

○ 共生・共育推進事業

○ 児童生徒指導・相談事業

○ 適応指導教室事業

○ 海外帰国・外国人児童生徒相談事業

○ 就学援助・就学事務

○ 奨学金認定・支給事務

 施策 2-2-3 安全で快適な教育環境の整備

○ 学校安全推進事業

○ 学校施設長期保全計画推進事業

○ 学校施設環境改善事業

○ 学校施設維持管理事業

○ 児童生徒増加対策事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

 施策 2-2-4 学校の教育力の向上

○ 地域等による学校運営への参加促進事業

○ 区における教育支援推進事業

○ 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業

○ 教職員研修事業

○ 県費教職員移管業務

○ 教職員の選考・任免業務

学校の管理運営支援事業

教職員の人事・定数配置業務

教育研究団体補助事業

 政策 2-3 生涯を通じて学び成長する

 施策 2-3-1 家庭・地域の教育力の向上

○ 家庭教育支援事業

○ 地域における教育活動の推進事業

○ 地域の寺子屋事業

 施策 2-3-2 自ら学び、活動するための支援

○ 社会教育振興事業

○ 図書館運営事業

○ 生涯学習施設の環境整備事業

社会教育関係団体等への支援・連携事業

 基本政策 ３ 市民生活を豊かにする環境づくり

 政策 3-1 環境に配慮したしくみをつくる

 施策 3-1-1 地球環境の保全に向けた取組の推進

○ 地球温暖化対策事業

○ 環境エネルギー推進事業

○ 次世代自動車普及促進事業

○ グリーンイノベーション・国際環境施策推進事業

○ 環境教育推進事業

環境パートナーシップかわさき事業

環境功労者表彰事業

エコオフィス推進事業

環境影響評価・環境調査事業

環境総合研究所環境教育推進事業

国際環境技術連携事業

都市環境研究事業

産学公民連携事業

国際連携・研究推進事業

 政策 3-2 地域環境を守る

 施策 3-2-1 地域環境対策の推進

○ 大気汚染防止対策事業

○ 有害大気汚染物質対策事業

○ 環境大気常時監視事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 自動車排出ガス対策事業

○ 水質汚濁防止対策事業

○ 土壌汚染対策事業

大気環境調査研究事業

地盤沈下・地下水保全事業

水環境調査研究事業

生物学的調査研究事業

化学物質適正管理推進事業

ＰＲＴＲ推進事業

ダイオキシン類対策事業

環境リスク評価研究事業

環境化学物質研究事業

騒音振動対策事業

交通騒音・振動対策事業

悪臭防止対策事業

公害企画調整事務

公害防止資金融資事業

環境情報システム運営事業

 施策 3-2-2 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進

○ 減量リサイクル推進事業

○ 事業系ごみ減量化推進事業

○ 資源物・ごみ収集事業

○ 資源物・ごみ処理事業

○ 廃棄物処理施設基幹的整備事業

○ 廃棄物処理施設建設事業

廃棄物企画調整事業

余熱利用市民施設・橘ＲＣＣ運営事業

し尿・浄化槽収集事業

産業廃棄物指導・許可等事業

廃棄物処理施設等整備事業

廃棄物中継輸送等事業

海面埋立事業

し尿処理事業

建設リサイクル法業務

建設リサイクル事業

建設発生土処理事業

 政策 3-3 緑と水の豊かな環境をつくりだす

 施策 3-3-1 協働の取組による緑の創出と育成

○ 緑の基本計画推進事業

○ 都市緑化推進事業

○ 市民100万本植樹運動事業

○ パークマネジメント推進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 生物多様性推進事業

身近な公園緑地等の管理運営事業

緑のボランティアセンター事業

緑化協議による緑のまちづくりの推進事業

 施策 3-3-2 魅力ある公園緑地等の整備

○ 富士見公園整備事業

○ 等々力緑地再編整備事業

○ 生田緑地整備事業

○ 魅力的な公園整備事業

○ 市営霊園の整備

○ 公園施設長寿命化事業

○ 河川環境整備事業

長期未整備公園緑地の見直し事業

夢見ヶ崎動物公園にぎわい創出事業

菅生緑地整備事業

等々力緑地維持管理事業

生田緑地維持管理事業

公園緑地維持管理事業

公園緑地の適正管理

街路樹適正管理事業

 施策 3-3-3 多摩丘陵の保全

○ 緑地保全事業

○ 里山再生事業

○ 多摩・三浦丘陵広域連携事業

保全緑地管理事業

保全管理計画策定事業

 施策 3-3-4 農地の保全・活用と「農」とのふれあいの推進

○ 農環境保全・活用事業

○ 農業体験提供事業

○ 市民・「農」交流機会推進事業

都市農業価値発信事業

 施策 3-3-5 多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進

○ 多摩川プラン推進事業

○ 多摩川市民協働推進事業

多摩川緑地維持管理事業

 基本政策 ４ 活力と魅力あふれる力強い都市づくり

 政策 4-1 川崎の発展を支える産業の振興

 施策 4-1-1 アジアを中心とした海外での事業展開支援の強化

○ 海外販路開拓事業

○ 国際環境産業推進事業

○ 上下水道分野における国際展開推進事業

アジア起業家誘致交流促進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

 施策 4-1-2 魅力と活力のある商業地域の形成

○ 商店街課題対応事業

○ 商業ネットワーク事業

○ 地域連携事業

○ まちづくり連動事業

○ 商業力強化事業

○ 卸売市場の管理運営事業

○ 卸売市場施設整備事業

計量検査事業

計量管理推進指導事業

商業バリューアップ事業

卸売市場関係事業者に関する許可・指導監督業務

 施策 4-1-3 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成

○ 知的財産戦略の推進

○ ものづくり中小企業経営革新等支援事業

○ ものづくり中小企業販路開拓支援事業

○ かわさきブランド推進事業

テクノトランスファー事業

○ 事業承継・事業継続支援事業

○ 川崎市産業振興財団運営費等補助事業

○ 間接融資事業

信用保証等促進支援事業

○ 先端産業等立地促進事業

○ 対内投資促進事業

○ 内陸部操業環境保全対策事業

産業振興協議会等推進事業

商工業従業員永年勤続者表彰事業

建設業振興事業

経済団体等助成・支援事業

マイコンシティ地区活性化推進事業

水江町地区活性化推進事業

新川崎Ａ地区活性化推進事業

金融対策指導事業

中小企業の経営相談・金融相談事業

中小企業の経営相談・金融相談事業(溝口事務所)

産業デザイン振興育成事業

 施策 4-1-4 都市農業の強みを活かした農業経営の強化

○ 担い手・後継者育成事業

○ 農業経営支援・研究事業

○ 農業生産基盤維持・管理事業

○ 援農ボランティア育成・活用事業

○ 多様な連携推進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

 政策 4-2 新たな産業の創出と革新的な技術による生活利便性の向上

 施策 4-2-1 ベンチャー支援、起業・創業の促進

○ 起業化総合支援事業

○ 新産業創造支援事業

 施策 4-2-2 地域を支える産業の育成・市内事業者等の新分野への進出支援

○ ウェルフェアイノベーション推進事業

○ かわさき基準推進事業

○ コミュニティビジネス振興事業

○ 環境調和型まちづくり(エコタウン)推進事業

○ コンテンツ産業振興事業

新エネルギー産業創出事業

環境調和型産業振興事業

福祉サービス高度化事業

福祉製品創出支援事業

 施策 4-2-3 科学技術を活かした研究開発基盤の強化

○ 新川崎・創造のもり推進事業

○ ナノ医療イノベーション推進事業

医工連携等推進事業

科学技術基盤の強化・連携

○ コンベンション等整備推進事業

先端科学技術啓発推進事業

ナノ医療イノベーションセンター用地等管理事業

 施策 4-2-4 スマートシティの推進

○ スマートシティ推進事業

○ 水素戦略推進事業

 施策 4-2-5 ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による市民利便性の向上

○ 地域情報化推進事業

○ 行政情報化推進事業

○ 電子申請推進事業

○ 公共施設利用予約システム事業

情報統括監理推進事業

情報環境整備事業

 政策 4-3 生き生きと働き続けられる環境をつくる

 施策 4-3-1 人材を活かすしくみづくり

○ 雇用労働対策・就業支援事業

○ 地域ものづくり等支援事業

○ かわさきマイスター制度事業

○ 技能奨励事業

○ 生活文化会館の管理運営事業

産業人材育成事業

 施策 4-3-2 働きやすい環境づくり

○ 勤労者福祉共済
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 勤労者福祉対策事業

○ 労働会館の管理運営事業

労働資料の調査及び刊行業務

住宅相談事業

 政策 4-4 臨海部を活性化する

 施策 4-4-1 臨海部の戦略的な産業集積と基盤整備

○ 国際戦略拠点地区整備推進事業

○ サポートエリア整備推進事業

○ 臨海部へのアクセス向上推進事業

○ 臨海部交通ネットワーク整備事業

○ 羽田連絡道路整備事業

臨海部活性化推進事業

川崎臨海部スマートコンビナートの推進事業

多摩川リバーサイド地区整備推進事業

 施策 4-4-2 広域連携による港湾物流拠点の形成

○ 東扇島物流促進事業

○ 千鳥町再整備事業

○ 港湾施設整備事業

○ ポートセールス事業

○ 臨港道路東扇島水江町線整備事業

○ 川崎港海底トンネル改修事業

○ 埋立地維持・整備事業

友好港交流推進事業

港湾統計・情報システム運営事業

浮島１期地区基盤整備事業

港湾管理事業

東扇島小型船舶基地整備計画策定事業

京浜港広域連携推進事業

港湾計画策定事業

港湾施設維持管理事業

港湾における規制指導事業

陸上施設等管理運営事業

海上・係留施設等管理運営事業

入出港船舶等調整事業

川崎港海底トンネル維持管理事業

コンテナターミナル維持・整備事業

 施策 4-4-3 市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境整備

○ 港湾振興事業

○ 港湾振興会館管理運営事業

○ 川崎港緑化推進事業

○ 川崎港保安対策事業

○ 川崎港美化推進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

浮島２期地区埋立事業

港湾緑地維持管理事業

 政策 4-5 魅力ある都市拠点を整備する

 施策 4-5-1 魅力にあふれた広域拠点の形成

○ 川崎駅周辺総合整備事業

○ 京急川崎駅周辺地区整備事業

○ ＪＲ川崎駅北口自由通路等整備事業

○ 小杉駅周辺地区整備事業

○ 新百合ヶ丘駅周辺地区まちづくり推進事業

 施策 4-5-2 個性を活かした地域生活拠点等の整備

○ 新川崎駅・鹿島田駅周辺地区まちづくり推進事業

○ 溝口駅周辺地区まちづくり推進事業

○ 鷺沼駅周辺まちづくり推進事業

○ 登戸土地区画整理事業

○ 柿生駅周辺地区再開発等事業

○ 南武線沿線まちづくり推進事業

○ 南武支線沿線まちづくり推進事業

 政策 4-6 良好な都市環境の形成を推進する

 施策 4-6-1 安全で安心して快適に暮らせる計画的なまちづくりの推進

○ 都市計画マスタープラン等策定・推進事業

○ 地域地区等計画策定・推進事業

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針等改定・推進事業

都市施設の計画管理等事業

都市計画地図情報・基礎調査等事業

マンション建替え支援指導業務

○ 優良建築物等整備事業

庁舎等建築物の長寿命化対策

大規模低未利用地等のまちづくり誘導

市街地開発事業の推進

住居表示調査等事業

まちづくり対策事業

建築・宅地に関する指導・審査事業

長期優良建築物支援事業

○ 建築物環境配慮推進事業

低炭素建築物支援事業

木材利用促進事業

 施策 4-6-2 地域の主体的な街なみ形成の推進

○ 都市景観形成推進事業

景観形成誘導推進事業

○ 街なみ誘導支援事業

○ 地区まちづくり推進事業

誘導的建築行政推進事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

 政策 4-7 総合的な交通体系を構築する

 施策 4-7-1 広域的な交通網の整備

○ 総合交通計画調査事業

○ 鉄道計画関連事業

○ 広域幹線道路整備促進事業

○ 川崎縦貫道路の整備事業

 施策 4-7-2 市域の交通網の整備

○ 都市計画道路網調査事業

○ 道路計画調査事業

○ 道路改良事業

○ 渋滞対策事業

○ 橋りょう整備事業

○ 京浜急行大師線連続立体交差事業

○ ＪＲ南武線連続立体交差事業

 施策 4-7-3 身近な交通環境の整備

○ 地域交通支援事業

○ コミュニティ交通支援事業

○ 交通案内情報の充実

○ 自転車通行環境整備事業

駐車施設整備推進事業

 施策 4-7-4 市バスの輸送サービスの充実

○ 市バス運輸安全マネジメント推進事業

○ 市バス安全教育推進事業

○ 市バスネットワーク推進事業

○ 市バスお客様サービス推進事業

○ 市バス移動空間快適化事業

○ 市バス事業基盤強化事業

○ 市バス経営力強化事業

○ 市バス地域貢献事業

市バス経営計画推進事業

 政策 4-8 スポーツ・文化芸術を振興する

 施策 4-8-1 スポーツのまちづくりの推進

○ 市民スポーツ推進事業

○ 地域スポーツ推進事業

○ 競技スポーツ大会開催・支援事業

○ ホームタウンスポーツ推進事業

○ スポーツセンター管理運営事業

○ スポーツ・文化総合センター整備・運営事業

○ 東京オリンピック・パラリンピック推進事業

 施策 4-8-2 市民の文化芸術活動の振興

○ 市民文化活動支援事業

○ 文化財保護・活用事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 東海道かわさき宿交流館管理運営事業

○ 市民ミュージアム管理運営事業

○ 大山街道ふるさと館管理運営事業

○ 市民プラザ管理運営事業

○ 橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業

○ 藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム事業

○ 岡本太郎美術館管理運営事業

○ 日本民家園管理運営事業

○ 青少年科学館管理運営事業

○ アートセンター管理運営事業

 施策 4-8-3 音楽や映像のまちづくりの推進

○ 音楽のまちづくり推進事業

○ 川崎シンフォニーホール管理運営事業

○ 映像のまち・かわさき推進事業

 政策 4-9 戦略的なシティプロモーション

 施策 4-9-1 都市イメージの向上とシビックプライドの醸成

○ シティプロモーション推進事業

○ 国際交流推進事業

国際施策推進事業

交流推進事業

〇 国際交流センター管理運営事業

○ 市民文化大使事業

 施策 4-9-2 川崎の特性を活かした観光の振興

○ 観光振興事業

○ 産業観光推進事業

○ 市制記念花火大会事業

○ 競輪場整備

○ 競輪開催・運営

競馬事業の運営

 基本政策 ５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

 政策 5-1 参加と協働により市民自治を推進する

 施策 5-1-1 市民参加の促進と多様な主体との協働・連携のしくみづくり

○ 多様な主体による協働・連携推進事業

○ 自治推進事業

○ 地域振興事業

○ 市民活動支援事業

○ ＮＰＯ法人活動促進事業

○ 地方分権改革推進事業

都市政策研究事業

 施策 5-1-2 迅速で的確な広報・広聴と市民に開かれた情報共有の推進

○ 広聴等事務

○ コンタクトセンター運営事業
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４　政策体系図

基本
政策

政策 施策 事務事業　（○は本計画に掲載している主な事務事業）

○ 区相談事業

○ 広報事業

○ 放送事業

報道事務

情報公開推進事務

公文書館運営事業

 施策 5-1-3 共に支え合う地域づくりに向けた区役所機能の強化

○ 区役所改革推進事業

○ 区役所サービス向上事業

○ 戸籍住民サービス事業

地域課題対応事業（川崎区）

地域課題対応事業（幸区）

地域課題対応事業（中原区）

地域課題対応事業（高津区）

地域課題対応事業（宮前区）

地域課題対応事業（多摩区）

地域課題対応事業（麻生区）

区民会議運営事業(川崎区)

区民会議運営事業(幸区)

区民会議運営事業(中原区)

区民会議運営事業(高津区)

区民会議運営事業(宮前区)

区民会議運営事業(多摩区)

区民会議運営事業(麻生区)

区民会議運営事業

 政策 5-2 人権を尊重し共に生きる社会をつくる

 施策 5-2-1 平等と多様性を尊重した人権・平和施策の推進

○ 人権関連事業

○ 同和対策事業

○ 外国人市民施策推進事業

○ 子どもの権利施策推進事業

○ 人権オンブズパーソン運営事業

○ 平和意識普及推進事業

○ 平和館管理運営事業

 施策 5-2-2 男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進

○ 男女平等推進事業

○ 男女共同参画センター管理運営事業

※ 掲載している「主な事務事業（〇がついているもの）」以外の事務事業（経常的な事務事業）については、

めざす都市像やまちづくりの基本目標の達成に向けた施策を実行するための具体的な手段として、「主な

事務事業」とともに、着実に取組を推進していきます。
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■ 新たな総合計画に設定する成果指標一覧

● 成果指標一覧について

新たな総合計画で設定する数値目標による成果指標は、市民の視点に立脚した指標を

設定し、今後、指標の状況を公表するとともにその結果を評価し、施策・事業等に適切

に活用していきます。

ここでは、政策体系別の実施計画に示した各成果指標について、現状値の設定の根拠

や達成すべき目標値の算出の考え方等を掲載しています。

これらの考え方に基づいた成果指標を計画の進行管理や評価に活用することで、総合

的かつ計画的な市政の運営に役立てていきます。

● 成果指標一覧の見方

 各施策ごとに、現状値の算出方法、指標設定の考え方、目標値の考え方等を掲載して

います。表の見方については、以下のとおりです。

≪成果指標一覧の例≫

指標名 

（指標の出典） 指標の考え方 
指標の目標値 

目標値の考え方 
現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策１-１ 災害から生命を守る 

施策１-１-１ 災害・危機事象に備える対策の推進 

直接目標  災害発生時の被害や生活への影響を減らす 

1 

避難所運営会議を開催し
ている避難所の割合 
（総務局調べ）

大地震など大規模な災害が発生
した場合の避難所運営について
は、各避難所毎に自主防災組織
や施設管理者等で構成する避難
所運営会議が主に担うこととなる
ため、平常時からの避難所の運営
体制や避難スペース等の検討に
関する避難所運営会議の実施状
況を見ることで、避難所運営能力
の向上のための取組の成果を測
ることができる。

66.9％ 

（H26） 

70.5％ 

以上 

（H29） 

75.2％ 

以上 

（H33） 

80％ 

以上 

（H37） 

東日本大震災以降、平常時から避難
所運営会議において災害時を想定した
活動を行うことが重要と認識され、開催
率は上昇傾向にある。 
引き続き、更なる地域防災力の向上を
図るためには、より多くの避難所にお
いて開催していくことが求められること
から、本市における過去の実績を参考
としつつ、開催率の増加をめざす。

算
出
方
法

避難所運営会議開催か
所数（117 か所）／避難所
数（175 か所）×100（％） 

【算出方法】

「指標の目標値」に記載してい

る数値の算出式や引用する出典

等の内容を説明しています。

また、数値の算出式については、

カッコで現状値に対応する年度

の実績値を記載しています。

【目標値の考え方】

指標の現状値の背景や、施策や事

務事業の取組を講じて、指標をよ

りよい状況に高めていくための方

法等を根拠に、各計画期間に達成

すべき目標数値の設定の考え方を

記載しています。

【指標の考え方】

各施策の「直接目標」に掲げた目標の達成度

を測るために設定する指標について、その設

定の具体的な考え方を記載しています。

【年の表記】

成果指標一覧に示す年の表記で、「H●●」

と記載しているものについては、

「平成●●年度」を表しています。
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基本政策１ 生命を守り生き生きと暮らすことができるまちづくり

指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策１-１ 災害から生命を守る 

施策１-１-１ 災害・危機事象に備える対策の推進 

直接目標  災害発生時の被害や生活への影響を減らす 

1 

避難所運営会議を開催し

ている避難所の割合 
（総務局調べ）

大地震など大規模な災害が発生
した場合の避難所運営について
は、各避難所毎に自主防災組織
や施設管理者等で構成する避難
所運営会議が主に担うこととなる
ため、平常時からの避難所の運
営体制や避難スペース等の検討
に関する避難所運営会議の実施
状況を見ることで、避難所運営能
力の向上のための取組の成果を
測ることができる。

66.9％ 

（H26） 

70.5％ 

以上 

（H29） 

75.2％ 

以上 

（H33） 

80％ 

以上 

（H37） 

東日本大震災以降、平常時から避難
所運営会議において災害時を想定した
活動を行うことが重要と認識され、開催
率は上昇傾向にある。 
引き続き、更なる地域防災力の向上を
図るためには、より多くの避難所にお
いて開催していくことが求められること
から、本市における過去の実績を参考
としつつ、開催率の増加をめざす。

算
出
方
法

避難所運営会議開催か
所数（117 か所）／避難所
数（175 か所）×100（％） 

2 

避難所を知っている人の

割合 
（市民アンケート）

災害発生直後には、行政の支援
は十分に行き届かないことが考え
られるため、適切な避難行動を行
える市民（避難所を知っている市
民）や、自宅避難が可能な世帯
（家庭内備蓄を行っている市民）
の増加が、災害時の市民生活の
安定や、避難者への負担の軽減
につながることから、その理解に
向けた普及啓発の取組の成果を
測ることができる。 

39.5％ 

（H27） 

43.6％ 

以上 

（H29） 

51.8％ 

以上 

（H33） 

60％ 

以上 

（H37） 

本指標を内閣府の世論調査と比較した
ところ、掲出した２つの指標ともに全国
平均を上回っており、東日本大震災の
経験や本市の取組による自助の進展
が見て取れる。 
一方、市民の防災意識は大災害直後
に飛躍的に上昇するも、以後は下降す
る傾向があるため、本指標の目標値
を、本市における過去の実績を参考と
しつつ、それぞれの割合の増加をめざ
す。

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の避難所の
確認を行っている人の割
合 

3 

家庭内備蓄を行っている

人の割合 
（市民アンケート） 56.9％ 

（H27） 

57.5％ 

以上 

（H29） 

58.8％ 

以上 

（H33） 

60％ 

以上 

（H37） 
算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の家庭内備
蓄（食料・飲料水）を行っ
ている人の割合 

施策１-１-２ 地域の主体的な防災まちづくりの推進 

直接目標  地域の特性に応じた地域防災力向上により、延焼等による被害を減らす 

1 

重点的に取り組む密集市
街地における大規模地震

時の想定焼失棟数の削減
割合 
（まちづくり局調べ）

本市の地震被害想定調査の結果
を踏まえ、人命確保の観点などで
多くの課題を有する重点地区にお
いては、耐火性能に優れた建築
物への建替えを促進するなど、面
的な市街地の不燃化対策を進め
ることとし、その減災成果としての
焼失棟数の削減見込み割合を火
災延焼シミュレーションによって評
価・検証することができる。 

20％ 

（H27） 

25％ 

以上 

（H29） 

30％ 

以上 

（H33） 

35％ 

以上 

（H37） 

重点地区において、新たな防火規制条
例を制定するなどの対策強化により、
地震被害想定調査（H21）で想定された
火災延焼による建物被害を、次期地震
防災戦略計画期間（H32）までのできる
だけ早期に３割削減の達成をめざす。 算

出
方
法

地震被害想定上の焼失
シミュレーションから算出

2 

市内全道路延長に対する
４ｍ未満の道路の割合 
（都市計画課基礎調査のデー
タ（5 年毎））

大規模な災害時には、老朽建築
物の倒壊や火災により、狭あい道
路は閉塞し、避難に支障を来たす
ことで、人的被害を拡大させる恐
れがある。そのため、防災上課題
のある地域において、防災まちづ
くりの取組により避難路の狭あい
道路の４m 以上への改善や沿道
の建築物の耐震化等、被害の軽
減を図ることは、災害時における
安全な避難に貢献する避難路を
確保し、地域防災力向上につなが
ることから、市域内全域における
全道路延長に対する４ｍ未満道
路延長の割合の低減を指標として
設定する。 

20％ 

（H22） 

16％ 

以下 

（H29） 

13％ 

以下 

（H33） 

10％ 

以下 

（H37） 

市域内全域の４ｍ未満道路延長の過
去５年（H17～22）の割合の減少と同等
以上をめざす。 算

出
方
法

市域内全域の 
４m 未満道路延長（599
㎞）／全道路延長（2,926
㎞）×100（％） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策１-１-３ まち全体の総合的な耐震化の推進 

直接目標  地震発生時の建築物等の倒壊による被害を減らす 

1 

特定建築物の耐震化率 
（「耐震改修促進計画」（H22
末見直し時）の数値をベース
に H27 末実態調査及び一部
推計） 

耐震性を満たす特定建築物が全
特定建築物数に占める割合を把
握することで、耐震改修、建替え
などにより地震での倒壊等の可能
性がある、耐震性が不十分な特
定建築物を減らしている取組の成
果を把握することができる。 

92％ 

（H27） 

93％ 

以上 

（H29） 

95％ 

以上 

（H32） 

95％ 

以上 

（H37） 

「耐震改修促進計画」（H27 改定）に掲
げる特定建築物の耐震化率 95％（H32
末時点）を目標とする。 算

出
方
法

耐震性を満たす特定建築
物数（11,552）／全特定建
築物総数（12,501）×100
（％） 

2 

住宅の耐震化率 
（総務省「H25 住宅・土地統計
調査」より H27 末を推計）

耐震性を満たす住宅が住宅総数
に占める割合を把握することで、 
耐震改修、建替えなどにより地震
での倒壊等の可能性がある、耐
震性が不十分な住宅を減らしてい
る取組の成果を把握することがで
きる。 

92％ 

（H27） 

93％ 

以上 

（H29） 

95％ 

以上 

（H32） 

95％ 

以上 

（H37） 

「耐震改修促進計画」（H27 改定）に掲
げる住宅の耐震化率 95％（H32 末時
点）を目標とする。算

出
方
法

耐震性を満たす住宅数
（ 632,700 ） ／ 住宅総数
（684,100）×100（％） 

3 

橋りょうの耐震化率
市内管理橋りょう（橋長 5m 以
上）383 橋のうち耐震対策済
橋りょう数（耐震対策済橋りょ
うには、耐震対策が必要ない
橋りょうも含む） 
（建設緑政局調べ）

計画的な耐震補強工事を実施し、
耐震済橋りょう数を把握すること
で、地震により倒壊等の可能性が
ある橋りょうを減らしている取組の
成果を把握することができる。 

48％ 

（H27） 

51％ 

以上 

（H29） 

58％ 

以上 

（H33） 

77％ 

以上 

（H37） 

災害に強いまちづくりを進めるため、重
要な橋りょうの耐震性能を向上するとと
もに、生活道路の比較的重要な橋りょ
うについても対策を進め、77％以上
（H37 末時点）を目標とする。 

算
出
方
法

耐震対策済橋りょう数／
橋長 5m以上の橋りょう数
（383 橋）×100（％） 

施策１-１-４ 消防力の総合的な強化 

直接目標  消防力を強化することで、さまざまな災害から市民を守る 

1 

出火率 
（消防局調べ）

人口 1万人あたりの火災件数であ
る出火率（出火率は、通常、他都
市でも取組成果を測る指標として
活用している。）を指標とし、出火
率を下げることで火災予防の取組
の成果を測ることができる。 

2.58 件 

（H22～26 

の平均）

2.49 件 

以下 

（H25～29

の平均） 

2.48 件 

以下 

（H29～33

の平均） 

2.46 件 

以下 

（H33～37

の平均） 

火災を未然に防ぐ予防活動や立入検
査による査察などの継続した取組によ
り、人口動態や都市構造、産業構造が
変化する中においても、現状の出火率
の維持をめざす。 

算
出
方
法

【H26】 
火災件数（381 件）／人口
（1,461,043 人）×10,000 

※単年の数値を使用する
と、継続した取組を実施し
ても、なお外的要因等に
より極端な結果となること
から、各期の最終年から
直近 5 年の平均値を使用
する。

2 

消防団員数の充足率 
（消防局調べ）

地域防災力の充実を図り、住民の
安全の確保に資する消防団員は
今後も必要となることから、消防
団の条例定員数（1,345 人）に対す
る充足率を指標とすることで目標
を具体化するものである。 
なお、充足率を用いることで全国
平均や他都市との比較が可能と
なる。 

87.8％ 

（H26） 

89.7％ 

以上 

（H29） 

90.8％ 

以上 

（H33） 

93.0％ 

以上 

（H37） 

消防団員は、本市に限らず全国的に地
方に比べ都市部では団員が集まりにく
い傾向にある。 
平成 25 年に「消防団を中核とした地域
防災力の充実強化に関する法律」が成
立し、消防団員の確保対策の取組を強
化した実績等を踏まえ、第 1 期は神奈
川県平均を上回る 89.7％以上を目標
値とする。 
第 2 期は、継続した取組により政令指
定都市平均を上回る 90.8％以上を目
標値とする。 
第 3 期は第 2 期までの継続した取組に
加え、これまでの実績やアンケート結
果等を分析し、新たな施策を検討する
とともに、消防団長会に諮り、更なる地
域との連携・協力の強化により施策を
実施することで、全国平均を上回る
93％以上を目標値とする。 

算
出
方
法

現員数（1,181 人）／条例
定員数（1,345 人）×100
（％） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策１-１-５ 安全・安心な暮らしを守る河川整備 

直接目標  水害から市民の生命、財産を守る 

1 

時間雨量 50 ㎜対応の 

河川改修率 
（建設緑政局調べ） 治水安全度の向上を測る一つの

指標として、時間雨量50㎜の降雨
に対する河川の改修率を算出す
ることで、水害リスク軽減の取組
の成果を把握することができる。 

81％ 

（H27） 

81％ 

以上 

（H29） 

91％ 

以上 

（H33） 

91％ 

以上 

（H37） 

時間雨量 50 ㎜の降雨に対する河川改
修率を増加させることにより、治水安全
度を高め、水害のリスクを減らすことを
目標とする。 

算
出
方
法

時間雨量50mmの降雨に対す

る改修済河川延長(51,616m）

／河川全延長（63,735m）×

100（％）

2 

五反田川放水路の整備に

より洪水による氾濫から
守られる面積の割合 
（建設緑政局調べ）

時間雨量 90mm の降雨に対する
五反田川放水路整備の指標とし
て、氾濫により想定される浸水か
ら守られる区域の面積を算出する
ことで、水害リスクの軽減の取組
の成果を把握することができる。

50％ 

（H27） 

50％ 

（H29） 

100％ 

（H33） 

100％ 

（H37） 

五反田川放水路の整備を完了させるこ
とで、時間雨量 90mm の降雨に対し、
氾濫により浸水が想定される区域の面
積をゼロにすることを目標とする。算

出
方
法

氾濫から守られる区域の面積

（339ha）/氾濫により浸水が想

定される区域の面積（680ha）

×100（％）

政策１-２ 安全に暮らせるまちをつくる 

施策１-２-１ 防犯対策の推進 

直接目標  市内で発生する犯罪を未然に防ぐ地域づくりを進める 

1 

空き巣等の刑法犯認知件
数 
（神奈川県警察統計資料）

犯罪を起こさせない環境づくりを
進めるため、地域社会全体で、住
民の意識啓発の向上等の取組を
推進しており、毎年（1～12 月）に
神奈川県警察から公表される犯
罪認知件数の推移を見ることで、
その取組の成果を測ることができ
る。 

10,685 件 

（H26） 

10,400 件 

以下 

（H29） 

9,900 件 

以下 

（H33） 

9,400 件 

以下 

（H37） 

刑法犯認知件数の人口割合が、政令
指定都市中で最少の数値を下回るよう
に目標水準を設定する。 算

出
方
法

各年の「犯罪統計資料」
（神奈川県警察公表）の
「刑法犯罪名別市区町村
別認知件数」の合計値 

2 

路上喫煙防止重点区域通
行量調査で確認された喫
煙者数 
（市民・こども局「路上喫煙防
止重点区域（7か所）通行量調
査」）

安全に暮らせるまちづくりを進める
ため、路上喫煙の防止に向けたキ
ャンペーンによる意識啓発や巡回
指導等の取組を推進しており、人
通りの多い駅周辺等において、歩
行者の火傷や衣服の焼け焦げの
原因となる路上喫煙者数の推移
を見ることで、その取組の成果を
測ることができる。 

42 人 

（H26） 

36 人

以下 

（H29） 

29 人

以下 

（H33） 

23 人

以下 

（H37） 

これまでの路上喫煙率の減少傾向を
踏まえ、現状値からの半減をめざすこ
とを目標水準に設定する。

算
出
方
法

「路上喫煙防止重点区域
（7 か所）通行量調査」（年
4 回実施）における喫煙し
ている人の合計値 

3 

消費生活相談の年度内完
了率 
（川崎市消費生活相談年報）

高齢者を中心とした消費者トラブ
ルが増加傾向にある中、消費者
生活相談への対応は、丁寧さが
求められることはもとより、迅速
性・正確性も必要となる。安易な
他機関の窓口の紹介や処理時間
の長期化は、消費者にとって不利
益となることから、年報に現れる
数値を基に完了率を指標とするこ
とで、その取組の成果を測ること
ができる。 

97.7％ 

（H26） 

98.0％ 

以上 

（H29） 

98.0％ 

以上 

（H33） 

98.0％ 

以上 

（H37） 

現状（H26）においても高い完了率を示
しているが（参考：神奈川県 96.5％）、
消費生活相談の更なる充実を図る観
点から、現状以上の消費生活相談を処
理し、市民生活の安定に資する目標を
設定する。 

算
出
方
法

他機関相談窓口の紹介
件数と継続処理案件（年
度内（次年度の 6 月まで）
に処理を終えられなかっ
た案件）の件数以外の相
談対応件数（8,564件）/消
費生活相談件数（8,766
件） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策１-２-２ 交通安全対策の推進 

直接目標  市内の交通事故を減らす 

1 

交通事故発生件数 
（神奈川県警察交通年鑑）

交通事故のない安全・安心なまち
づくりを進めるため、あらゆる世代
への交通ルールの遵守と交通マ
ナーの向上のための意識啓発等
の取組を推進しており、毎年神奈
川県警察から公表される交通事
故件数の推移を見ることで、その
取組の成果を測ることができる。 

3,696 件 

（H26） 

3,500 件 

以下

（H29） 

3,200 件

以下 

（H33） 

3,000 件

以下 

（H37） 

平成元年以降の年間交通事故件数の
平均減少カーブを踏まえ、5年ごと（5年
後、10 年後）に概ね 10％減となるよう、
毎年 2％ずつ減少する目標値を設定す
る。 

算
出
方
法

各年の「交通年鑑」（神奈
川県警察公表）の「市区
町村別の発生状況」にお
ける市内の合計値 

2 

放置自転車の台数 
（建設緑政局調べ） 駅や商店街周辺等の放置自転車

は、歩行者の安全な通行や緊急
車両の通行障害、景観を悪化させ
る要因となっているため、放置自
転車台数の動向により、その取組
の成果を測ることができる。 

3,367 台 

（H27） 

3,200 台 

以下 

（H29） 

2,800 台 

以下 

（H33） 

2,600 台 

以下 

（H37） 

ルール、マナー等の継続的な啓発活動
や禁止区域指定による放置自転車の
撤去活動の強化などのソフト施策の実
施とともに、公有地の有効活用や民間
活力を活かした駐輪場の整備などのハ
ード施策を連携して取組を進めること
で、放置自転車台数の段階的な減少を
めざす。

算
出
方
法

毎年実施している実態調
査 

施策１-２-３ ユニバーサルデザインのまちづくりの推進 

直接目標  誰もが訪れやすく暮らしやすい「ユニバーサルデザインのまち」にする 

1 

バリアフリー化すべき重要
な特定の道路の整備割合
（まちづくり局調べ）

子育て世代から高齢者や障害者
等が日常的に利用する公共的施
設と駅などを結ぶ道路をバリアフ
リー化することが、ユニバーサル
デザインのまちの実現につながる
ため、これらの道路を特定の道路
として位置づけ、その整備割合を
指標として設定する。 

35％ 

（H26） 

65％ 

以上 

（H29） 

100％ 

（H32） 

100％ 

（H37） 

国の基本方針では、H32 までに、特定
の道路のバリアフリー化率を原則
100％としていることから、本市におい
ても、同様に目標値を原則 100％として
設定する。 

算
出
方
法

バリアフリー化を行った項

目数（50）／バリアフリー

化を要する項目数（141）

×100（％） 

2 

市内法人タクシーに占め

るユニバーサルデザイン
タクシーの割合 
（神奈川県タクシー協会川崎
支部提供資料）

子育て世代から高齢者、障害者を
はじめ誰もが安全・安心で快適に
利用できるユニバーサルデザイン
タクシー車両の導入促進により、
移動しやすい交通環境の提供に
つながるため、台数割合を指標と
して設定する。 

2.5％ 

（H26） 

10％ 

以上 

（H29） 

10％ 

以上 

（H32） 

10％ 

以上 

（H37） 

国が H32 までに約 28,000 台（福祉タク
シー車両を含む）の導入を目標として
掲げており、その数値が法人タクシー
及び個人タクシーの合計車両数の約
10％にあたることから、本市では、国に
先駆けて 10％に到達することを目標と
する。 

算
出
方
法

ユニバーサルデザインタ

クシー車両数（32 台）／法

人タクシーの登録台数

（1,435 台）×100（％） 

3 

誰もが安全・安心に公共

的施設を利用できると感じ
る人の割合 
（市民アンケート）

市民アンケートにより、誰もが安
全・安心に公共的施設を利用でき
ると感じているか実態を把握する
ことで、各事業の取組の成果を測
ることができる。

49.1％ 

（H27） 

49.3％

以上 

（H29） 

49.7％

以上 

（H33） 

50.0％

以上 

（H37） 

H27 のアンケートの数値を基準とし、
H29 は H27 値+0.2%、H33 は H29 値
+0.4%、H37 は H33 値+0.3%とする。

算
出
方
法

市民アンケート回答者の
うち、安全・安心に利用で
きると感じている人（そう
思う＋やや思う）の割合 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策１-２-４ 地域の生活基盤となる道路等の維持・管理 

直接目標  誰もが安全、快適に道路を利用できる 

1 

道路施設の健全度 
（5 年以内に補修や修繕が不
要な道路施設の割合） 
（建設緑政局調べ）

道路施設の計画的な維持・修繕を
実施し、施設の健全度率を把握す
ることにより、修繕の取組の成果
を測ることができる。 

73％ 

（H26） 

81％ 

以上 

（H29） 

93％ 

以上 

（H33） 

98％ 

以上 

（H37） 

各道路施設に対して法令に基づく点検
を実施し、補修や修繕が不要と判断さ
れる施設を段階的に増加させること
で、安全・快適に利用できるまちをめざ
す。 

算
出
方
法

5 年以内に補修や修繕が
不要な道路施設数（230）
/道路施設総数（315）×
100（％） 
※「橋りょう長寿命化修繕計

画」及び「道路維持修繕計画」

の道路施設が対象

2 

不法占拠解消の累計件数 
（建設緑政局調べ）

本市が管理する道路、河川、水路
には、正当な権利がなく家屋や工
作物等が占有し、行政財産本来
の用途を妨げられている場所があ
るため、この不法占拠の解消を図
ることで、誰もが安全、快適に道
路を利用できるための取組の成果
を測ることができる。 

90 件 

（H26） 

330 件 

以上 

（H29） 

650 件 

以上 

（H33） 

970 件 

以上 

（H37） 

不法占拠対策の取組強化としてH23か
ら集中的な除去指導を実施し、解消件
数を増加している。これまでの水準（年
間 80 件程度）の維持をめざす。 

算
出
方
法

不法占拠解消の実績値
（平成 27 年 3 月末時点の
不法占拠件数 1,305 件） 

3 

被災時に復旧に寄与する
道路台帳図の割合 
（建設緑政局調べ）

道路台帳図のデジタル化により、
災害時に道路境界が不明になっ
た場合でも、道路境界を復元する
ことが可能となることから、道路台
帳図のデジタル化の進捗率によ
り、災害時の復旧・復興に寄与す
る取組の成果を測ることができ
る。

6％ 

（H27） 

53％ 

以上 

（H29） 

100％ 

（H31） 

100％ 

（H37） 

首都直下地震が今後30年以内に70％
の確率で発生するとされていることか
ら、災害時の復旧・復興に寄与する道
路台帳図のデジタル化を優先的に完
了させ、早期の効果発現を図る。また、
追って道路台帳調書のデジタル化を完
了させ、道路台帳図と連携させることで
市民サービスの向上を図ることを目標
とする。

算
出
方
法

デジタル化した道路台帳
図枚数（54 枚）/アナログ
道路台帳図全枚数（870
枚）×100（％） 

政策１-３ 水の安定した供給・循環を支える 

施策１-３-１ 安定給水の確保と安全性の向上 

直接目標  安全でおいしい水を安定的に供給する 

1 

重要な管路の耐震化率 
（上下水道局調べ）

水道管の総延長は膨大であり、災
害時の市民生活への影響の大き
さを考慮し、避難所・重要な医療
機関等への供給ルートや震災時
に被害が懸念される老朽配水管
を重要な管路と位置づけて優先的
に更新を進めており、この指標に
より、取組の成果を測ることができ
る。 

70.6％ 

（H26） 

85.1％ 

以上 

（H29） 

96.2％ 

以上 

（H33） 

100％ 

（H35） 

これまでも、避難所のうち市立中学校
や重要な医療機関等への供給ルート
の耐震化と老朽配水管の更新による
耐震化を進めてきたが、新たに市立小
学校や高校等の避難所へと対象範囲
を広げ、H35 末に供給ルートの耐震化
をめざす。 

算
出
方
法

耐震化された重要な管路
の延長／重要な管路の
総延長×100（％） 
○重要な管路の総延長
約 800km 

2 

災害時の確保水量 
（上下水道局調べ）

大規模な災害時において、一部の
地域で水道が使用できない状況と
なった場合、配水池や配水塔に確
保した水道水を応急給水に活用
することになるため、この指標によ
り、取組の成果を測ることができ
る。 

6 日分 

（H26） 

24 日分 

以上 

（H29） 

35 日分 

（H30） 

35 日分 

（H37） 

配水池・配水塔の耐震化を進めるとと
もに、２池以上あるものについては１池
に緊急遮断弁を設置して、災害時の水
道水として確保し、既に整備が完了し
た災害対策用貯水槽での確保水と合
わせてH30末に約16万 を確保する。
この水量は、１人１日３リットル、本市ピ
ーク人口と予測される 152.2 万人（H42）
で仮定した場合、約 35 日分となる。 

算
出
方
法

災害時の確保済水量／
災害時の飲料水量（1 日
あたり） 
○災害時の飲料水量 
 本市人口×市民 1 人あ
たり 3 リットル 
 生命維持に必要な「1 人
1日3リットル」の飲料水と
して試算 
目標確保水量約 16 万 

3 

開設不要型応急給水拠点
の整備率 
（上下水道局調べ）

これまでの応急給水拠点は、給水
器具の設置等の作業を必要とす
るが、水飲み場を利用した開設不
要型応急給水拠点の整備を推進
することにより、災害時における応
急給水の利便性及び迅速性を高
めることができ、この指標により、
取組の成果を測ることができる。 

7.6％ 

（H26） 

26.2％ 

以上 

（H29） 

65.7％ 

以上 

（H33） 

100％ 

（H35） 

市立小中学校の水飲み場や配水池・
配水塔を利用する施設であり、供給ル
ートの耐震化等とあわせて、H35 末に
整備の完了をめざす。 

算
出
方
法

整備済数／開設不要型
応急給水拠点の計画整
備数×100（％） 
○開設不要型応急給水
拠点の計画整備数（配水
池・配水塔 7 か所、市立
小中学校 165 校）
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策１-３-２ 下水道による良好な循環機能の形成 

直接目標  地域の安全と環境を守り、きれいな水を川崎の川と海に返す 

1 

重要な管きょの耐震化率

（川崎駅以南の地域） 
（上下水道局調べ） 被災時でも確実に下水道機能を

確保する必要がある避難所や重
要な医療機関等と水処理センター
とを結ぶ下水管きょなどの重要な
管きょ（川崎駅以南の地域）の耐
震化を進めており、この指標によ
り取組の成果を測ることができる。

33.5％ 

（H26） 

67.2％ 

以上 

（H29） 

100％ 

（H31） 

100％ 

（H37） 

老朽化した下水管きょが多く、地盤の
液状化による被害も想定される川崎駅
以南の地域の重要な管きょの耐震化
について、H31 末までに完了させること
をめざす。 

算
出
方
法

重要な管きょ（川崎駅以
南の地域）の耐震化完了
延長／重要な管きょ（川
崎駅以南の地域）の延長
×100（％） 
○重要な管きょ（川崎駅
以 南 の 地 域 ） の 延 長
50.9km 

2 

浸水対策実施率（丸子、

宮崎、大師河原、馬絹、久
末地区） 
（上下水道局調べ）

近年多発する局地的集中豪雨な
どにより浸水被害が発生している
ことから、重点化地区に位置づけ
ている地域の浸水対策を進めて
おり、この指標により取組の成果
を測ることができる。 

22.6％ 

（H26） 

57.8％ 

以上 

（H29） 

100％ 

（H30） 

100％ 

（H37） 

H26 段階での重点化地区の浸水対策
について、H30 末までに完了させること
をめざす。 

算
出
方
法

重点化地区の浸水対策
完了済面積／浸水対策
重点化地区対象面積
×100（％） 
○浸水対策重点化地区
対象面積 847ha 

3 

合流改善率（大雨時に川

や海に処理しきれない下
水が放流されることへの
対策） 
（上下水道局調べ）

汚水と雨水を１本の管で集める合
流式下水道は、大雨時に川や海
に処理しきれない下水が放流され
るしくみであることから、大雨時の
放流回数を減らしたり、ごみを取り
除いたりするなどの合流式下水道
改善対策を進めており、この指標
により取組の成果を測ることがで
きる。 

68.5％ 

（H26） 

73.5％ 

以上 

（H29） 

83.6％ 

以上 

（H33） 

100％ 

（H35） 

合流式下水道は、大雨時に川や海に
処理しきれない下水が放流されるしく
みであることから、大雨時の放流回数
を減らしたり、ごみを取り除いたりする
などの対策を進め、 法令に基づいて
H35 までに完了させることをめざす。 算

出
方
法

合流式下水道改善対策
完了区域面積／合流式
下水道区域面積×100
（％） 
○合流式下水道区域面
積 3,550ha 

政策１-４ 誰もが安心して暮らせる地域のつながり・しくみをつくる 

施策１-４-１ 総合的なケアの推進 

直接目標  多様な主体による地域での支え合いのしくみをつくる 

1 

高齢者のうち、介護を必
要とする人（要介護・要支
援認定者）の割合 
（健康福祉局調べ）

セルフケア意識の醸成や、若い頃
からの健康づくり、高齢者の生き
がい・健康づくり、介護予防の取
組等を推進し、介護を必要とする
高齢者の増加を抑制することが重
要であるため、その指標を設定す
ることで取組の成果を測ることが
できる。 

17.07％ 

（H26） 

18.40％

以下 

（H29） 

20.50％

以下 

（H32） 

22.86％

以下 

（H37） 

取組の実施により、第６期介護保険事
業計画の推計値を下回ることを目標と
する。 

算
出
方
法

第２号被保険者を除く、要
介護・要支援認定者数
（46,026人）／市内高齢者
数（269,609 人） 
×100（％） 

2 

地域包括ケアシステムの
考え方の理解度 
（市民アンケート）

多様な主体による地域での支え
合いのしくみをつくるためには、地
域において、将来のあるべき姿に
ついての合意形成がなされるとと
もに、それを実現するための地域
包括ケアシステムの必要性や考
え方が地域全体で共有されること
が必要であり、「理解度」を問うこ
とで、取組の成果を測ることができ
る。 
※ここで言う「理解度」とは、地域
包括ケアシステムの内容を知って
いることに加え、具体的にどのよう
に行動したらよいかが分かってい
ることしている。 

10.1％ 

（H27） 

16.0％

以上 

（H29） 

32.0％

以上 

（H33） 

42.0％

以上 

（H37） 

H24 に実施した第３回地域福祉実態調
査において、H15 に設置された「保健福
祉センター」の認知度が、70％となって
いる。「地域包括ケアシステム」につい
ても、今後の取組により、10 年後にこ
れと同程度の一般化（認知度 70％）を
めざしつつ、そのうち半数以上（６割）の
市民が理解している（何をすべきかま
で知っている）状況が、地域包括ケアシ
ステムを持続可能なしくみとしていくた
めに必要と考え、10 年後の目標値を
42％とする。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の「地域包括
ケアシステムの内容を知
っており、具体的にどのよ
うに行動したらよいか分
かっている」と答えた人の
割合 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

3 

在宅チーム医療を担う人
材育成研修の受講者累計
数 
（健康福祉局調べ）

高齢化が進行する中で、在宅での
療養環境の整備に向けては、医
療・介護の多職種による連携の推
進が必須であり、そのためには、
顔の見える関係づくりが重要であ
る。そのため、区ごとに多職種で
グループワーク等を行う当該研修
の受講により、多職種連携を推進
していることから、累計受講者数を
指標として設定することで取組の
成果を測ることができる。 

308 人 

（H26） 

750 人

以上 

（H29） 

1,350 人

以上 

（H33） 

1,950 人

以上 

（H37） 

川崎市在宅療養推進協議会に参画す
る医師会をはじめとした多職種関係団
体を通じて受講者を募り、区ごとに多職
種でグループワーク等を行い、顔の見
える関係づくりを進めている。毎年 
150 名程度（各区 2 テーブルずつ、9 団
体から1～2名程度の参加者を想定）を
目標として、研修を実施することで、多
職種連携の着実な推進をめざす。 

算
出
方
法

毎年度、開催する当該研
修の受講者数を累計 

4 

介護予防の取組として、
地域の活動に参加する人
の割合 
（高齢者実態調査）

地域の中で生きがいや役割を持っ
て活動に参加することが、結果と
して介護予防につながり、地域の
活動に参加する人が増えること
で、自助・互助による介護予防等
が促進されることから、これを指標
とすることで取組の成果を測ること
ができる。 

10.6％ 

（H25） 

10.6％ 

以上 

（H28） 

15.0％ 

以上 

（H31） 

20.0％ 

以上 

（H37） 

H28 から新事業「介護予防・日常生活
支援総合事業（以下「総合事業」）」を実
施するため、次回調査の実施時（H28）
には現状を維持し、その後は総合事業
を推進する中でセルフケア意識の醸成
を図り、地域の活動に参加する市民を
着実に増やすことをめざす。 

算
出
方
法

高齢者を対象とした調査
（無作為抽出 3,600 人）の
設問項目「介護予防の取
組で実践していること」に
ついて、「地域の活動に
参加」を選択した人の割
合 

5 

民生委員児童委員の充足
率 
（健康福祉局調べ）

地域包括ケアシステムの構築に
向けた取組を進める中で、民生委
員児童委員は、地域福祉の重要
な担い手であり、その充足率の向
上は、地域での支え合いのしくみ
づくりに大きく貢献することから、こ
れを指標とすることで取組の成果
を測ることができる。

90.5％ 

（H27） 

96.2％ 

以上 

（H29） 

97.2％

以上 

（H33） 

98.2％

以上 

（H37） 

全国平均や政令指定都市平均を大きく
下回っている現状があるため、段階的
に政令指定都市平均（97.2％（H26））を
超える水準まで改善していくことを目標
とする。 

算
出
方
法

民生委員児童委員現員
数（1,523 名）／民生委員
児童委員定員数（1,682
名）×100（％） 

6 

認知症サポーター養成者
数（累計） 
（健康福祉局調べ）

認知症サポーター養成講座には、
子どもから高齢者まで幅広い年代
の地域住民や、企業・商店の従業
員などさまざまな主体が参加する
ため、認知症サポーター養成者数
を指標とすることにより、多様な主
体による地域での支え合いのしく
みづくりの取組の成果を測ること
ができる。  

24,034
人 

（H26） 

35,900
人以上 

（H29） 

53,900
人以上 

（H33） 

71,900
人以上 

（H37） 

過去の実績等を踏まえて作成した「第
６期いきいき長寿プラン」における計画
値に基づき、年間 4,500 人以上のサポ
ーターを養成していくことを目標とす
る。 

算
出
方
法

市が実施する「認知症サ
ポーター養成講座」の受
講者数の累計 

施策１-４-２ 高齢者福祉サービスの充実 

直接目標  介護が必要になっても高齢者が生活しやすい環境をつくる 

1 

介護サービスを受けなが

ら住み慣れた地域で暮ら
す高齢者の数（主な「地域
密着型サービス」の延べ

利用者数） 
（健康福祉局調べ）

「地域密着型サービス」の普及状
況を見ることにより、介護が必要
になっても、住み慣れた地域で生
活しやすい環境がどの程度整って
いるかについて取組の成果を測る
ことができる。 

10,380

人/年 

（H27） 

19,668

人/年 

以上 

（H29） 

26,340

人/年 

以上 

（H32） 

36,554

人/年 

以上 

（H37） 

本市の介護保険事業計画（法定計画）
において、要介護・要支援認定者数の
推計値と、現在の地域密着型サービス
の利用者数を基に、サービス利用者数
の目標数を算出しており、これを実施
計画における目標値として設定する。 算

出
方
法

本市における「定期巡回・
随時対応型訪問介護看
護」、「（介護予防）小規模
多機能型居宅介護」、及
び「看護小規模多機能型
居宅介護」の年間延べ利
用者数 

2 

現在利用している在宅サ
ービスの評価（「不満」の
ない方の割合） 
（高齢者実態調査）

介護保険制度を中心とした介護保
険サービスやその他の在宅生活
を支援するサービスの提供にあた
り、その評価を見ることで、在宅サ
ービス提供の取組の成果を測るこ
とができる。

94.3％ 

（H25） 

94.3％

以上 

（H28） 

94.3％

以上 

（H31） 

94.3％

以上 

（H37） 

高齢化の進展やニーズの多様化など
社会状況の変化を踏まえ、これまでの
高い水準を維持していくことをめざす。 

算
出
方
法

要介護・要支援認定者
（無作為抽出 3,000 人）を
対象とするアンケートにお
いて、現在利用している
在宅サービスへの評価に
ついて、「不満」「やや不
満」を除いた回答の割合 

529



指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

3 

かわさき健幸福寿 

プロジェクトの実施結果
（プロジェクト対象者の要
介護度の維持率・改善率） 
（健康福祉局調べ）

プロジェクト対象者の一定期間の
要介護度状態区分変化の推移を
見ることにより、取組の成果を測る
ことができる。 

維持※ 

61.1％ 

改善 

12.5％ 

（H27） 

維持 

65％ 

以上 

改善 

15％ 

以上 

（H29） 

維持 

65％ 

以上 

改善 

15％ 

以上 

（H33） 

維持 

65％ 

以上 

改善 

15％ 

以上 

（H37） 

要介護度の状態区分変化について
は、平成 26 年 9 月に要支援又は要介
護状態にあった本市の被保険者の1年
後の状態の推移（実績：維持 61.1%、改
善 12.5%）を踏まえ、それを上回る「維持
65％、改善 15％」を目標に設定する。 算

出
方
法

同プロジェクトに参加する
市内の 137 の介護サービ
ス提供事業所において、
該当年度の 9 月時点で、
要支援又は要介護状態
にあった被保険者（対象
者数 約 38,000人）の 1年
後の状態（悪化、維持ま
たは改善）を把握 

※ かわさき健幸福寿プロジェ

クトについては、H27 モデル事

業を実施中のため、本市の要

支援１以上の方の平成26年9

月から平成27年9月までに介

護度の変化を参考値として記

載 

4 

介護人材の不足感
（介護人材の確保・定着に関
する実態調査）

市内の介護保険サービス事業所
において、介護職をはじめ従業員
の不足状況を見ることで、介護人
材の確保に向けた取組の成果を
測ることができる。 

75.7％ 

（H25） 

74％ 

以下 

（H28） 

72％ 

以下 

（H31） 

70％ 

以下 

（H37） 

介護人材の確保・定着は、事業者自ら
が主体的に取り組むことが重要である
が、いわゆる団塊の世代が 75 歳以上
となる平成 37（2025）年に向けて、不足
が生じないよう、行政として支援する必
要がある。全国を対象とした調査にお
いても、半数以上の事業者が不足感を
覚えている状況の中、本市としても安
定的な福祉サービスを提供するために
事業者の支援を行うことで、介護人材
の不足が着実に解消されていくことを
目標とする。 

算
出
方
法

市内の介護保険サービス
事業所（無作為抽出（183
事業所回答）へのアンケ
ートの結果、介護職をはじ
めとする従業員について
「大いに不足」「不足」「や
や不足」を合計した回答
の割合 

施策１-４-３ 高齢者が生きがいを持てる地域づくり 

直接目標  高齢者が生きがいをもって暮らせる環境をつくる 

1 

収入を伴う仕事をしている
高齢者の割合 
（高齢者実態調査） 高齢者の就労が、生きがいにつな

がることから、高齢者の就労状況
を把握することにより、高齢者の
生きがいづくりに係る取組の成果
を測ることができる。 

26.7％ 

（H25） 

27.8％ 

以上 

（H28） 

28.9％ 

以上 

（H31） 

30.0％ 

以上 

（H37） 

働く意欲のある高齢者は増加している
が、高齢化がますます進行する中、就
労率は停滞傾向である。そのため、積
極的な普及・啓発や環境整備等に努め
ることなどにより、現状値から着実に向
上させる目標とする。 

算
出
方
法

高齢者を対象とする調査
（無作為抽出 3,600 人）に
おいて「収入が伴う仕事を
している」と回答した高齢
者の割合 

2 

シルバー人材センターを
通じて、仕事に就いた高
齢者の数 
（健康福祉局調べ）

高齢者の就労が、生きがいにつな
がることから、シルバー人材センタ
ーに登録し、仕事に就く高齢者の
就労状況を把握することにより、
高齢者の生きがいづくりに係る取
組の成果を測ることができる。

2,453 人 

（H25） 

2,500 人

以上 

（H29） 

2,550 人

以上 

（H33） 

2,600 人

以上 

（H37） 

高齢者を取り巻く雇用状況が不安定で
ある中、登録者数（会員数）と受注件数
の増加への取組を推進することによ
り、仕事に就くことができる高齢者数を
着実に増加させる目標とする。 

算
出
方
法

シルバー人材センターの
登録者のうち、仕事に就
いた人の数（年合計延べ
人数） 

3 

ほぼ毎日外出している高

齢者の割合 
（高齢者実態調査）

高齢者がほぼ毎日外出することに
より、高齢者の健康づくりや、主体
的な社会参加を促進する取組の
成果を測ることができる。 

48.1％ 

（H25） 

50.0％ 

以上 

（H28） 

52.5％ 

以上 

（H31） 

55.0％ 

以上 

（H37） 

元気で活力のある高齢者が増え、外出
する頻度も増加傾向である中、今後も
社会参加の促進や、外出支援等を推
進することで、高齢者の外出頻度を着
実に増加させる目標とする。 

算
出
方
法

高齢者を対象とする調査
（無作為抽出 3,600 人）に
おいて、 「ほぼ毎日外出
している」と回答した高齢
者の割合 

4 

高齢者向け施設（いきい
きセンター）の利用実績 
（指定管理事業報告書）

教養の向上やレクリエーション活
動のほか、元気な高齢者のふれ
あいの場としての機能を担う「いき
いきセンター」の利用実績の状況
により、高齢者の主体的な社会参
加に向けた取組の成果を測ること
ができる。

289,028

人

（H25） 

29 万人

以上 

（H29） 

29.1 万人

以上 

（H33） 

29.2 万人

以上 

（H37） 

高齢者の多様な価値観が広がる中、
高齢者向け施設の利用者数が減少す
る傾向があるが、比較的若い高齢者を
取り込む施策や、多世代交流を進める
ことなどにより、社会参加を着実に増加
させる目標とする。 

算
出
方
法

いきいきセンターの延べ
利用者数（年間） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

5 

生活に「はり」や「楽しみ」
を感じている高齢者の割
合 
（高齢者実態調査） 生活に「はり」や「楽しみ」を感じて

いる割合が増えることにより、高齢
者が生きがいを持って生活してい
る環境づくりの取組の成果を測る
ことができる。 

35.1％ 

（H25） 

36％ 

以上 

（H28） 

37％ 

以上 

（H31） 

38％ 

以上 

（H37） 

高齢化がますます進行し、高齢者を取
り巻く環境が変化するとともに、ニーズ
も多様化している状況の中、高齢者へ
の施策の充実を図ることで、生きがい
を持つ方を着実に増加させる目標とす
る。 

算
出
方
法

高齢者を対象とする調査
（無作為抽出 3,600 人）に
おいて、生活に「はり」や
「楽しみ」を“とても感じる”
あるいは“まあ感じる”と
回答した高齢者の割合 

施策１-４-４ 障害福祉サービスの充実  

直接目標  障害者が生活しやすい環境をつくる 

1 

日中活動系サービスの利

用者数 
（健康福祉局調べ） 「日中活動系サービス」の利用実

績を指標とすることにより、障害者
の地域生活を支える環境の充実
に向けた取組の成果を測ることが
できる。 

4,324

人/月 

（H26） 

4,865

人/月 

以上 

（H29） 

5,094

人/月 

以上 

（H33） 

5,333

人/月 

以上 

（H37） 

過去の実績及び見込値等を踏まえて
策定した、「第４次ノーマライゼーション
プラン」における計画値に基づき、目標
値を設定する。 

算
出
方
法

日中活動系サービスの利
用実績（各年度の３月実
績） 

2 

グループホームの 

利用者数 
（健康福祉局調べ）

グループホームの利用者数を指
標とすることで、障害者が地域で
自立した生活を送るための環境の
充実に向けた取組の成果を測るこ
とができる。 

998 

人/月 

（H26） 

1,331

人/月 

以上 

（H29） 

1,669

人/月 

以上 

（H33） 

2,093

人/月 

以上 

（H37） 

過去の実績及び見込値等を踏まえて
策定した、「第４次ノーマライゼーション
プラン」における計画値に基づき、目標
値を設定する。 

算
出
方
法

市内グループホームのサ
ービス利用実績（各年度
の３月実績） 

3 

長期（１年以上） 
在院者数（精神障害） 
（国立精神・神経医療研究セ
ンター「精神保健福祉資料」） 精神障害者の長期在院者の状況

を把握することにより、障害のある
方の、地域移行の促進に向けた
取組の成果を測ることができる。 

684 人 

（H24） 

561 人

以下 

（H27） 

462 人 

以下 

（H31） 

364 人

以下 

（H35） 

過去の実績及び見込み値等を踏まえ
て策定した、「第４次ノーマライゼーショ
ンプラン」における計画値に基づき、目
標値を設定する。 算

出
方
法

１年以上在院した精神障
害者の年合計 

施策１-４-５ 障害者の自立支援と社会参加の促進  

直接目標  障害者が社会で活躍しやすい環境をつくる 

1 

障害福祉施設からの 
一般就労移行者数 
（健康福祉局調べ）

福祉施設から一般就労への移行
者数を見ることにより、企業等へ
の一般就労を希望する障害者の
自立に向けた取組の成果を測るこ
とができる。 

180 人 

（H26） 

214 人

以上 

（H29） 

250 人

以上 

（H33） 

300 人

以上 

（H37） 

障害者雇用率の引上げが見込まれて
いることにより、当面の間、企業の障害
者雇用、企業での一般就労を希望する
障害者数は増加していく状況の中、国
の指針等を参考とした「第４次ノーマラ
ーゼーションプラン」における計画値を
第１期の目標値として設定する。中長
期的には、障害者雇用をめぐる施策状
況は不透明ではあるが、引き続き同等
の伸び率を確保することを目標とする。 

算
出
方
法

就労移行支援事業、就労
継続支援Ａ型・Ｂ型事業
から一般就労への移行者
数（年合計） 

2 

市障害者スポーツ大会競
技参加者数 
（健康福祉局調べ） 障害者スポーツ大会への参加は

社会参加の一つであるため、その
参加者数の変化を見ることで、障
害者の社会参加の取組の成果を
測ることができる。

359 人 

（H26） 

383 人

以上 

（H29） 

415 人

以上 

（H33） 

447 人

以上 

（H37） 

過去５年間の参加者実績の増加率に
加え、東京パラリンピックを契機とした
「かわさきパラムーブメント」における各
イベント、パラアスリートへの施設貸
出、障害者スポーツ普及促進事業等の
効果としてさらに 1割増を上乗せして目
標値を設定する。 

算
出
方
法

６競技の市障害者スポー
ツ大会参加者数の合計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

3 

障害者が社会参加しやす
いまちだと思う市民の割
合 
（市民アンケート）

誰もが安心して暮らせる地域をつ
くるために、障害の有無に関わら
ず多様性のあるまちをつくることが
必要であり、障害者の社会参加状
況に対する市民の実感を把握す
ることで、取組の成果を測ることが
できる。 

30.0％ 

（H27） 

31％ 

以上 

（H29） 

33％ 

以上 

（H33） 

35％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市の状況を踏ま
えるとともに、施策の効果により障害者
の社会参加を着実に増加させる目標と
する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）において、本
市が、障害のある方が社
会参加しやすいまちだと
「思う」または「ある程度そ
う思う」と回答した人の割
合 

施策１-４-６ 誰もが暮らしやすい住宅・居住環境の整備  

直接目標  それぞれのニーズやライフスタイルに合った住宅が選択できる環境を整える 

1 

住宅に関する市民の満足
度 
国土交通省（住生活総合調
査）から独自集計

住宅政策は、住宅の供給から維
持や改修まで、住宅に関する施策
を幅広く総合的に展開する必要が
あるため、市民の住宅に関する満
足度の変化を見ることで、多岐に
渡る住宅政策の取組の成果を測
ることができる。 

73％ 

（H25） 

⇒ 

77％ 

以上 

（H30） 

80％ 

以上 

（H35） 

現状、本市は全国、神奈川県、横浜市
と同等の値となっている。また、これま
で順調に値が上昇していることから、上
昇値の近似を取り、目標値を設定す
る。 

算
出
方
法

市民へのアンケート調査
における住宅に対する総
合的な評価で（満足+まあ
満足）とした人の割合 

2 

リフォーム実施戸数の住
宅ストック戸数に対する割
合 
総務省（住宅・土地統計調査）
から独自集計

市民が希望する住宅を手に入れ
るためには、ニーズやライフスタイ
ルに応じて安心かつ魅力あるリフ
ォームができる市場環境を整備す
る必要があり、その向上のための
取組の成果を測ることができる。

2.2％ 

（H25） 

⇒ 

3.2％

以上 

（H30） 

4.5％

以上 

（H35） 

これまでの本市における値の上昇傾向
を踏まえるとともに、現状値が国や他
都市と比較して低い水準にあることか
ら、２期実施計画の目標値を他都市の
水準への到達とし、３期実施計画の目
標値を国や他都市における現状値と目
標値とを比較した上昇率を踏まえて設
定する。 

算
出
方
法

リフォーム実施戸数（年間
16,245 件）／住宅の総戸
数（753,700件）×100（％） 

3 

生活支援施設等の併設や
地域と連携した取組等を

行っている市営住宅の団
地（100 戸以上）の割合 
（まちづくり局調べ）

住生活の安心を支えるサービスが
地域において提供され、必要に応
じてサービスを受けられる環境の
整備が必要であり、その取組の一
環として市営住宅資産を活用した
取組を指標とすることで、取組の
成果を測ることができる。なお、生
活支援施設の併設等の施設の導
入には一定規模が必要となること
から、100 戸以上の市営住宅を対
象とした。また、国が定めた「住生
活基本計画（全国計画）」の成果
指標においても、同様に 100 戸以
上を対象としていることから、本市
と国とを比較することも考慮してい
る。 

17％ 

（H26） 

24％ 

以上 

（H29） 

26％ 

以上 

（H33） 

28％ 

以上 

（H37） 

地域包括ケアシステムに関連した取組
拠点として市営住宅の空き家や余剰地
を活用し、地域に安心して暮らせる環
境整備を推進するため、積極的に市営
住宅資産を活用していくこととし、大規
模建替えにおいて可能な限り取組を行
うことをめざした目標とする。 

算
出
方
法

生活支援施設等を併設
（４団地）+地域と連携した
取組等を実施（６団地）し
た 100 戸以上の市営住宅
団地／100 戸以上の市営
住宅団地（57 団地）の総
数 

施策１-４-７ 生き生きと暮らすための健康づくり  

直接目標  健康で生き生きとした生活を送る市民を増やす 

1 

主観的健康観（「非常に健

康」「ほぼ健康」と回答した
市民の割合） 
（健康意識実態調査）

健康であると自ら意識できること
は生活の質を高める上でも重要な
要素であることから、主観的健康
観を健康づくりの取組の成果を測
る指標とする。 

男性

73.7% 

女性

76.8% 

（H23） 

男性

75.5%
以上 

女性

78.5%
以上 

（H28） 

男性

77.0%
以上 

女性

80.0%
以上 

（H33） 

男性

77.0%
以上 

女性

80.0%
以上 

（H38） 

国、他自治体の調査結果等を参考とし
つつ、およそ８割の市民が「自分は健
康」と感じられる状況を、めざす社会像
と想定し、またこれまでの国や他都市
アンケートや、国の健康寿命等でも必
ず表出する男女差を考慮した上で、女
性 80％、男性 77％を目標値とする。 

算
出
方
法

無作為抽出による市民ア
ンケート(3,500 人)で、「非
常に健康である」「ほぼ健
康である」と回答した人の
割合  
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

特定健康診査実施率 

特定保健指導実施率（国
民健康保険） 
（特定健康診査・特定保健指
導実施状況報告） 国民健康保険の被保険者の生活

習慣病を予防するためには、特定
健康診査及び特定保健指導を適
切に受けることが重要であること
から、その取組の成果を測る指標
とする。

24.5% 

6.0% 

（H26） 

33% 

以上 

22% 
以上 

（H29） 

33% 

以上 

22% 
以上 

（H33） 

33% 

以上 

22% 
以上 

（H37） 

過去の実績や実施率向上に向けた取
組の状況を踏まえ、5年ごとに策定する
「特定健康診査等実施計画」にあわせ
て、年次別目標値を設定する。 

算
出
方
法

特定健康診査受診者数
（51,408人）／特定健康診
査対象者数（207,966 人） 
×100（％） 

特定保健指導終了者数
（358 人）／特定保健指導
対象者数（6,009 人） 
×100（％） 

3 

がん検診受診率 
（国民生活基礎調査（厚生労
働省））

がんによる死亡者数を減少させる
ためには、がん検診の受診率を向
上させ、がんを早期発見・早期治
療することが重要であるため、が
ん検診受診率を指標として設定す
る。 

肺がん 
44.5% 

大腸がん 

40.5% 

胃がん 
42.2% 

子宮がん 

46.1% 

乳がん 

46.1% 

（H25） 

肺がん
50% 

以上

大腸がん 

45% 

以上 

胃がん
45% 

以上

子宮がん 

50% 

以上 

乳がん

50% 
以上

（H28） 

肺がん
50% 

以上

大腸がん 

50% 

以上 

胃がん
50% 

以上

子宮がん 

50% 

以上 

乳がん

50% 
以上

（H33） 

肺がん
50% 

以上

大腸がん 

50% 

以上 

胃がん
50% 

以上

子宮がん 

50% 

以上 

乳がん

50% 
以上

（H37） 

「がん対策基本法」に基づく「がん対策
推進基本計画」の目標値（すべての種
別で 50％以上）をめざし、段階的に受
診率の向上を図る目標値を設定する。 

算
出
方
法

厚生労働省が実施する無
作為抽出による全国調査
（148,000 人）を基に本市
における受診率を算出 

過去１年以内（子宮がん・
乳がんは過去２年以内）
に当該がん検診を受診し
た人の割合 

4 

40 歳代の糖尿病治療者

割合（国民健康保険） 
（健康福祉局調べ） 生活習慣病治療者の割合は40歳

以降急増する。この年代の糖尿病
治療者割合の抑制により、これ以
降の割合の抑制も期待できること
から、これを指標とすることによ
り、市民が主体的に健康づくり・生
活習慣病予防に取り組み、重症化
の予防を促進する取組の成果を
測ることができる。 

3.1％ 

（H26） 

3.0％ 

以下 

（H29） 

3.0％ 

以下 

（H33） 

3.0％ 

以下 

（H36） 

過去の推移を勘案し、神奈川県平均
（3.35%（H26））より低い現状値の維持を
基本とし、現状値を下回ることをめざし
た目標値とする。 

算
出
方
法

国保データベースシステ
ムにより算出した 40 歳代
の糖尿病治療者数（1,399
人）／40 歳代の国民健康
保険被保険者数（45,738
人） 
×100（％） 

5 

食に関する地域での活動
に参加する人の割合 
（①食育に関する地域活動へ
の参加割合：食育の現状と意
識に関する調査） 
（②食生活改善推進員数：健
康福祉局調べ） 地域における食育を推進するため

には、食生活改善を中心としたボ
ランティアの養成や、ボランティア
を中心とした食育のネットワークを
地域で築くことが大切であるため、
「食に関する地域での活動に参加
する人の割合」を指標とすることに
より、食育推進の担い手及び地域
における食育に関する活動促進
に向けた取組の成果を測ることが
できる。 

①食育に

関する地

域活動参

加 

38.3％ 

（H24） 

②食生活

改善推進

員 

3,862 
人 
（H26）

①食育に

関する地

域活動参

加 

⇒ 

②食生活

改善推進

員数 

4,100 
人以上 
（H29）

①食育に

関する地

域活動参

加 

40％ 
以上 
（H32） 

②食生活

改善推進

員数

4,300 
人以上 
（H33）

①食育に

関する地

域活動参

加 

41％ 
以上 
（H37） 

②食生活

改善推進

員数

4,500 
人以上 
（H37）

①食育に関する地域活動参加者は食
生活改善推進員の活動を基軸に地域
へ活動を広げていくことを想定し、第 3
期で 1.07％増加させることを目標値と
する。 

②食生活改善推進員はH29までに県と
同じ伸び率（約 1.07％）を達成し、その
後は各期 200 人ずつ養成することをめ
ざす。 

算
出
方
法

①「平成 24年度川崎市の
食育の現状と意識に関す
る調査 」 （ 無作為抽出
3,500 人）の「日頃から、健
全な食生活を行うために
「食育」に関する何らかの
活動や行動をしている人」
について、「積極的にして
いる」または「できるだけ
するようにしている」と回
答した人の割合 

②「食生活改善推進員養
成教室」（各区役所保健
福祉センター）修了者数
の累計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策１-５ 確かな暮らしを支える 

施策１-５-１ 確かな安心を支える医療保険制度等の運営 

直接目標  信頼される医療保険及び医療費等の支援制度を安定的に運営する 

1 

国民健康保険料収入率等 
（健康福祉局調べ）

収入率の向上と滞納額の圧縮
は、国民健康保険事業の運営及
び保険料負担の公平性の確保に
とって重要な指標であり、その変
化を見ることで、取組の成果を測
ることができる。 

【現年度分】

92.96% 

【収入未済

額】 

67 億

5,319 万円 

（H26） 

【現年度分】

93.8% 

以上 

【収入未済

額】 

50 億円

以下

（H29） 

【現年度分】

94% 

以上 

【収入未済

額】 

40 億円

以下

（H33） 

【現年度分】

94% 

以上 

【収入未済

額】 

40 億円

以下

（H37） 

現状値は政令指定都市トップ水準であ
るが、それを維持するためには第２期
の早期に 94％を達成し、継続する必要
がある。また、収入未済額はピークの
H20（145.7億円）からの100億円減をめ
ざすことを目標とする。 

算
出
方
法

現年度分収入率 = 
 収入金額／調定金額
（330.62 億円／355.64 億
円）×100（％） 

収入未済額：前年度まで
に納期限が到来した調定
のうち、収入とならなかっ
た金額の累計 

2 

後期高齢者医療保険料収
入率等 
（健康福祉局調べ）

収入率の向上及び収入未済額の
圧縮は、後期高齢者医療制度の
運営及び保険料負担の公平性の
確保にとって重要な指標であり、
その変化を見ることで、取組の成
果を測ることができる。

【現年度分】

99.31% 

【収入未済

額】 

9,737 万円 

（H26） 

【現年度分】

99.45% 

以上 

【収入未済

額】 

8,900万円

以下

（H29） 

【現年度分】

99.45% 

以上 

【収入未済

額】 

8,900万円

以下

（H33） 

【現年度分】

99.45% 

以上 

【収入未済

額】 

8,900万円

以下

（H37） 

現年度分収入率は政令指定都市平均 
（99.17％（H26））を上回っており、目標
値は政令指定都市最上位の水準とな
る値を設定している。第１期までに目標
を達成し、第２期以降はその水準を維
持することをめざす。 
また、調定額に対する収入未済額の比
率は１％以下であり、その水準を維持
することを目標とする。 

算
出
方
法

現年度分収入率 =  
収入金額／調定金額 
（108.69 億円／109.44 億
円） 
×100（％） 

収入未済額：前年度まで
に納期限が到来した調定
のうち、収入とならなかっ
た金額の累計 

施策１-５-２ 自立生活に向けた取組の推進 

直接目標  最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活を送る人を増やす 

1 

生活保護から経済的に自

立（収入増による保護廃
止）した世帯の数 
（健康福祉局調べ）

生活保護法は最低生活の保障及
び自立助長をその目的としてお
り、自立可能な世帯に対して支援
を行うことが常に求められている。
そこで、稼働能力や他法・他施策
の活用により経済的自立を果たし
た世帯数を取組の成果を測る指
標とする。 

608 

世帯 

（H26） 

650 

世帯 

以上 

（H29） 

650 

世帯 

以上 

（H33） 

650 

世帯 

以上 

（H37） 

将来的な経済的に自立した世帯数の
動態は流動的であるため、直近で最大
値である H24 の数値を維持することを
目標として設定する。 算

出
方
法

本市で生活保護廃止とな
った者のうち、その理由が
収入増であった世帯の実
績値（年合計） 

2 

学習支援・居場所づくり事
業利用者の高校等進学率 
（健康福祉局調べ）

生活保護世帯で育った子どもが、
大人になって再び生活保護を受
給する「貧困の連鎖」が存在して
いるといわれているが、その対策
として、より就職活動に有利になる
よう高校進学をめざして生活保護
受給世帯の子どもへの進学支援
を行っていることから、高校等へ
の進学実績を取組の成果を測る
指標とする。

99％ 

（H26） 

100％ 

（H29） 

100％ 

（H33） 

100％ 

（H37） 

学習支援・居場所づくり事業を利用す
る中学３年生について、すべての生徒
の高校等進学を目標に取組を実施す
る。 

算
出
方
法

本市が実施している、学
習支援・居場所づくり事業
を利用する中学３年生の
高校等進学率の実績値 

高校等への進学者数
（116 人）／事業利用者数
（117 人） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策１-６ 市民の健康を守る 

施策１-６-１ 医療供給体制の充実・強化 

直接目標  いつでも安心して適切な医療が受けられる環境を整える 

1 

かかりつけ医がいる人の

割合 
（休日急患診療所患者統計）

市民が医療機関の役割について
理解を進め、適切に活用すること
によって、医療機関はその機能を
十分に発揮することができる。か
かりつけ医を持つ人の割合が増え
ることで、救急医療を含む医療の
適正な利用が促進されることか
ら、これを指標として設定すること
で取組の成果を測ることができ
る。 

57.5％ 

（H26） 

58％ 

以上 

（H29） 

59％ 

以上 

（H33） 

60％ 

以上 

（H37） 

医療の適正利用の一層の促進を図る
ため、過去 5 年間 58％前後で推移して
いる割合を、普及啓発等により段階的
に引き上げ、市民の 6 割がかかりつけ
医を持つことを目標とする。 

算
出
方
法

休日急患診療所を受診す
る患者が記載する受診申
込書において、設問『か
か り つ け 医 は い ま す
か？』に対し『有』と回答し
た人の割合 

2 

身近な地域の医療機関を
受診する市民の割合（平

日日中の発熱等への対
応） 
（市民アンケート）

市民が医療機関の役割について
理解を進め、適切に活用すること
によって、医療機関はその機能を
十分に発揮することができる。発
熱などによる体調の変化があった
場合に、身近な地域の医療機関を
適切に受診する人の割合が増え
ることで、救急医療を含む医療の
適正な利用が促進されることか
ら、指標として設定することで取組
の成果を測ることができる。

86.9％ 

（H27） 

87％ 

以上 

（H29） 

88％ 

以上 

（H33） 

90％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市の状況を踏ま
えつつ、施策の効果により受診割合を
着実に増加させることを目標とする。

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）における、設
問「発熱や痛みなど体調
の変化があった際に、平
日の日中に医療機関を受
診するときの対応」につい
て、『地域の診療所・クリ
ニックを受診する』と回答
した人の割合 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

3 

川崎ＤＭＡＴ（災害医療派

遣チーム）の隊員養成研
修修了累計者数 
（３指定病院の合計） 
（健康福祉局調べ）

全国各地で多種多様な災害が頻
発する中、ひとりでも多くの市民の
命を守るため、川崎ＤＭＡＴ事業に
おいては、指定病院に従事する救
命救急医療関係者が災害現場で
活動するための知識・技能を備え
ておくなど、平時から出場要請に
的確に対応できる体制を整えてお
かなければならない。そのために
は、川崎ＤＭＡＴ隊員養成研修に
よる新規養成及び技能維持の取
組を一層促進していく必要がある
ことから、累計修了者数を指標と
して設定する。

130 人 

（H26） 

170 人 

以上 

（H29） 

250 人 

以上 

（H33） 

350 人 

以上 

（H37） 

現在、各指定病院の川崎ＤＭＡＴ登録
者数は目標（30人）を概ね満たしている
が、異動・退職者の動向や、隊員の技
能維持を考慮すると、毎年20名程度の
規模で継続して研修を実施していくこと
が必要であり、これ基に算出した数値
を目標値とする。 

算
出
方
法

川崎ＤＭＡＴ指定病院（市
立川崎病院・日本医科大
学武蔵小杉病院・聖マリ
アンナ医科大学病院）に
おける、発隊以降の隊員
養成数を累計  

4 

救急搬送者の医療機関ま

での平均搬送時間 
（消防局調べ）

高齢化の進展等に伴う救急件数
の急速な増加が予測される中に
おいても、病院到着時間の短縮を
めざした取組を着実に進めるとと
もに、心肺機能停止から救急隊員
による救命処置の開始時期につ
いては、10 分以内に救命処置が
開始されることが 1 か月社会復帰
率の向上に寄与するという統計デ
ータがあることから、救急車が救
急現場に 10 分以内に到着し、い
ち早く傷病者を病院へ搬送できる
よう指標を設定する。 

42.6 分 

【8.4 分】 

（H26） 

42.6 分

【8.4 分】

以下 

（H29） 

42.6 分 

【8.4 分】

以下 

（H33） 

40.0 分

【8.0 分】

以下 

（H37） 

今後も高齢化が進行し、救急件数の急
速な増加が予測される中でも病院到着
時間の短縮をめざした取組を着実に進
め、第 2 期では、現状値の維持、第 3
期では本市と隣接している横浜市の平
均の近似値である 40 分を目標とする。 

算
出
方
法

年間の全救急事案のう
ち、覚知※から病院到着
までの平均時間 
※覚知とは：119番通報が
指令センターに入電した
時間 

5 

救急隊が到着するまで
に、市民が心肺蘇生を実
施した割合 
（消防局調べ）

心肺機能停止から一刻も早い救
命処置が開始されることが、1 か
月社会復帰率の向上に寄与する
という統計データがあることから、
心肺蘇生を実施できる市民救命
士を養成することが重要である。
そこで、実際の救急現場における
心肺停止状態の傷病者に対し、
バイスタンダーとして心肺蘇生を
実施した市民の割合を指標として
設定する。 

31.4％ 

（H26） 

32.１％ 

（H29） 

33.0％ 

（H33） 

33.9％ 

（H37） 

救急現場において、バイスタンダーが
いるか否か、心肺蘇生を実施できる環
境であるかなど、環境的（人的）要因が
大きいことから、目標値は過去 5 年間
における心肺停止傷病者数の増加率
（15 人/年）及びバイスタンダーによる
心肺蘇生実施数の増加率（8 人/年）か
ら、今後の増加数を予測し、心肺蘇生
実施率を設定する。 

算
出
方
法

バイスタンダーによる心
肺蘇生の実施（407 人）／
救急現場における心肺停
止状態の傷病者（1,296
人）×100（％）  
※バイスタンダー：救急現
場に居合わせた人（発見
者、同伴者等）のこと 

施策１-６-２ 信頼される市立病院の運営 

直接目標  誰もが安心して暮らせる公的医療を提供する 

1 

入院患者満足度 
外来患者満足度 
（病院局調べ）

職員の対応や療養の内容など、
市立病院が提供している医療サ
ービスに対する患者の満足度は、
医療の質を測る上で直接的な評
価指標の一つであり、患者満足度
を見ることで市立病院が取り組ん
でいる医療の質及び患者サービ
スの向上に向けた取組の成果を
測ることができる。 

入院 

87.5％ 

外来 

77.6％ 

（H27） 

入院 

88.4％ 

以上 

外来 

79.3％

以上 

（H29） 

入院 

90.0％ 

以上 

外来 

82.0％

以上 

（H33） 

入院 

90.0％

以上 

外来 

82.0％ 

以上 

（H37） 

一般社団法人日本病院会が実施して
いるＱＩプロジェクト（全国 292 病院参
加）における H26 患者満足度調査の平
均値（入院患者満足度 89.3％、外来患
者満足度 81.7％）を超えることを目標と
して設定しており、市立３病院ともに達
成できるよう患者満足度の向上に向け
た取組を推進する。 

算
出
方
法

市立病院で実施している
入院患者及び外来患者
の満足度調査（有効回答
数概ね 300）において、満
足～不満足の５段階のう
ち、満足（満足＋やや満
足）と回答した人の割合 
（市立３病院の平均値） 

2 

病床利用率（一般病棟） 
（病院局調べ）

入院延患者数を確保し、病床を安
定的に稼動させることは、より多く
の患者さんに適切に医療を提供
することになるとともに、安定的な
病院経営にも資することから、市
立病院の経営面での取組の成果
を測ることができる。

72.9％ 

（H26） 

83.0％ 

以上 

（H29） 

83.0％ 

以上 

（H33） 

83.0％ 

以上 

（H37） 

市立病院においては、救急医療機能
の強化やがん診療機能強化・充実、さ
らには地域医療連携の推進を図ること
で、入院患者の確保に努め、安定的な
病床運営をめざす必要があることか
ら、全国の類似自治体病院の状況等を
参考としつつ、病床利用率の向上をめ
ざす。 

算
出
方
法

病院のベッドの利用状況
の割合 
入院延患者数／年間の
許可病床数（入院延患者
数の受入最大値）×100
（％） 

・川崎病院 180,593 人／
(663 床×365 日)×100
（％） 
・井田病院  82,603 人／ 
(343 床×365 日) ×100
（％） 
・多摩病院 107,350 人／ 
(376 床×365 日) ×100
（％） 

（市立３病院の平均値） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

3 

救急患者受入数 
（病院局調べ） 川崎病院は救命救急センター及

び小児急病センター、井田病院及
び多摩病院はそれぞれ救急告示
病院の役割を担っている。各病院
の役割に応じた救急患者を適切
に受け入れることで、市立病院が
市内救急医療体制の一翼を担っ
ていることを示す指標とする。 

49,873

人 

（H26） 

50,800

人以上 

（H29） 

52,000

人以上 

（H33） 

52,500

人以上 

（H37） 

救急車の出動回数は年々増加してお
り、今後高齢化の進展に伴い、救急医
療の更なる需要の増大が見込まれて
いる。市立病院においては、救急専門
医を安定的な確保を図るなど、引き続
き体制の整備に努め、今後も病院の役
割に応じた救急患者を適切に受け入れ
ていく必要があることから、過去の実績
を参考としつつ、救急患者受入数の増
加をめざす。 

算
出
方
法

夜間や休日等の診療時
間外に診察等を受けた患
者数及び診療時間内に
救急車で搬送された患者
数の合計 
（市立３病院の合計値） 

施策１-６-３ 健康で快適な生活と環境の確保 

直接目標  感染症・食品等による健康被害を防止するとともに、良好な生活環境を整える 

1 

麻しん・風しん予防接種の
接種率 

（健康福祉局調べ）

感染症対策において、予防接種
は極めて大きな役割を果たすもの
であり、そのためには、予防接種
により国民全体の免疫水準を維
持することが必要であり、社会全
体として一定の接種率を確保する
ことが重要である。  
特に、麻しん及び風しんについて
は、排除（海外から持ち込まれた
ウイルス以外での患者の発生が
ない状態）達成及び排除状態の維
持のため、予防接種を推進する必
要があることから、接種率を指標
とすることで取組の成果を測ること
ができる。 

第 1 期 

98.6％ 

第 2 期 

91.6％ 

（H26） 

第 1 期 

98.6％ 

以上 

第 2 期 

95％ 

以上 

（H29） 

第 1 期 

98.6％ 

以上 

第 2 期 

95％ 

以上 

（H33） 

第 1 期 

98.6％ 

以上 

第 2 期 

95％ 

以上 

（H37） 

「麻しんに関する特定感染症予防指
針」及び「風しんに関する特定感染症
予防指針」において、第１期･第２期そ
れぞれの接種率が 95％以上とすること
を目標と定められていることから、これ
を基本としつつ、既に高水準に達して
いる第１期については、現状を維持す
ることを目標とする。 

算
出
方
法

【第１期：１歳の間】 
被接種者数（13,940 人） 
／対象者数（14,143 人） 
×100（％） 

【第２期：小学校入学前 
の１年間】 
被接種者数（11,939 人） 
／対象者数（13,027 人） 
×100（％） 

2 

感染症予防（手洗い・咳エ
チケット）の実施率 

（市民アンケート）
感染症の予防及びまん延の防止
のためには、市民一人ひとりが手
洗い及び咳エチケット等を実施す
ることが大変重要であることから、
これを指標とすることにより、感染
症予防の普及啓発等の取組の成
果を測ることができる。

95％ 

（H27） 

95％ 

以上 

（H29） 

95％ 

以上 

（H33） 

95％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートの結果
を踏まえ、政令指定都市平均（77.6%）を
大幅に上回っていることから現状値を
維持することを目標とする。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）における設問
「インフルエンザの予防等
に関して、手洗いや咳エ
チケットなどを、あなたは
どの程度実践しています
か。」に対し、「実践してい
る」または「ある程度実践
している」と回答した人の
割合 

3 

食中毒の発生件数 

（健康福祉局調べ）
飲食に伴う健康被害については、
市民等の関心が高く、また、食中
毒の予防のためには、監視指導
や普及啓発等による、総合的な取
組が求められることから、これを指
標とすることにより、取組の成果を
客観的に測ることができる。

8 件 

（H26） 

8 件 

以下 

（H29） 

8 件 

以下 

（H33） 

8 件 

以下 

（H37） 

政令指定都市平均（17 件）を大幅に下
回っていることから、現状値を維持する
ことを目標とする。 

算
出
方
法

H26 に食中毒として処理
した事件の件数 

4 

「食中毒予防の３原則」の
実施率 

（市民アンケート） 市民の自発的な食中毒予防が健
康被害を防止するために重要で
あることから、その実施状況を指
標とすることで、普及啓発等の施
策の成果を測ることができる。

86.8％ 

（H27） 

87％ 

以上 

（H29） 

88％ 

以上 

（H33） 

90％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市の状況を踏ま
えつつ、施策の効果により着実に増加
させることを目標とする。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出3,000人）において、「食
中毒予防の３原則」を「実
践している」及び「ある程
度実践している」と回答し
た人の割合 

5 

市が実施する衛生的な住
環境に関する講習会の実

施回数 

（健康福祉局調べ）

シックハウス対策などの、市が市
民や施設等を対象に実施する衛
生的な住環境に関する講習会等
の開催数は、講師派遣依頼数に
も比例し、住民の生活環境に対す
るニーズの表れであると考えられ
るため、その実施数の変化を見る
ことで、健康被害防止及び良好な
生活環境の向上に向けた普及啓
発等の取組の成果を測ることがで
きる。

95 回 

（H26） 

116 回 

以上 

（H29） 

144 回 

以上 

（H33） 

172 回 

以上 

（H37） 

実施形態や周知方法を工夫するととも
に、開催した対象団体等からの講師派
遣再依頼により、開催数を増やすこと
をめざし、目標値を設定する。 算

出
方
法

環境衛生（住環境）等に
関する講習会の年間実施
回数の合計 
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基本政策２ 子どもを安心して育てることのできるふるさとづくり

指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策２-１ 安心して子育てできる環境をつくる 

施策２-１-１ 子育てを社会全体で支える取組の推進 

直接目標  地域で子育てを支えるしくみをつくる 

1 

ふれあい子育てサポート

センターの利用者数 
（ふれあい子育てサポートセン
ター事業実施報告書）

地域で子育てを支えるしくみづくり
に向け、育児の援助をしたい人と
援助を受けたい人が子育てサポ
ートセンターへ会員として登録し、
会員相互により援助活動を行う事
業を推進しており、その利用人数
の推移を見ることで、取組の成果
を測ることができる。 

15,665

人 

（H26） 

16,300

人以上 

（H29） 

16,600

人以上 

（H33） 

16,600

人以上 

（H37） 

本市における出生数は依然として高い
水準にあり、子育てニーズも多様化し
てきている状況を踏まえ、現状値を上
回る目標値を第 1 期計画期間の目標
値として設定する。また、第 2 期計画期
間以降については本市将来人口推計
における年少人口の減少を踏まえ目標
値を設定する。 

算
出
方
法

各年の「ふれあい子育て
サポートセンター実績報
告書」の実績値 

2 

地域子育て支援センター

利用者の満足度 
 （地域子育て支援センター利
用者アンケート）

地域で子育てを支えるしくみづくり
に向け、地域の中の親子で遊べる
場づくりや子育てに関する情報提
供、相談支援に取り組んでおり、
地域でその役割の一翼を担う地
域子育て支援センターの利用者
の満足度の推移を見ることで、そ
の取組の成果を測ることができ
る。  

8.9 

（H27） 

8.9 

以上 

（H29） 

9.0 

以上 

（H33） 

9.1 

以上 

（H37） 

在宅で子育てをする家庭を地域で支え
る取組として、多くの親子に、親子で遊
べる場づくりや子育てに関する情報提
供・相談支援を推進することにより、前
期を上回る目標値を設定する。 

算
出
方
法

「地域子育て支援センタ
ー利用者アンケート」（無
作為抽出 利用者 1,390
人）における各質問項目
（10 段階）の平均値 
※10 点満点 

施策２-１-２ 質の高い保育・幼児教育の推進 

直接目標  子どもを安心して預けられる環境を整える 

1 

待機児童数 
（厚生労働省通知「保育所等
利用待機児童数調査につい
て」）

保護者が子どもを安心して預けら

れる環境づくりに向けて、認可保

育所の整備等の待機児童対策を

推進しており、保育所利用申請者

のうちの待機児童数の推移を見る

ことで、その取組の成果を測ること

ができる。 

0 人 

（H27.4） 

0 人 

（H29.4）

0 人 

（H33.4）

0 人 

（H37.4）

本市では平成 27 年 4 月に待機児童解

消を達成しており、引き続き、認可保育

所や川崎認定保育園等における保育

受入枠の拡充、区役所における利用者

へのきめ細やかな相談・支援等を行

い、待機児童の解消に継続的して取り

組んでいくため、引き続き待機児童ゼ

ロを目標値として設定する。 

算
出
方
法

厚生労働省「保育所等利
用待機児童の定義」に基
づく、各年 4 月の集計値 

2 

保育所等における利用者
の満足度 
 (認可保育所等を利用してい
る方への調査)

保護者が子どもを安心して預けら
れる環境づくりに向けて、保護者
が安心して子どもを預けられるよ
う、認可保育所の整備等の待機児
童対策と合わせて、保育の質の向
上に向けた取組を推進しており、
保育所等における利用者の満足
度の推移を見ることで、その取組
の成果を測ることができる。 

7.9 

（H27） 

8.0 

以上 

（H29） 

8.2 

以上 

（H33） 

8.4 

以上 

（H37） 

子どもを安心して預けられる環境づくり

に向けて、さらに保育の質の向上に向

けた取組を進めることにより、段階的な

上昇をめざす目標値を設定する。 
算
出
方
法

「認可保育所等を利用し
ている方への調査」（無作
為抽出 利用者 2,000 人）
における各質問項目（10
段階）の平均値 
※10 点満点 

施策２-１-３ 子どものすこやかな成長の促進 

直接目標  子どもがすこやかに成長するしくみをつくる 

1 

乳幼児健診の平均受診率
（厚生労働省「地域保健・健康
増進事業報告」）

子どもがすこやかに成長できるしく
みづくりに向けて、子育て家庭に
おける子どもの成長発達や育児
状況の把握のために乳幼児健診
に取り組んでおり、その受診率の
推移を見ることで、取組の成果を
測ることができる。 

97.2％ 

（H26） 

97.3％ 

以上 

（H29） 

97.3％ 

以上 

（H33） 

97.4％ 

以上 

（H37） 

従来から高い水準にある 3か月健診の
受診率を踏まえ、政令指定都市トップ
の受診率を目標値として設定する。 算

出
方
法

各年齢（3 か月児・1 歳 6
か月児・3 歳児）における
「（健康診査受診実人数
／健康診査対象人数）×
100（％）」の平均値 
（現状値： 
13,883 人 /14,209 人＝
97,7%（3 か月児）-① 
13,761 人 /14,122 人＝
97.4%（1 歳 6 か月児）-② 
13,149 人 /13,264 人＝
96.5%（3 歳児）-③ 
①＋②＋③÷3＝97.2％） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

子育てが楽しいと思う人
の割合（1 歳 6 か月健診時に
おける子育て生活基本調査）

子どもがすこやかに成長できるしく
みづくりに向けて、育児不安や育
児ストレス、孤立感などを抱えた
親子に対して、面接や訪問等の親
支援を強化する取組を進めてお
り、子育てが楽しいと思う親の割
合の推移を見ることで、その取組
の成果を測ることができる。 

97.5％ 

（H27） 

97.6％ 

以上 

（H29） 

97.7％ 

以上 

（H33） 

97.8％ 

以上 

（H37） 

面接や訪問等を通じて、子育て家庭へ
の支援を強化する取組を推進すること
により、前期を上回る目標値を設定す
る。 

算
出
方
法

1 歳 6 か月健診時におけ
る問診票（対象者 997 人）
で、「お子さんと一緒の生
活はいかがですか」という
設問に、「楽しい」と「大変
だが育児は楽しい」と答え
た人の割合 

3 

わくわくプラザの登録率
（わくわくプラザ利用実績報告
書）

子どもがすこやかに成長できるしく
みづくりに向けて、すべての小学
生を対象として、放課後等に児童
が安全・安心に過ごせる場づくりと
して市内 113 校の小学校内でわく
わくプラザ事業を推進しており、そ
の登録率の推移を見ることで、取
組の成果を測ることができる。 

46.3％ 

（H26） 

47％ 

以上 

（H29） 

49％ 

以上 

（H33） 

51％ 

以上 

（H37） 

より広く児童に対し、放課後における居
場所と健全な遊びを提供すべく、H37ま
でに過半数以上の児童の登録をめざ
すものとして、目標値を設定する。 

算
出
方
法

わくわくプラザ登録者数
（32,953人）／対象児童数
（71,205 人） 

4 

わくわくプラザ利用者の満
足度（わくわくプラザを利用し
ている方への調査）

子どもがすこやかに成長できるしく
みづくりに向けて、すべての小学
生を対象として、放課後等に児童
が安全・安心に過ごせる場づくりと
して市 113 校の小学校内でわくわ
くプラザ事業を推進しており、その
利用者の満足度の推移を見ること
で、取組の成果を測ることができ
る。 

7.3 

（H27） 

7.4 

以上 

（H29） 

7.7 

以上 

（H33） 

8.0 

以上 

（H37） 

子育て家庭のニーズが多様化する中、
放課後等に児童が安全・安心に過ごせ
る場づくりを進めるため前期を上回る
目標値を設定する。 

算
出
方
法

「わくわくプラザを利用して
いる方への調査」（無作為
抽出 利用者 2,000 人）に
おける各質問項目（10 段
階）の平均値 
※10 点満点 

施策２-１-４ 子どもが安心して暮らせる支援体制づくり 

直接目標  子どもが安心して育つしくみをつくる 

1 

里親の登録者数
（厚生労働省「福祉行政報告
例」）

子どもが安心して育つしくみづくり
に向けて、家庭で養育が困難な児
童を家庭的な雰囲気で養育する
ため里親制度を実施しており、市
民の社会的養護に対する意識の
高さ、地域ぐるみで子育てを行う
意識の高さについて、その登録数
の推移を見ることで、取組の成果
を測ることができる。 

116 人 

（H27） 

118 人 

以上 

（H29） 

122 人 

以上 

（H33） 

126 人 

以上 

（H37） 

家庭で養育が困難な児童を家庭的な
雰囲気で養育するため、「社会的養護
推進に向けた基本方針」により、H41 ま
でに里親登録数を 130 人とすることを
目標として取組を進めており、現状値と
これまでの実績も踏まえ、H37 の目標
値を 126 人以上に設定する。 

算
出
方
法

福祉行政報告例における
里親登録者数の実績値 

2 

地域で子どもを見守る体
制づくりが進んでいると思
う人の割合 
（要保護児童対策地域協議会
関係者アンケート調査） 子どもが安心して育つしくみづくり

に向けて、要保護児童対策地域
協議会における地域の関係機関
の連携の充実の取組を推進して
おり、関係者が地域において関係
機関の連携が進んでいると思う人
の割合の推移を見ることで、その
取組の成果を測ることができる。 

30.8％ 

（H27） 

36％ 

以上 

（H29） 

45％ 

以上 

（H33） 

54％ 

以上 

（H37） 

地域における子どもを見守る体制づくり
に向けて、地域の関係機関間の連携
強化の取組を推進することにより、段
階的な上昇をめざす目標値を設定す
る。 算

出
方
法

要保護児童対策地域協
議会（市代表者会議、区
代表者部会、個別支援会
議）関係者アンケート調査
（1,423 人）のうち、子ども
が安心して地域で暮らせ
るように、地域における関
係機関との連携が進んで
いる（とても進んでいる＋
進んでいる）と思う人の割
合 

政策２-２ 未来を担う人材を育成する 

施策２-２-１ 「生きる力」を伸ばし、人間としての在り方生き方の軸をつくる教育の推進 

直接目標  すべての子どもが社会で自立して生きていくための基礎を培う学校つくる 

1 

「難しいことでも、失敗を恐

れないで挑戦している、ど
ちらかといえばしている」
と回答した児童生徒の割

合 
（全国・学力学習状況調査
（H26：毎年実施））

自分の中の肯定的なイメージをも
つことは、自分自身を成長させる
ことができ、向上心につながり、人
生を充実させることができるもので
ある。自尊感情を表す数値とし
て、「難しいことでも、失敗を恐れ
ないで挑戦をしている」児童生徒
の割合を見ることで、すべての子
どもが社会で自立して生きていく
ための基礎を培う学校をつくるた
めの取組の成果を測ることができ
る。 

75.9％ 

（小 6） 

66.7％ 

（中 3） 

（H26） 

77.0％ 

以上 

（小 6） 

68.0％ 

以上 

（中 3） 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

すべての子どもが積極的に活動し、主
体的に物事に取り組めることができる
ことを目標にして取り組む。H26 全国学
力・学習状況調査においては、小学校
については、全国平均(75.1％)を既に
上回っているが、さらに多くの子どもが
積極的に活動できるように、段階的な
向上をめざす。中学校については、全
国平均(68.0％)を下回っていることか
ら、第１期までに全国水準まで引き上
げ、以降、更なる向上をめざす。 

算
出
方
法

市立校の全小中学生の
対象学年の児童生徒の
平均値 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

「授業が分かる、どちらか

といえば分かる」と回答し
た児童生徒の割合 
（川崎市学習状況調査（Ｈ26：
毎年実施））

子どもたちが「授業が分かる」こと
は学習意欲の向上に資するもの
であり、「生きる力」の育成、ひい
ては社会的自立につながるもので
あるため、「授業が分かる」児童生
徒の割合を見ることで、すべての
子どもが社会で自立して生きてい
くための基礎を培う学校をつくるた
めの取組の成果を測ることができ
る。

88.3％ 

（小 5） 

73.4％ 

（中 2） 

（H26） 

90.0％ 

以上 

（小 5） 

75.0％ 

以上 

（中 2） 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

H26 全国学力・学習状況調査において
は、小学校は全国平均(79.9％)を上回
り、中学校においても全国平均(71.8％)
を下回っているものの、全国とほぼ同
程度の結果となっている。これらを踏ま
え、小学校・中学校ともに更なる向上を
めざし、段階的に数値を引き上げていく
ことを目標とする。 

※全国平均は、小学校６年生：国語・算
数、中学校３年生：国語・数学の平均値 

算
出
方
法

市立校の全小中学生の
対象学年児童生徒の平
均値 
（小学校５年生：国語・算
数・理科・社会、中学校２
年生：国語・数学・社会・
理科・英語の各教科の平
均） 

3 

体力テストの結果 
（全国体力・運動能力、運動
習慣等調査（Ｈ 26 ：毎年実
施））

体力テストは全国で同じ基準で実
施するため、地域性の違いの少な
い神奈川県の平均値との比較を
することにより、本市における子ど
もの体力の状況の変化や施策の
効果を測ることができる。

99.7 

(小 5男) 

99.4 

(小 5女) 

92.9 

(中 2男) 

94.5 

(中 2女) 

（H26） 

100 以上 

(小 5男) 

100 以上 

(小 5女) 

100 以上 

(中 2男) 

100 以上 

(中 2女) 

（H29） 

100 以上 

(小 5男) 

100 以上 

(小 5女) 

100 以上 

(中 2男) 

100 以上 

(中 2女) 

（H33） 

100 以上 

(小 5男) 

100 以上 

(小 5女) 

100 以上 

(中 2男) 

100 以上 

(中 2女) 

（H37） 

神奈川県の平均値を下回っている現状
においては、県平均の水準まで改善し
ていくことを目標とする。 算

出
方
法

小５男 
川崎市（52.34 点）／神奈
川県（52.49 点）×100 

小５女 
川崎市（52.13 点）／神奈
川県（52.47 点）×100 

中２男 
川崎市（37.10 点）／神奈
川県（39.92 点）×100 

中２女 
川崎市（43.64 点）／神奈
川県（46.18 点）×100 

※神奈川県の平均値（体
力合計点）を 100 とした際
の本市の割合 

※体力合計点は、種目ご
との測定値を点数化（10
点満点）し、その合計点を
平均したもの 

〔実施種目〕 

握力、上体起こし、長座体
前屈、反復横跳び、20m
シャトルラン、持久走（中
学生はシャトルランとの選
択実施）、50m 走、立幅跳
び、ソフトボール投げ（小
学生）、ハンドボール（中
学生） 

施策２-２-２ 一人ひとりの教育的ニーズへの対応 

直接目標  支援が必要な児童生徒の学習環境を向上させる 

1 

支援の必要な児童の課題

改善率 
（教育委員会調べ） 課題の改善率の向上は、教育的

ニーズのある児童の支援が適切
に実施されていることを示してい
る。課題の改善率を見ることで、
支援が必要な児童の学習環境等
の向上のための取組の成果を測
ることができる。 

81.8％ 

（H26） 

88.0％ 

以上 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

第 1 期実施計画の終期となる H29 に
は、H26 推進校で達成した課題改善率
88％をめざすこととし、以降も段階的な
改善を図る。 

算
出
方
法

課題が解消・改善した児
童数(5,524 人)／全小学
校が把握した支援が必要
な児童数(6,757 人)×100
（％） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

1,000人あたりの暴力行為

発生件数（中学校） 
（教育委員会調べ）

支援が必要な生徒の問題行動の
一つとして、暴力行為があげられ
る。その発生件数の変化を見るこ
とで、暴力行為を起こす生徒への
対応や学習環境の向上のための
取組の成果を測ることができる。

8.29 件 

（H26） 

8.22 件 

以下 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

H26 の本市の発生件数は、過去の調
査の中で最低の 8.29 件となっている。
国・県の1,000人あたりの発生件数(国：
10.7 件、件：18.6 件)を下回っているが、
さらに発生件数を減少させていくことを
目標とする。 

算
出
方
法

暴力行為発生件数(239
件)／全生徒数(28,816 人) 
× 1,000 

3 

いじめの解消率 
（教育委員会調べ） 「いじめ防止対策推進法」が施行

され、「いじめ防止基本方針」を策
定し、市民全体でいじめ防止への
意識を高く持ち、いじめ問題への
未然防止、早期発見・早期対応を
図る取組を進めている。いじめの
解消率の変化を見ることで、学
校、家庭、地域においてのいじめ
防止対策の成果を測ることができ
る 

65.8％ 

(小学校) 

83.2％ 

(中学校) 

（H26） 

80.0％ 

以上 

(小学校) 

90.0％ 

以上 

(中学校) 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

いじめの態様が年々変容し、潜在化、
巧妙化が進んで見えにくくなっている
中、小学校では、児童支援コーディネ
ーターを専任化して配置している学校
数の増加に伴い、いじめの早期発見・
早期対応により認知件数が増加してい
る。認知したいじめの解消件数を増や
し、全国平均(89.9％)を下回っている解
消率の増加をめざす。中学校において
は、全国平均(86.4％)を下回っているた
め、全国最高レベルの水準をめざし、
目標値を設定する。 

算
出
方
法

解消した件数（小： 407
件、中：154 件） ／認知
件数（小：619 件、中：185
件） × 100（％） 

4 

不登校児童生徒の出現率 
（教育委員会調べ）

不登校はさまざまな要因を背景と
して現れるため、その出現率の変
化を見ることで、支援が必要な児
童生徒のニーズへの対応や学習
環境の向上のための取組の成果
を測ることができる。

0.38％ 

(小学校) 

3.48％ 

(中学校) 

（H26） 

0.30％ 

以下 

(小学校) 

3.39％ 

以下 

(中学校) 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

児童生徒の増加が続く見込みの中、国
平均(0.39％)を下回っている小学校に
ついては、過去 5 年の最低水準まで改
善することを目標とする。中学校につい
ては、国平均(2.76％)を上回っているた
め、全国平均の水準まで段階的に改善
することをめざし、目標値を設定する。 

※すべて公立学校の平均値 

算
出
方
法

不登校児童生徒数（小：
271 人、中：1,003 人）／全
児童生徒数（小：71,436
人、中： 28,816 人 ）  × 
100（％） 

施策２-２-３ 安全で快適な教育環境の整備 

直接目標  安全で快適に過ごせる学習環境を整える 

1 

児童生徒の登下校中の事

故件数 
（教育委員会調べ）

児童生徒の事故件数のうち、登下
校時における事故件数を指標に
設定することにより、通学路にお
ける交通状況の変化や、学校で
実施する交通安全教室、通学路
の安全対策などの施策の効果を
測ることができる。 

29 件 

（H22～

H26 の

平均）

27 件 

以下 

（H25～

H29 の

平均）

25 件 

以下 

（H29～

H33 の

平均）

23 件 

以下 

（H33～

H37 の

平均）

過去 5 年間の登下校時の事故件数の
うち、最も件数が少ない H26 の件数(23
件)以下とすることをめざして、段階的
に削減することを目標とする。 

算
出
方
法

市立小学校及び中学校
の登下校時における事故
報告の合計(直近 5 年間
の平均値) 

2 

老朽化対策及び質的改善
が行われた学校施設の割
合 
（教育委員会調べ）

安全で快適な学習環境を実現す
る上で大きな部分を占める、老朽
化対策、普通教室やトイレなど教
育環境の質的改善、環境対策を
併せて行う再生整備の進捗状況
を指標化したものである。

24.1％ 

（H27） 

28.7％ 

以上 

（H29） 

50％ 

以上 

（H33） 

80％ 

以上 

（H37） 

「学校施設長期保全計画」に基づく、第
１期取組期間（H26 から概ね 10 年間）
での再生整備着手によって、教育環境
の改善を図ることを目標とする。 算

出
方
法

「築年数 20 年以下（H25
時点）の学校施設数(40
施設)＋老朽化対策及び
質的改善済の学校施設(2
施設)」／全学校施設(174
施設) 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策２-２-４ 学校の教育力の向上 

直接目標  教職員の資質を高め、保護者や地域と連携して、よりよい学習活動（授業等）を実現する 

1 

「家で、自分で計画を立て

て勉強をしている、どちら
かといえばしている」と回
答した児童生徒の割合 
（全国学力・学習状況調査
（H26：毎年実施））

「家で、自分で計画を立てて勉強
している」かどうかを見ることで、
学びが学校内（授業）に留まらず、
家庭学習を含む授業外にも波及し
ているか否かの効果を見ることが
でき、よりよい学習活動の実現に
向けた取組の成果を測ることがで
きる。 

58.4％ 

（小 6） 

45.0％ 

（中 3） 

（H26） 

59.0％ 

以上 

（小 6） 

45.5％ 

以上 

（中 3） 

（H29） 

60.0％ 

以上 

（小 6） 

46.0％ 

以上 

（中 3） 

（H33） 

61.0％ 

以上 

（小 6） 

46.5％ 

以上 

（中 3） 

（H37） 

小学校・中学校ともに国平均(小 6：
61.0％、中 3：46.6％)・神奈川県平均(小
6：59.0％、中 3：46.0％)を下回っている
現状があることから、段階的に国平均
の水準まで改善していくことを目標とす
る。 算

出
方
法

市立校の全小中学生の
対象学年の児童生徒の
平均値 

2 

「今住んでいる地域の行
事に参加している、どちら

かといえばしている」と回
答した児童生徒の割合 
（全国学力・学習状況調査
（H26：毎年実施））

教職員が、保護者や地域と連携し
て教育活動を行うことにより、地域
に開かれた、地域と共に歩む学校
づくりが推進され、結果として児童
生徒の地域への帰属意識、地域
の一員としての自覚が高まると考
えられる。そのため、地域の行事
に参加する児童生徒の割合の変
化を見ることで、よりよい学習環境
を実現するための取組の成果を
測ることができる。

53.6％ 

（小 6） 

31.2％ 

（中 3） 

（H26） 

55.0％ 

以上 

（小 6） 

32.0％ 

以上 

（中 3） 

（H29） 

57.5％ 

以上 

（小 6） 

33.0％ 

以上 

（中 3） 

（H33） 

60.0％ 

以上 

（小 6） 

34.0％ 

以上 

（中 3） 

（H37） 

地域差の大きい設問であり、本市に限
らず都心部では数値が低い傾向にあ
る。そのため、当面の目標として現状
の神奈川県の平均値(小 6：60.9％、中
3：36.9％)をめざす。 

算
出
方
法

市立校の全小中学生の
対象学年の児童生徒の
平均値 

3 

「学校生活が楽しい、どち
らかといえば楽しい」と回
答した児童生徒の割合 
（川崎市学習状況調査（H26：
毎年実施））

学校の教育力が向上すれば、児
童生徒が学びの価値を自ら理解
し、目的を持って楽しく学校に通う
ことができると考えられる。学校が
楽しいと思う児童生徒の割合の変
化を見ることで、よりよい学習活動
を実現するための取組の成果を
測ることができる。 

93.3％ 

（小 5） 

89.9％ 

（中 2） 

（H26） 

93.3％ 

以上 

（小 5） 

90.0％ 

以上 

（中 2） 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえて、より

よい状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

これまで、小学校・中学校ともに90％前
後を推移している。相当な高水準であ
り、小学校は現状の高水準を維持して
いくことをめざす。中学校は、90％まで
引き上げた上で、その水準を維持して
いくことをめざす。（小・中ともに H26 の
数値は過去最高） 

算
出
方
法

市立校の全小中学生の
対象学年の児童生徒の
平均値 

政策２-３ 生涯を通じて学び成長する 

施策２-３-１ 家庭・地域の教育力の向上 

直接目標  大人と子どもなど、地域での多世代の交流を増やすとともに、家庭教育の悩みを軽減する 

1 

親や教員以外の地域の大

人と知り合うことができた
割合 
（寺子屋事業参加者アンケー
ト）

子ども達が地域の大人と関わる機
会をどれだけ作れたかを測ること
で、寺子屋で大人と子どもが共に
学び、地域で声をかけ合えるよう
な関係づくりのための取組の成果
を測ることができる。 

87.6％ 

（H26） 

90％ 

以上 

（H29） 

92％ 

以上 

（H33） 

93％ 

以上 

（H37） 

H27 までのモデル実施の成果を踏ま
え、実施手法を工夫することなどで、段
階的な上昇をめざす。 

算
出
方
法

寺子屋において「親や先
生以外の大人と話すこと
ができた」と答えた児童の
数(444 人)／寺子屋の学
習支援参加者におけるア
ンケートの回答者数(507
人) 

2 

家庭教育事業を通じて悩
みや不安が解消・軽減し
た割合 
（※家庭教育事業参加者アン
ケート）

家庭教育は、本来、家庭の責任に
おいて行われるべきものである
が、社会状況や地域の変化等に
より、子育てに悩みや不安を感
じ、周囲ではそれを解消できない
ケースが増えている。それらの悩
みや不安感が、本事業によって軽
減されているかを測るものである。

91.4％ 

（H27） 

92％ 

以上 

（H29） 

92.5％ 

以上 

（H33） 

93％ 

以上 

（H37） 

H27 のアンケート結果等を分析しなが
ら、事業実施手法を工夫改善し、段階
的な上昇をめざす。 

算
出
方
法

家庭教育事業において
「悩みや不安が解消・軽
減した」と答えた参加者の
数(153 人)／事業参加者
におけるアンケートの回
答者数(116 人) 
※新規アンケートのため、
H27.4-H27.12 までの集計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策２-３-２ 自ら学び、活動するための支援 

直接目標 市民が生き生きと学び、活動するための環境をつくる 

1 

教育文化会館・市民館・分

館の社会教育振興事業参
加者数 
（教育委員会調べ）

市民が広く社会的な課題等につい
て学び、主体的に活動する場であ
る社会教育振興事業の参加者数
の推移を見ることで、学習や活動
環境の状況を測ることができる。 

89,660

人 

（H26） 

9 万人

以上 

（H29） 

9.1 万人

以上 

（H33） 

9.2 万人

以上 

（H37） 

各施設の事業運営努力や広報、啓発
活動等によって、地域社会のニーズを
汲み取り、段階的な上昇をめざす。 

算
出
方
法

各年度における事業参加
者数 

2 

教育文化会館・市民館・分
館施設利用率 
（教育委員会調べ）

教育文化会館・市民館等の年間
利用率の変化を見ることによっ
て、施設が生涯学習の拠点として
どの程度機能しているのか等、成
果を客観的に測ることができる。

56.6％ 

（H26） 

56.9％ 

以上 

（H29） 

57.3％ 

以上 

（H33） 

57.7％ 

以上 

（H37） 

現状の数値を基準として、各施設の事
業運営努力や広報、啓発活動等によっ
て、地域社会のニーズを汲み取り、段
階的な上昇をめざす。 

算
出
方
法

利用実績のある部屋数
(89,031 コマ)／利用可能
部屋数(157,128 コマ) 

※各施設の貸出部屋は、
部屋ごとに 1日 3区分（午
前・午後・夜間）に分けた
利用が可能であり、それ
を 3 部屋とカウントする。
(各年度) 

3 

市立図書館・分館におけ
る図書館の入館者数 
（教育委員会調べ）

市立図書館の年間入館者数の変
化を見ることによって、市民がどの
程度、読書や調べ物等をしている
か、また施設が生涯学習の拠点と
してどの程度機能しているのかな
ど、成果を客観的に測ることがで
きる。 

4,337,308

人

（H26） 

435 

万人以上 

（H29） 

437 

万人以上

（H33） 

439 

万人以上

（H37） 

図書館の利用者人数(※1)は、H25 の
中原図書館移転での増加を除くと、直
近3か年において全館で概ね減少傾向
にあるものの、既存の体制でサービス
の見直しや広報の強化等により利用の
増進を図ることで、減少傾向を改善し、
入館者数(※2)の段階的な増加をめざ
す。 

※1「利用者人数」…入館した上貸出や
予約等記録に残るサービスを利用した
者の数 
※2「入館者数」…入館した者の数。利
用者人数に加え、例えば館内での読書
のみの利用者等を含む。（H26 から算
出開始） 

算
出
方
法

各施設（菅閲覧所を除く）
の入り口に設置している
ＢＤＳ（無断持出防止装
置）による入館者数 

4 

学校施設開放の利用者数 
（教育委員会調べ）

学校施設を活用して生涯学習活
動を実施した市民の数を測ること
で、市民同士のつながりをつくり、
自主的に生涯学習活動に取り組
む市民を育む本施策の成果を測
ることができる。 

2,609,747

人

（H26） 

261 

万人以上

（H29） 

261.5

万人以上

（H33） 

262 

万人以上

（H37） 

これまで学校施設の活用促進のため、
各学校 1施設以上の開放をめざして施
設整備等を着実に進め、開放可能な場
所の整備がほぼ終了した。また、稼働
率も非常に高い状況であることから、
広報等の充実により段階的な上昇をめ
ざす。 

算
出
方
法

市立学校で実施している
施設開放事業の利用者
数（体育館・校庭・特別教
室の利用者数の合計） 

5 

社会教育振興事業を通じ
て新たなつながりが増え

た割合 
（※事業参加者アンケート）

社会教育振興事業の参加者にア
ンケートを行うことで、事業目的の
ひとつである、人と人とのつながり
の構築に向けた取組の成果を測
ることができる。 

67.5％ 

（H27） 

69％ 

以上 

（H29） 

70.5％ 

以上 

（H33） 

72％ 

以上 

（H37） 

講座の対象や内容等により、つながり
の構築の容易さに異なりがあるため、
それぞれの事業において手法等を改
善することにより、段階的な上昇をめざ
す。 

算
出
方
法

社会教育振興事業におい
て「新たなつながりが増え
た」と答えた参加者の数
(533 人)／事業参加者に
おけるアンケートの回答
者数(381 人) 
※新規アンケートのため、
H27.4～H27.12 までの集
計 
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基本政策３ 市民生活を豊かにする環境づくり

指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策３-１ 環境に配慮したしくみをつくる 

施策３-１-１ 地球環境の保全に向けた取組の推進 

直接目標  地球温暖化による市民生活などへの影響を減らす 

1 

市域の温室効果ガス排出

量の削減割合 
（環境局調べ）

温室効果ガス排出量について、基
準年度である 1990（H2）年度との
削減割合を示すことにより、地球
温暖化対策の取組の成果を測る
ことができる。 

1990

年度比 

▲12.1% 

（H25） 

暫定値

1990

年度比 

▲20%

以上 

（H29） 

1990

年度比 

▲25%

以上 

（H32） 

1990

年度比 

▲25%

以上 

（H37） 

2020（H32）年度までに 1990（H2）年度
における市域の温室効果ガス排出量
の 25％以上に相当する量の削減をめ
ざす。 
2017（H29）年までの第１期における指
標については、現行目標において中間
的な指標がないため、現状値と最終目
標値との年度按分により設定する。 
2020（H32）年以降の削減目標について
は、国等の動向を踏まえ、今後検討し
ていくことから、第 3 期については第 2
期と同様とする。 

算
出
方
法

川崎市温室効果ガス排出
量（2013 年度暫定値） 
25,693 千トン－CO2
（1990 年度比▲12.1％） 

2 

市民や市内の事業者によ
る環境に配慮した取組（省

エネなど）が進んでいると
思う市民の割合 
（市民アンケート）

市民や市内の事業者による環境
に配慮した取組（省エネなど）が進
んでいると思う市民の割合を指標
とすることにより、環境に配慮した
取組の成果を測ることができる。

24.9％ 

（H27） 

26％ 

以上 

（H29） 

28％ 

以上 

（H33） 

30％ 

以上 

（H37） 

「市民の実感指標」の目標値の考え方
と同様に H27 が概ね政令指定都市平
均であったことを踏まえ、更なる向上
（+5％）をめざし、H37 に 30％以上を目
標とする。 
第１期（H29）における目標は、現状値
と最終目標値との年度按分により設定
する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の市民や市
内の事業者による環境に
配慮した取組（省エネな
ど）が進んでいると思う人
（そう思う＋やや思う）の
割合 

政策３-２ 地域環境を守る 

施策３-２-１ 地域環境対策の推進 

直接目標  空気や水などの地域環境を守る 

1 

光化学スモッグ注意報の
発令日数 
（環境局調べ）

人が健康で快適に暮らすために
は、良好な大気環境の保全が必
要である。健康被害を引き起こす
光化学オキシダントが高濃度にな
った場合に発令される注意報の発
令日数の推移を見ることで、その
取組の成果を測ることができる。 

6 日 

（H26） 

2 日 

以下 

（H29） 

0 日 

（H33） 

0 日 

（H37） 

「環境基本計画」に掲げる基本施策の
うち、大気環境の保全の指標のなかの
当面の目標として、高濃度の発生を抑
制し、注意報の発令をゼロにすることを
掲げており、同様の目標とする。 

算
出
方
法

年間に発令された日数 

2 

二酸化窒素の環境基準を

達成した測定局の割合 
（環境局調べ）

人が健康で快適に暮らすために
は、良好な大気環境の保全が必
要である。代表的な大気汚染物質
である二酸化窒素の環境基準の
達成状況を見ることで、その取組
の成果を測ることができる。

94.4% 

（H26） 

100% 

（H29） 

100% 

（H33） 

100% 

（H37） 

「環境基本計画」に掲げる基本施策の
うち、大気環境の保全の指標として環
境基準を達成することを掲げており、同
様の目標とする。 

算
出
方
法

環境基準達成局数（17
局）／測定局数（18 局）
×100（％） 

3 

河川のBOD、COD環境目

標値達成率 
（環境局調べ）

人が健康で快適に暮らすために
は、良好な水環境の保全が必要
である。代表的な水質の指標であ
る BOD、COD の環境目標値の達
成状況を見ることで、その取組の
成果を測ることができる。

100% 

（H26） 

100% 

（H29） 

100% 

（H33） 

100% 

（H37） 

「水環境保全計画」の構成要素ごとの
目標のうち、水質の指標として環境目
標値を達成することを掲げており、同様
の目標とする。 

算
出
方
法

環境目標値達成地点数
（12 地点）／測定地点数
（12 地点）×100（％） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策３-２-２ 持続可能な循環型のまちをめざした取組の推進 

直接目標  廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進める 

1 

1人1日あたりのごみ排出

量 
（環境局調べ）

持続可能な循環型のまちを実現
するためには、特に発生抑制の観
点から、できるだけごみを発生さ
せないライフスタイルへの転換を
促していくことが重要である。１人
１日あたりのごみ排出量の推移を
見ることで、その取組の成果を測
ることができる。 

998g 

（H26） 

971g

以下 

（H29） 

935g

以下 

（H33） 

898g

以下 

（H37） 

ごみの発生抑制に取り組むため、政令
指定都市トップ（※）をめざし、１人１日
あたりのごみ排出量を 10 年間で 10％
削減することを目標とする。 

（※）環境省が公表している「一般廃棄
物処理実態調査（2013（H25）年度実
績）」によると、本市の1人1日あたりの
ごみ排出量は政令指定都市 20 市中５
位となっている。 

算
出
方
法

総処理量（家庭系・事業
系（焼却ごみ・資源物）、
道 路 清 掃 ご み ）
（ 532,390t ） ／ 人 口
（ 1,461,043 人 ） ／ 日数
（365 日） 

2 

ごみ焼却量（１年間） 
（環境局調べ）

持続可能な循環型のまちを実現
するためには、発生抑制、再使
用、再生利用の取組が重要であ
り、また、ごみ焼却量の削減によ
り、ごみ焼却処理施設の安定的な
稼働や最終処分場の更なる延命
化を図ることができる。１年間にお
けるごみ焼却量の推移を見ること
で、その取組の成果を測ることが
できる。

37.1 万 t 

（H26） 

36.0 万 t

以下 

（H29） 

34.5 万 t

以下 

（H33） 

33.0 万 t

以下 

（H37） 

ごみの発生抑制に取り組むため、１人
１日あたりのごみ排出量を 10 年間で 
10％削減することをめざし、ごみの焼
却量を４万トン削減することを目標とす
る。 

算
出
方
法

焼却処理量（普通ごみ・事
業系ごみなど） 

政策３-３ 緑と水の豊かな環境をつくりだす 

施策３-３-１ 協働の取組による緑の創出と育成 

直接目標  多様な主体との協働、連携により緑を育む 

1 

緑のボランティア活動の

累計か所数 
（建設緑政局調べ）

緑のボランティア累計活動か所を
把握することで、市民等のボラン
ティア参加促進の取組の成果を測
ることができる。 

2,355 

か所 

（H26） 

2,380 

か所 

以上 

（H29） 

2,420 

か所 

以上 

（H33） 

2,450 

か所 

以上 

（H37） 

ボランティア団体種別毎に、近年の活
動実績から年間の増加数を予測し、ボ
ランティア活動の累計か所数の増加を
めざす。 
それぞれの団体種別毎に、近年の実
績から年間の増加数を設定する。 
管理運営協議会等設立公園数 
３か所／年 
街路樹愛護会活動ブロック数 
３か所／年 
緑の活動団体登録数 
３か所／年 

算
出
方
法

公園、街路樹、緑地などにお

けるボランティア団体の活動

実績数 

（H26 管理運営協議会及び

公園緑地愛護会 864 か所、街

路樹愛護会 1,247 か所、緑の

活動単体登録数 244 か所）

2 

市民 100 万本植樹運動に
よる累計植樹本数 
（建設緑政局調べ） 緑化指針に基づく植樹や緑化助

成制度による思い出記念樹等の
植樹、植樹祭などの植樹本数によ
り、緑化推進の取組の成果を測る
ことができる。

61 万本 

（H26） 

75 万本 

以上 

（H29） 

90 万本

以上

（H33） 

100 万本

以上 

（H36） 

これまでも 10万本植樹運動を進めてき
たが、市制100周年に向けて、H36まで
に 100 万本以上（H37）の植樹をめざ
す。 

算
出
方
法

毎年、緑化指針に基づく植樹

や緑化助成制度による思い出

記念樹等の植樹、植樹祭など

の植樹本数を合計し算出す

る。

施策３-３-２ 魅力ある公園緑地等の整備 

直接目標  豊かな市民生活を実現するため、都市に緑と水のオープンスペースを創出する 

1 

一人あたりの公園緑地面
積 
（建設緑政局調べ）

緑のオープンスペースの創出の結
果として現れる指標の一つである
ため、一人あたりの公園緑地面積
の変化を見ることで、公園緑地整
備事業の成果を測ることができ
る。 

5.0 

㎡/人 

（H26） 

5.0 

㎡/人 

以上 

（H29） 

5.0 

㎡/人 

以上

（H33） 

5.0 

㎡/人 

以上

（H37） 

本市の公園緑地の面積は年々増加し
ており、今後も取得の見込みのある用
地を着実に取得し、必要な整備を進め
ていくことをめざしている。 
将来人口推計において本市の人口が
増加傾向にあるため、人口の増加にあ
わせて公園面積を増やし、一人あたり
の公園面積を維持することを目標とす
る。 

算
出
方
法

建設緑政局が管理してい
る公園・緑地の面積（約
7,352,900 ㎡）/本市の人
口（約 1,462,100 人） 
（H26 末） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策３-３-３ 多摩丘陵の保全 

直接目標 市域に残された緑地、里山を再生、保全し、次世代に継承する 

1 

緑地保全面積 
（建設緑政局調べ）

緑地保全の推進により、都市の景
観向上、地球温暖化対策、生物保
全の向上を図るため、さまざまな
緑地保全施策を有効活用し、その
面積を拡大することにより、効果
的な緑地保全を進めることが重要
であるため、その指標を設定する
ことで取組の成果を測ることがで
きる。 

232ha 

（H26） 

272ha 

以上 

（H29） 

285ha 

以上 

（H33） 

300ha 

以上 

（H37） 

さまざまな緑地保全施策を有効活用
し、過去３年の緑地保全面積水準を維
持していくことをめざす。 

算
出
方
法

特別緑地保全地区の指定、緑

の保全地域の指定、保安林の

保全、緑地保全協定の締結、

保存樹林の指定、ふれあいの

森の契約を締結をした各面積

の合計値

2 

企業・教育機関等の参加
による保全活動累計か所

数 
（建設緑政局調べ）

企業・教育機関等との連携による
保全活動か所数を把握すること
で、緑地保全におけるボランティア
参加促進の取組の成果を測ること
ができる。

4 か所 

（H26） 

5 か所 

以上 

（H29） 

7 か所 

以上 

（H33） 

9 か所

以上 

（H37） 

企業・教育機関等の参加を積極的に勧
めることで、保全活動か所数の段階的
な増加をめざす。 

算
出
方
法

企業・教育機関等の参加によ

る保全活動か所数 

施策３-３-４ 農地の保全・活用と「農」とのふれあいの推進 

直接目標  多面的な役割を果たしている貴重な農地を市民とともに継承する 

1 

生産緑地の年間新規指定
面積 
（経済労働局調べ）

生産緑地制度は、市民生活に対し
多面的な機能を果たす都市農地
を、都市計画上の地域地区である
生産緑地（500 ㎡以上/か所）に指
定し、営農継続の支援のため固定
資産税の減額等を行うものであ
る。市内農地が減少する中、新規
指定により生産緑地面積の維持
を図ることが、保全・活用の取組と
して必須であることから、成果指
標として新規指定面積を設定す
る。 

12,000

㎡ 

（H26） 

12,000

㎡以上 

（H29） 

12,000

㎡以上 

（H33） 

12,000

㎡以上 

（H37） 

市内農地面積全体の 7 割を既に生産
緑地として指定している状況の中、現
状の新規指定面積を目標値とし、生産
緑地の維持を図ることを目標とする。 

算
出
方
法

年度における生産緑地地
区の新規指定実績 
※H26 生産緑地指定面積
290.7ha 

2 

防災農地の年間新規登録

数 
（経済労働局調べ）

市民防災農地は大地震による災
害発生時に一時避難場所や復旧
活動に役立てられるなど重要な役
割を持ち、農地の持つ多面的な機
能の一つであるため、新規登録数
の推移を見ることで取組の成果を
測ることができる。 

7 か所 

（H26） 

8 か所

以上 

（H29） 

8 か所

以上 

（H33） 

8 か所

以上 

（H37） 

市内の農地面積の減少傾向が続く中、
防災農地の減少を抑えるため新規登
録数がH26 実績を上回る水準を維持し
ていくことを目標とする。 

算
出
方
法

年度における防災農地の
新規登録数 

3 

市民農園等の累計面積 
（経済労働局調べ）

市民農園は、農地の保全・活用の
１つの手段となるとともに、市民に
農と触れ合う機会を提供すること
で都市農業の理解を促進すること
にも繋がっており、市民農園の累
計面積を見ることで取組の成果を
測ることができる。 

73,790

㎡ 

（H26） 

78,000

㎡以上 

（H29） 

88,000

㎡以上 

（H33） 

98,000

㎡以上 

（H37） 

農地所有者開設型の市民農園等の面
積を、直近数年の伸び（2％）と同等の
水準で今後も継続的に増加させていく
ことを目標とする。 

算
出
方
法

開設・運営主体が異なる
さまざまなタイプの市民農
園の面積の合計 

施策３-３-５ 多摩川の魅力を活かす総合的な取組の推進 

直接目標  多くの市民が「憩い」「遊び」「学ぶ」多摩川の魅力を高める 

1 

多摩川に魅力を感じ、利

用したことのある人の割
合 
（市民アンケート）

河川敷の運動施設や多摩川を訪

れる市民の利便施設の再整備、

河川敷利用のマナーアップに取り

組むなど多摩川が市民の身近な

存在になるように、魅力向上の取

組を進めている。多摩川の利用状

況や魅力の意識を指標とすること

で、「多摩川の魅力を活かす総合

的な取組」の効果を測ることがで

きる。 

37.7％ 

（H27） 

38％ 

以上 

（H29） 

39％ 

以上 

（H33） 

40％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートの郵送
アンケートの結果に改善率（政令指定
都市最高値との差 0.9%）を加算し、5 の
倍数に近い数値を H37 までの目標値と
する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）において、多
摩川を「利用したことがあ
り、魅力を感じる」と回答
した人の割合
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基本政策４ 活力と魅力あふれ力強い都市づくり

指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策４-１ 川崎の発展を支える産業の振興 

施策４-１-１ アジアを中心とした海外での事業展開支援の強化 

直接目標  海外展開する市内企業を支援し、海外で活躍する企業を増やす 

1 

市が支援したビジネスマッ

チングの年間成立件数 
（経済労働局調べ）

市内企業の海外での販路開拓を
めざし、本市は海外ビジネス支援
センターや海外で開催される展示
会への参加等を通じた支援を行っ
ている。また、企業等のビジネスマ
ッチングの機会を創出することを
めざして、川崎国際環境技術展を
開催している。それぞれの商談成
立件数の把握により、取組の成果
を測ることができる。 

581 件 

（H26） 

630 件

以上 

（H29） 

660 件

以上 

（H33） 

700 件

以上 

（H37） 

本市の海外展開支援施策（海外への
展示会出展、国際環境技術展の開催
等）の充実による更なるビジネスマッチ
ング機会の創出により、市内企業等の
国内外でのビジネスマッチング件数を
10 年で 100 件以上を増加させることを
目標とする。 

算
出
方
法

市の支援策を活用した企
業にヒアリングやアンケー
トを実施 

2 

グリーンイノベーションクラ
スターのプロジェクトの年
間件数 
（経済労働局調べ）

グリーンイノベーションの推進に向
けて、クラスター会員企業等との
マッチングによる新規事業の創出
をめざしているから、クラスターを
通じて形成されたプロジェクト件数
により事業の成果を測ることがで
きる。 

2 件 

（H27） 

5 件 

以上 

（H29） 

7 件 

以上 

（H33） 

10 件

以上 

（H37） 

環境ビジネスによる産業活性化に向け
て、H27 に立ち上げたグリーンイノベー
ションクラスターに参画する企業等の
連携による新規プロジェクトの創出件
数を着実に増加させ、10年後のH37に
年間 10 件のプロジェクトが稼動してい
ることを目標とする。 

算
出
方
法

各年度における稼働中の
プロジェクトの件数 

施策４-１-２ 魅力と活力のある商業地域の形成 

直接目標  魅力と活力のある商業地域の形成や付加価値が高く競争力のある商品の供給により、商業を活性化させる 

1 

小売業年間商品販売額 
（商業統計調査）

小売業年間商品販売額は、市内
での消費活動が反映され、市内商
業地域の状況を客観的に把握で
きることから、これを指標として設
定することで取組の成果を測るこ
とができる。 

9,838

億円 

（H26） 

１兆円

以上 

（H29） 

１兆円

以上 

（H33） 

１兆円

以上 

（H37） 

本市は、全国の状況と比べて人口が増
加しているが、市民・商業者の高齢化
が進む中で、年間商品販売額を維持し
ていくことを目標とする。 

算
出
方
法

商業統計調査（H26）の小
売業年間商品販売額 

2 

市場の年間卸売取扱量 
（経済労働局調べ） 市場取扱量が、その市場の状況

や規模を客観的に明確に示す最
適な指標であることから、これを成
果指標として設定することで取組
の成果を測ることができる。 

151,433t 

（H26） 

151,433t

以上

（H29） 

151,433t

以上

（H33） 

151,433t 

以上

（H37） 

全国的に市場経由率が低下し、市場を
取り巻く環境が厳しい中、本市場にお
いては、現状の市場機能の維持・持続
を図り、取扱量の確保を目標とする。 

算
出
方
法

北部市場と南部市場の青
果及び水産物の取扱量 

施策４-１-３ 中小企業の競争力強化と活力ある産業集積の形成 

直接目標  市内中小企業の技術を活かして事業展開できる環境を整備することで、経営を改善し、成長を促進させる 

1 

製造品出荷額等 
（工業統計調査）

製造品出荷額等は、1 年間の「製
造品出荷額」、「加工賃収入額」、
「修理料収入額」、「製造工程から
出たくず及び廃物」の出荷額と「そ
の他の収入額」の合計の数値であ
るため、その変化を見ることで、企
業の経営を改善し、成長を促進す
るための取組の成果を測ることが
できる。 

4 兆

2,968

億円 

(H23～H25

平均） 

4 兆

2,968

億円 

以上 

(H27～H29

平均）

4 兆

2,968

億円 

以上 

(H31～H33

平均）

4 兆

2,968

億円 

以上 

(H35～H37

平均）

本市製造品出荷額等は素材型の大企
業の動向及び原油価格に左右される
部分が大きい状況にある。その中で石
油業界に対しては需要の減少に伴う供
給過剰を解消するため産業競争力強
化法が適用されるとともに、市内に立
地するエネルギー系企業の経営統合
による製油所の統廃合等により石油化
学関連の出荷額が減っていくことが見
込まれるほか、他都市の状況を見る
と、H25 の製造品出荷額等は過去 3 年
間の平均値に届いていない自治体が
多く、市内事業所数の減少も見込まれ
るなど、複数の減少要因がある中で、
過去 3 年間の平均値（政令指定都市ト
ップ）の水準の維持を目標とする。 

算
出
方
法

工業統計調査の直近3か
年の平均値  

2 

知的財産交流会における
マッチングの年間成立件

数 
（経済労働局調べ）

地域経済を担う中小企業が、将来
にわたって持続的に成長発展して
いくためには、自社製品開発や技
術の高付加価値化など、新たな事
業展開に挑戦することが求められ
ることから、大企業が保有する開
放特許等の知的財産を中小企業
に移転した件数を見ることで、中
小企業の新事業展開の取組の成
果を測ることができる。 

4 件 

（H26） 

4 件 

以上 

（H29） 

4 件 

以上 

（H33） 

4 件 

以上 

（H37） 

市の知的財産交流会が「川崎モデル」
として国や他の自治体等から注目され
ていることから、今後も全国モデルの
主導として成果を連続的に創出してい
くことを目標とする。 

算
出
方
法

年度ごとのマッチング成
立件数を交流会後のフォ
ローアップにて把握 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策４-１-４ 都市農業の強みを活かした農業経営の強化 

直接目標  市内農家の農業経営を安定化・健全化させる 

1 

認定農業者累計数 
（経済労働局調べ）

認定農業者は地域農業を牽引す
る中心的な経営体であり、国の施
策の方向性も認定農業者を重視
したものに傾く中、本市においても
その確保・育成は喫緊の課題とな
っている。認定後の支援も大きな
課題であるが、本市の農業振興
のため、認定農業者の数を確保
することも重要であることから、そ
れを指標とすることで取組の成果
を測ることができる。 

25 人 

（H26）

30 人

以上 

（H29） 

40 人

以上 

（H33） 

50 人

以上 

（H37） 

三大都市圏における政令指定都市で
の全農家数に占める認定農業者数の
割合を比較すると、本市の場合、その
割合は他都市に比べ大きく下回ってい
る。そのため、平均水準まで改善する
ことを目標とする。 

算
出
方
法

国の認定農業者制度に
則り、経営の改善計画を
市に申請し認定された農
業者経営体の数

2 

援農ボランティアの累計

活動日数 
（経済労働局調べ）

農業生産における労働力確保は
農業における課題の一つであり、
労働力を補完する援農ボランティ
アとして育成する事業を実施して
いる。育成した援農ボランティアの
活動日数の増減で、援農ボランテ
ィア育成の取組の成果を測ること
ができる。 

400 日 

（H26） 

440 日

以上 

（H29） 

520 日

以上 

（H33） 

600 日

以上 

（H37） 

援農ボランティアを農業者へ周知し、活
用を促すとともに、新たなボランティア
を育成し、人材確保により、現状の 1.5
倍の活動日数を目標とする。 

算
出
方
法

援農ボランティアが農業
生産者の作業に関わった
日数  

政策４-２ 新たな産業の創出と革新的な技術による生活利便性の向上 

施策４-２-１ ベンチャー支援、起業・創業の促進 

直接目標  次代を支える産業を創出するため、市内での起業を盛んにする 

1 

起業支援による年間市内
起業件数 
（経済労働局調べ）

起業にあたっては、それぞれの業
態や成長段階に応じたさまざまな
支援が必要であり、本市では民間
創業支援事業者等と連携した支
援に取り組んでいることから、こう
した支援を通じて起業に至った件
数を取組の成果を把握するため
の指標として設定する。 

62 件 

（H26） 

80 件

以上 

（H29） 

100 件

以上 

（H33） 

120 件

以上 

（H37） 

日本全体として開業率が低迷するな
か、創業支援施策の強化を図り、支援
を通じて起業に至った件数を概ね 2 倍
とすることを目標とする。 

算
出
方
法

市の支援を通じて起業に
至った件数 

2 

かわさき新産業創造セン
ター（ＫＢＩＣ）の入居率 
（経済労働局調べ）

かわさき新産業創造センターは、
新規分野での創業をめざす個人
及び企業に対して事業スペースを
提供し、入居者に対して、専門家
によるアドバイスの提供や資金調
達等の支援を行うなど、さまざま
な起業支援を行う施設であること
から、当該施設の入居状況により
市内の起業希望者の実態を把握
することで、入居への取組の成果
を測ることができる。 

90％ 

（H26） 

90％ 

以上 

（H29） 

90％ 

以上 

（H33） 

90％ 

以上 

（H37） 

他都市と比較して高い施設入居率を今
後も維持することをめざす。また、H30
中に次期施設の本格供用開始を予定
していることを踏まえて、H29 以降の目
標値を設定している。 

算
出
方
法

入居面積（4,282 ㎡）／全
入居可能面積（4,738 ㎡）
×100（％） 

施策４-２-２ 地域を支える産業の育成・市内事業者等の新分野への進出支援 

直接目標  成長分野や地域課題解決に寄与する市内事業所等の新分野への進出を促進する 

1 

ウェルフェアイノベーション
フォーラムでのプロジェク

ト稼働件数 
（経済労働局調べ）

ウェルフェアイノベーションフォーラ
ムにおけるプロジェクトの稼働状
況は、本市を結節点とした福祉産
業振興の活性度そのものであるた
め、その変化を見ることで、新規
進出をはじめとする福祉分野での
産業振興の取組の成果を測ること
ができる。 

10 件 

（H26） 

20 件

以上 

（H29） 

30 件

以上 

（H33） 

30 件

以上 

（H37） 

当面はプロジェクト稼動数の増加を図
るが、稼動件数は多ければよいという
ものではなく、市場化を経て卒業させる
（減少させる）ことも重要である。新規創
出による増と市場化による減を勘案し
て H30 以降は件数一定とし、最大稼動
数を 30 件と設定する。 

算
出
方
法

各年度における稼働中の
プロジェクトの件数 

2 

コミュニティビジネス・ソー
シャルビジネスの年間起

業件数 
（経済労働局調べ）

コミュニティビジネスの起業・創業
についての支援を行っており、起
業・創業の増が、市内でのコミュニ
ティビジネスの振興度合いを測定
する客観的で適切な指標であるこ
とから、これを設定することで取組
の成果を測ることができる。

4 件 

（H26） 

5 件 

以上 

（H29） 

6 件 

以上 

（H33） 

7 件 

以上 

（H37） 

起業に関する相談窓口設置やセミナー
開催に加えて、既存事業者の地域での
活動やネットワークづくりの支援等によ
り、地域社会でのコミュニティビジネス
の浸透を図ることによって、起業・創業
希望者を増やし、着実に、段階的に起
業者を生み出すことを目標とする。 

算
出
方
法

市の支援を通じて起業に
至った件数 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策４-２-３ 科学技術を活かした研究開発基盤の強化 

直接目標  先端科学技術分野において、高付加価値で競争力の高い製品を創出する 

1 

新川崎・創造のもり地区に

おける特許保有累計件数 
（経済労働局調べ）

先端科学技術分野の製品化を進
めるにあたっては、当該技術の特
許申請により製品化まで進む可能
性のある案件を早期に把握できる
ことから、特許保有件数を指標と
して設定することで、新産業創出
の取組の成果を測ることができ
る。 

94 件 

（H26） 

96 件

以上 

（H29） 

100 件

以上 

（H33） 

120 件

以上 

（H37） 

先端技術分野の研究開発について
は、製品化まで見据えた知財戦略の策
定⇒特許申請⇒特許取得というプロセ
スに数年の時間を要することから、現
在進んでいる研究の成果が特許となる
時期を H30 以降と想定し、H33 以降、
年間 5 件以上の新規特許が生み出さ
れることを目標とする。 

算
出
方
法

新川崎・創造のもり地区
に拠点を有する企業、研
究機関が保有する特許の
累計件数 

2 

ナノ医療イノベーションセ
ンターの入居率 
（経済労働局調べ）

ナノ医療イノベーションセンター
は、先端医療を広く普及・浸透さ
せるための「ナノ医療技術」の研
究及び研究成果の実用化を進め
る施設であり、企業入居率は、オ
ープンイノベーションへの取組の
成果を測ることができる。 

44％ 

（H27.12）

60％ 

以上 

（H29） 

90％ 

以上 

（H33） 

90％ 

以上 

（H37） 

平成 27 年 4 月に運営を開始し、6 年間
で入居率 90％をめざす。その後は、入
居企業による入退室が行われることを
想定し、入居率 90％を維持することを
目標とする。 

算
出
方
法

入居部屋数（31 部屋）／
全入居部屋数（70 部屋）
×100（％） 

3 

小杉町二丁目地区コンベ
ンション施設の稼働率 
（経済労働局調べ）

企業・研究者・技術者等の交流機
会の創出・拡大を通じて、オープン
イノベーションを促進する新たな交
流拠点として、小杉町二丁目地区
コンベンション施設を整備すること
から、当該施設の稼働率を指標に
設定することで、オープンイノベー
ションの促進に向けた取組の成果
を測ることができる。 

- 

（H26） 

- 

（H29） 

55％ 

以上 

（H33） 

60％ 

以上 

（H37） 

講演会、展示会、交流会等の開催によ
り、コンベンション施設が有効に活用さ
れ、施設の安定的な運営が図れるよ
う、H30 の開館から稼働率の段階的な
向上をめざし、最終的には 60％以上の
稼働率を目標とする。 

算
出
方
法

利用コマ数／全利用可能
コマ数×100（％） 

施策４-２-４ スマートシティの推進 

直接目標  スマートシティの推進により、新たな産業やサービスを創出する 

1 

スマートシティに関連する
プロジェクト実施累計件数 
（総合企画局調べ）

エネルギーの最適利用やＩＣＴ・デ
ータの活用による地域課題の解
決を図る「スマートシティ」や、次世
代のエネルギー源として期待され
る水素エネルギーの積極的な利
活用を進める「水素戦略」の推進
は、新たな施策領域であることか
ら、創出したプロジェクトや実施中
のプロジェクトが、今後新たな産業
やサービスの創出につながること
から、プロジェクト実施件数を指標
として設定する。 

7 件 

（H26） 

16 件 

以上 

（H29） 

28 件 

以上 

（H33） 

40 件 

以上 

（H37） 

スマートシティの実現に向けては、①エ
ネルギー分野②生活分野③交通分野
④まちづくり分野⑤産業分野の５分野
において取組を進めることとしている。
最終目標として、５分野で各８件、合計
40 件程度の新規プロジェクトの創出を
めざすこととし、毎年３件程度のプロジ
ェクトの創出を図る。 

算
出
方
法

本市と多様な主体との連
携等により創出したプロジ
ェクトや、実証中のプロジ
ェクトの件数 

施策４-２-５ ＩＣＴ（情報通信技術）の活用による市民利便性の向上 

直接目標  ＩＣＴにより、行政サービスを一層手軽に利用できるようにする 

1 

提供しているオープン
データのデータセット数 
（総務局調べ） 本市ホームページで提供するオー

プンデータのデータセット数を見る
ことで、行政の透明性等に向けた
取組の成果を測ることができる。 

27 件 

（H26） 

100 件 

以上 

（H29） 

300 件 

以上 

（H33） 

500 件 

以上 

（H37） 

平成 27 年 4 月時点における政令指定
都市平均を上回るデータセット数を目
標とし、利用ニーズの高い情報から順
次提供することをめざす。 

算
出
方
法

本市ホームページ上で提
供しているオープンデータ
のデータセット数 

2 

提供しているオープンデ
ータのダウンロード数 
（総務局調べ） 本市ホームページからのダウンロ

ード数を見ることで、企業等による
オープンデータの活用に向けた取
組の成果を測ることができる。

2,000 件 

（H26） 

4,000 件

以上 

（H29） 

5,000 件

以上

（H33） 

6,000 件

以上

（H37） 

利用ニーズの高い情報の提供を順次
行うことから、第 1 期実施計画期間中
にダウンロード数を現在の２倍に増加
させるとともに、その後も漸次増加させ
ることをめざす。 

算
出
方
法

本市ホームページ上で提
供しているオープンデータ
の月平均ダウンロード数 

3 

電子申請システムの利用

件数 
（総務局調べ）

システム利用件数を集計すること
により、ニーズにあった電子行政
サービスが提供できているかにつ
いて、取組の成果を測ることがで
きる。

103,400

件

（H26） 

108,000

件以上

（H29） 

113,000

件以上

（H33） 

118,000

件以上

（H37） 

ＩＣＴによる市民利便性の向上を測る指
標として、年１～２％程度の割合で、電
子申請システムの利用件数を増加させ
ることをめざす。 

算
出
方
法

本市ホームページ上の電
子申請システムで手続が
行われた数を集計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策４-３ 生き生きと働き続けられる環境をつくる 

施策４-３-１ 人材を活かすしくみづくり 

直接目標  市内での雇用を促進するとともに、市内の優れた技能を次世代に継承する 

1 

就業支援事業による年間

就職決定者数 
（経済労働局調べ）

雇用のミスマッチや若年無業者等
の課題対応に、総合的な相談窓
口として、「キャリアサポートかわさ
き」と「コネクションズかわさき（か
わさき若者サポートステーション）」
を中心に就業支援事業を実施して
いることから、両事業における就
職決定者数の推移を見ることで、
市内の雇用状況の向上のための
取組の成果を測ることができる。 

666 人 

男性 321 

人 

女性 345

人

（H26） 

700 人

以上 

男性 350

人以上 

女性 350

人以上 

（H29） 

710 人

以上 

男性 350

人以上 

女性 360

人以上 

（H33） 

720 人

以上 

男性 350

人以上 

女性 370

人以上 

（H37） 

相談・登録件数ともに増加傾向にある
ことから、将来的な雇用情勢や国事業
の方向性が不透明ではあるものの、現
状を上回る就職決定者数を維持してい
くとともに、女性については取組の充実
によって前期を上回る就職決定者を輩
出することを目標とする。 

算
出
方
法

「キャリアサポートかわさ
き」における年間就職決
定者数と「コネクションズ
かわさき（かわさき若者サ
ポートステーション）」にお
ける年間進路決定者数の
うちの就職決定者数 

施策４-３-２ 働きやすい環境づくり 

直接目標  誰もが働きやすい環境を整える 

1 

ワークライフバランスの取
組を行っている事務所の
割合 
（経済労働局調べ）

ワークライフバランスを導入するこ
とにより幅広い仕事のあり方をそ
れぞれのライフステージにおいて
実践することができ、少子高齢化
による労働力不足が懸念される
中、性別にかかわりなくその能力
を十分に発揮できる機会が確保さ
れ、働きやすい職場環境の実現
ができることから、それを指標とす
ることで取組の成果を測ることが
できる。 

67％ 

（H26） 

70％ 

以上 

（H29） 

75％ 

以上 

（H33） 

80％ 

以上 

（H37） 

近年では横ばい又は微減の傾向にあ
ることから、労働情報等の周知等によ
る効果的な啓発手法等を検討・実施
し、毎年１％程度の増へと転換させるこ
とを目標とする。 

算
出
方
法

労働状況実態調査のアン
ケートに対する回答結果
（100－「取組はいずれも
行っていない 」回答数
（261 件）／全回答数（801
件）×100（％）） 

政策４-４ 臨海部を活性化する 

施策４-４-１ 臨海部の戦略的な産業集積と基盤整備 

直接目標  臨海部の立地企業を増やし、生産活動を活発にする 

1 

川崎区の従業者一人あた
りの製造品出荷額 
（工業統計調査）

臨海部活性化の目的は、立地企
業の業績が上がることであり、１人
あたりの製造品出荷額等の変化
を見ることで、生産人口減少下に
おいても、生産性の向上により臨
海部企業が活性化しているかを測
ることができる。  

1 億

4,500

万円 

（H25） 

1 億

5,700

万円 

以上 

（H29） 

1 億

7,000

万円 

以上 

（H33） 

1 億

8,400

万円 

以上 

（H37） 

生産人口の減少や石油業界再編を踏
まえ、生産性の向上等により現在の水
準を維持することが重要と考える。一
方で、国がインフレ目標を２％に設定し
ていることから、年２％以上の増加を設
定する。 

算
出
方
法

工業統計調査結果より算
出 
（川崎区の製造品出荷額
等（3 兆 5429 億 1600 万
円）÷川崎区の従業者数
（24,376 人）） 

2 

キングスカイフロント立地

事業所累計数 
（総合企画局調べ）

臨海部活性化のトリガーと位置づ
けている殿町国際戦略拠点キン
グスカイフロントにおける立地企
業数の変化を見ることで、国際戦
略拠点形成における集積度を測
ることができる。 

13 

事業所 

（H27） 

22 

事業所 

以上 

（H29） 

30 

事業所 

以上 

（H33） 

34 

事業所 

以上 

（H37） 

今後、国際戦略拠点として研究開発機
関の集積を進める必要があることか
ら、年間で第 1 期は 3 事業所、第 2 期
は 2事業所、第 3期は 1事業所の新規
進出を目標値に設定する。 

算
出
方
法

H27.3 末現在で進出が決
定している企業・研究機
関等の数 

施策４-４-２ 広域連携による港湾物流拠点の形成 

直接目標  川崎港での物流を活発にする 

1 

川崎港貨物取扱量（公共
埠頭） 
（港湾局調べ）

本市が管理する公共埠頭の取扱
貨物量を見ることで、川崎港の物
流の活性化に向けた取組の成果
を測ることができる。 

1,134

万ｔ 

（H26） 

1,140

万ｔ 

以上 

（H29） 

1,210

万ｔ 

以上 

（H33） 

1,280

万ｔ 

以上 

（H37） 

公共埠頭貨物については、積極的なポ
ートセールスや施設の整備等により川
崎港港湾計画（H26 改訂）における将
来推計値を上回る取扱量をめざす。 

算
出
方
法

港湾調査（統計法に基づ
く基幹統計として実施。川
崎港に出入りした船舶及
び貨物について関係者の
協力を得て、調査・集計し
たもの） 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

川崎港へ入港する大型外

航船（３千総トン数以上）
の割合 
（港湾局調べ）

コンテナ船をはじめ、世界的に外
航船舶が大型化している中で、港
湾計画に基づいた計画的な施設
整備や、利用しやすい港づくりを
進めることによって船舶大型化へ
の対応を行う必要がある。このた
め、川崎港に入港する外航船舶
のうち総トン数 3 千以上の大型船
の割合を指標とすることで、港の
活性化への取組の成果を測ること
ができる。 

70％ 

（H26） 

73％ 

以上 

（H29） 

76％ 

以上 

（H33） 

79％ 

以上 

（H37） 

川崎港の外航入港船舶については、
専用貨物の減少が見込まれる中、船
舶の大型化に対応し、より効率的な港
湾物流に貢献するとともに、世界的な
船舶大型化の潮流に対応することによ
り、「川崎港港湾計画（H26 改定）」にお
ける将来推計値を上回る水準の大型
化割合をめざす。 

算
出
方
法

港湾調査：3 千総トン数以
上の外航入港船舶数
（2,010）／川崎港に入港し
た外航船舶総数（2,908）
×100（％） 

施策４-４-３ 市民に開かれた安全で快適な臨海部の環境整備 

直接目標  川崎港の魅力を市民に広めるとともに、港の活力を高める 

1 

川崎マリエン利用者数（港

湾振興イベント及びスポ
ーツ施設等の利用者を含
む） 
（港湾局調べ）

川崎港の魅力を高めるためには、
より多くの市民が港を訪れる機会
を増やすことが重要である。この
ため、川崎港の主要な市民向け
施設である川崎マリエンの利用者
数を指標とすることで、港の魅力
を高める取組の成果を測ることが
できる。 

40 万人

（H26） 

41 万人

以上 

（H29） 

42 万人

以上 

（H33） 

43 万人

以上 

（H37） 

施設利用者の目標については、本市
内の主要観光施設の中で現時点での
最多の入込観光客数を目標とする。 

算
出
方
法

施設利用者の集計（展望
室・体育館・テニスコート
等の利用者、川崎みなと
祭り来場者など） 

2 

市内の海周辺施設を利用

したことがあり、魅力を感
じる人の割合 
（市民アンケート）

川崎港の魅力を高めるためには、
気軽に市民が立ち寄れる港とする
ことが重要である。このため、「市
内の海周辺の施設を利用したこと
があり、魅力を感じる」割合を指標
とすることで、港の魅力を高める
取組の成果を測ることができる。 

11％ 

（H27） 

13％ 

以上 

（H29） 

17％ 

以上 

（H33） 

21％ 

以上 

（H37） 

現在、港を有する政令指定都市の市民
アンケートの平均値を下回っているた
め、その平均値をめざす。 

算
出
方
法

「市内の海周辺の施設を
利用したことがあり、魅力
を感じる」と回答した人の
割合 

政策４-５ 魅力ある都市拠点を整備する 

施策４-５-１ 魅力にあふれた広域拠点の形成 

直接目標  川崎・武蔵小杉・新百合ヶ丘駅周辺の魅力を高める 

1 

広域拠点（川崎駅・武蔵小
杉駅・新百合ヶ丘駅）の駅

周辺人口 

（川崎市統計書）

川崎、武蔵小杉、新百合ヶ丘駅周
辺の整備を進め、各駅周辺の魅
力が高まることで、各駅周辺の居
住者の増加が見込まれるため、駅
を中心に半径500m圏内の町丁目
の人口を指標として設定する。（千
人未満四捨五入） 

12.6 万人

（H26） 

12.9 万人 

以上 

（H29） 

13.3 万人

以上 

（H33） 

13.4 万人

以上 

（H37） 

「新たな総合計画の策定に向けた将来
人口推計について」より算出した増減
率を使用し、各年度の推計値を算出
し、目標とする。 算

出
方
法

広域拠点の駅を中心に半
径 500m 圏内の町丁目の
川崎市統計書による人口
を合計 

2 

広域拠点（川崎駅・武蔵小
杉駅・新百合ヶ丘駅）の駅
平均乗車人員 

（川崎市統計書）

川崎、武蔵小杉、新百合ヶ丘駅周
辺の整備を進め、各駅周辺の魅
力が高まることで、各駅周辺の来
街者や就業者等の増加が見込ま
れるため、往来するための代表的
な交通手段である鉄道駅の利用
者数を指標として設定する。（千人
未満四捨五入）

52.4 

万人/日 

（Ｈ25） 

53.8 

万人/日

以上 

（Ｈ28） 

55.3 

万人/日

以上 

（Ｈ32） 

55.9 

万人/日

以上 

（Ｈ36） 

「新たな総合計画の策定に向けた将来
人口推計について」より算出した増減
率を使用し、各年度の乗車人員の推計
値を算出し、目標とする。 算

出
方
法

広域拠点の駅の川崎市
統計書よる乗車人員を合
計 

施策４-５-２ 個性を活かした地域生活拠点等の整備 

直接目標  新川崎・鹿島田、溝口、鷺沼・宮前平、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺の魅力を高める 

1 

地域生活拠点（新川崎・鹿
島田駅、溝口駅、鷺沼・宮

前平駅、登戸・向ヶ丘遊園
駅）の駅周辺人口 

（川崎市統計書）

新川崎・鹿島田、溝口、鷺沼・宮前
平、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺の整
備を進め、各駅周辺の魅力が高
まることで、各駅周辺の居住者の
増加が見込まれるため、駅を中心
に半径 500m 圏内の町丁目の人
口を指標として設定する。（千人未
満四捨五入） 

17.5 万人

（H26） 

17.6 万人

以上 

（H29） 

17.8 万人 

以上 

（H33） 

17.9 万人

以上 

（H37） 

「新たな総合計画の策定に向けた将来
人口推計について」より算出した増減
率を使用し、各年度の推計値を算出
し、目標とする。 

算
出
方
法

地域生活拠点の駅を中心
に半径 500m 圏内の町丁
目の川崎市統計書よる人
口を合計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

地域生活拠点（新川崎・鹿

島田駅、溝口駅、鷺沼・宮
前平駅、登戸・向ヶ丘遊園
駅）の駅平均乗車人員 

（川崎市統計書）

新川崎・鹿島田、溝口、鷺沼・宮前
平、登戸・向ヶ丘遊園駅周辺の整
備を進め、各駅周辺の魅力が高
まることで、各駅周辺の来街者や
就業者等の増加が見込まれるた
め、往来するための代表的な交通
手段である鉄道駅の利用者数を
指標として設定する。（千人未満
四捨五入）

51.5 

万人/日 

（Ｈ25） 

52.1 

万人/日

以上 

（Ｈ28） 

52.6 

万人/日

以上 

（Ｈ32） 

52.9 

万人/日

以上 

（Ｈ36） 

「新たな総合計画の策定に向けた将来
人口推計について」より算出した増減
率を使用し、各年度の乗車人員の推計
値を算出し、目標とする。 

算
出
方
法

地域生活拠点の駅の川
崎市統計書よる乗車人員
を合計 

政策４-６ 良好な都市環境の形成を推進する 

施策４-６-１ 安全で安心して快適に暮らせる計画的なまちづくりの推進 

直接目標  都市環境と調和した暮らしやすく魅力的な都市空間を創出する 

1 

新築される建築物のうち、
環境に配慮した建築物の

割合 
（まちづくり局調べ） 

建築物は、都市空間を構成する基
本要素であり、環境性能（省エネ
性能、緑化、景観、耐震性、バリア
フリー等）に優れた建築物が増加
することで、地域の暮らしやすく魅
力的な都市空間の形成にも寄与
するものと考えられることから、新
築建築物に対する環境に配慮し
た建築物の割合の変化を見ること
で、都市環境と調和した暮らしや
すく魅力的な都市空間創出の取
組の成果を測ることができる。 

17％ 

（H26） 

19％ 

以上 

（H29） 

21％ 

以上 

（H33） 

23％ 

以上

（H37） 

現状は、CASBEE を導入している政令
指定都市の平均値を下回っている状況
にあるため、段階的に CASBEE を導入
している政令指定都市の平均値と同水
準まで向上させていくことをめざす。 

算
出
方
法

環境に配慮した建築物の
棟数※(864 件)／新築され
る建築物の棟数（4,971
件） 
※ CASBEE 届出のうち
B+ランク以上の評価件
数、低炭素認定件数（棟
数）、長期優良住宅認定
件数（棟数）、省エネ法届
出のうち基準適合件数の
合計 

2 

市街地開発事業等の制度

を活用した取組の累積件
数 
（まちづくり局調べ） 市街地開発に関する各種取組を、

地域の実情に応じて的確に誘導
することが、魅力的な都市空間の
創出に寄与することから、市街地
開発事業等の制度を活用した取
組の累積件数を指標として設定す
る。

6 件 

（H26） 

7 件 

以上 

（H29） 

9 件 

以上 

（H33） 

11 件 

以上 

（H37） 

県下で比較すると、本市は諸制度によ
る事業の取組件数が多く、魅力的な都
市空間の創出が着実に進行している。
今後は、過去 5 年間の取組件数を踏ま
えつつ、社会経済状況に大きく左右さ
れる民間事業であることも考慮し、１件
/２年の件数を目標とする。 

算
出
方
法

過去 5 年（H22～26）の土
地区画整理事業（施行認
可等）、市街地再開発事
業（組合設立認可等）、優
良建築物等整備事業（事
業採択）、民間都市再生
事業計画（国土交通大臣
認定）の累積件数 

施策４-６-２ 地域の主体的な街なみ形成の推進 

直接目標  機能的で美しく、住んでここちよい街なみを創出する 

1 

「景観計画」等に位置づけ
られる景観形成基準が遵
守されている割合 

（まちづくり局調べ）

「景観計画」では、本市の景観をさ
らに美しく魅力あるものとするとと
もに、身近な街なみを守り育て次
世代へと継承していくため、市内
全域を景観計画区域に指定し、地
域特性に応じた景観形成方針や
その地域にふさわしい色彩等につ
いて基準を定めている。 
本計画等に基づき、地域の街なみ
に影響を与える建築物等に対し
て、計画・設計段階で、適切な景
観誘導を行うことで、基準に適合
した建築物を着実に増やすことが
できることから、これを指標とする
ことで個性と魅力ある良好な景観
形成に向けた成果を測ることがで
きる。 

15.5％ 

（H26） 

22％ 

以上 

（H29） 

31％ 

以上 

（H33） 

41％ 

以上 

（H37） 

「景観計画」策定からこれまでの届出件
数（H20～26 までの累計 1173 件）の平
均値（167 件／年）に加え、今後、景観
計画特定地区及び都市景観形成地区
の指定・拡大に伴う件数増※を加味した
目標値を設定する。 

※通常は、景観法に基づく市全域が対
象の届出制度が適用されるが、本制度
は一定規模以上の建築物等が対象と
なる。これに対し、景観計画特定地区
及び都市景観形成地区の区域内で
は、こうした規模要件がないことから、
当該地区の指定等に伴う件数増を加
味する。 

算
出
方
法

景観形成基準の累計適
合件数（1,173※1）／届出
対象の総数(7,523※2） 
※１：下記届出の合計 
①景観法に基づく市内全
域が対象の件数（688 件） 
②景観法に基づく「景観
計画特定地区」内の件数
（89 件） 
③都市景観条例に基づく
「都市景観形成地区」内
の件数（396 件） 
※２：都市計画基礎調査
より算出 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

「地区まちづくり育成条

例」に基づく登録・認定団
体の累計件数 

（まちづくり局調べ）

市民にとって、住んでいて心地よ
い街なみを創出するため、地区の
住民が主体となって身近なまちの
住環境の向上をめざすことが重要
であることから、「地区まちづくり育
成条例」に基づくグループ登録並
びに団体及び構想の認定累計件
数を指標とする。

12 件 

（H26） 

16 件 

以上 

（H29） 

24 件 

以上 

（H33） 

32 件 

以上 

（H37） 

政令指定都市の中で、同様の条例を
制定しており、先進都市である横浜市
は、63 件／10 年の登録・認定を行って
いることから、都市の面積を勘案し、20
件／10 年を目標に、2.件／年を目標と
する。 

算
出
方
法

「地区まちづくり育成条
例」は、住民発意の地区
まちづくり活動の熟度に
応じてステップアップする
制度となっており、H22 の
制定以降、初動期のまち
づくり活動を行おうとして
いる団体のグループ登録
件数が 7 件、次の段階と
して具体的なまちづくり活
動を推進している団体の
認定件数が 3 件、最終段
階としてまちづくりのルー
ル等をまとめた構想の認
定件数が 2 件 

政策４-７ 総合的な交通体系を構築する 

施策４-７-１ 広域的な交通網の整備 

直接目標  首都圏における円滑な交通網を整える 

1 

都市拠点から羽田空港ま
での平均所要時間 

（国土交通省の調査データ

（パーソントリップ調査、道路

交通センサス）などに基づく本

市推計値）

都市拠点の形成や首都圏機能の
強化に向け、国際化が進む羽田
空港へのアクセスの強化を進める
ことが重要であることから、既存の
鉄道・道路網を最大限に活かした
広域的な交通機能の強化による
本市拠点から羽田空港までの所
要時間を指標として設定する。 
※本指標は、平成 25 年 3 月策定
の「総合都市交通計画」の目標水
準であり、「本市拠点」とは、広域
拠点及び地域生活拠点を指す。 

44 分 

（H17･

H24） 

⇒ ⇒ 

約 20％

以上短縮

（H44） 

「総合都市交通計画」に位置づける施
策・事業を展開することで実現をめざす
値。ただし、「総合都市交通計画」で
は、中長期着手事業（Ｃ事業）に位置づ
ける鉄道・道路ネットワーク形成事業の
完成は、計画策定から概ね 20 年後と
する計画期間を超える場合も想定して
いる。なお、鉄道・道路ネットワーク形
成事業には、休止とした縦貫鉄道計画
を含んでおり、「総合都市交通計画」の
見直しにおいて、目標水準についても
見直しの必要性等を検討する予定であ
る。 

算
出
方
法

本市拠点から羽田空港ま
での「公共交通（鉄道）利
用所要時間（H24）」と「国
土交通省の調査データ
（H17 道路交通センサス）
などに基づく自動車利用
等所要時間の本市推計
値」の平均値 

2 

ＪＲ南武線の最混雑時間
帯における混雑率 

（国土交通省ホームページに

おける鉄道関係統計データ）

鉄道の激しい混雑は、日々の通
勤・通学をはじめとした市民の移
動環境を大きく悪化させるだけで
なく、列車の遅延を招き移動の確
実性を低下させるなど、市民の経
済活動に大きく関わる重要な課題
であり、混雑率の緩和は重要な取
組であることから、指標として設定
する。

195％ 

（H26） 

⇒ ⇒ 

180％

以下 

（H44） 

「総合都市交通計画」において、混雑率
が 180%を超える区間を解消することを
目標としている。また、運輸政策審議会
第 18 号答申において、東京圏の主要
31 区間のピーク時の平均混雑率を
150％にする（H10：183%）とともに、個別
路線においてもピーク時混雑率を基本
的に 180％以下にすることをめざすとさ
れており、現在新たな答申に向け審議
中の交通政策審議会においても、引き
続き混雑緩和が目標となる見通しにあ
る。 

算
出
方
法

国土交通省による鉄道関
係統計データ 

施策４-７-２ 市域の交通網の整備 

直接目標  自動車での市内交通を円滑化する 

1 

都市計画道路進捗率 
（建設緑政局調べ） 都市計画道路の整備は、経済活

動を支える重要な都市基盤であ
り、その進捗率の変化を見ること
で、道路ネットワーク整備の取組
の成果を測ることができる。 

68％ 

（H26） 

⇒ ⇒ 

71％ 

以上 

（H37） 

着実な道路ネットワークの構築が求め
られる中、都市計画道路の過去 7 年間
における平均的な整備水準を維持して
いくことを今後もめざす。 

算
出
方
法

都市計画道路の完成延長

（207km）／都市計画道路の計

画延長（305km）×100（％） 

2 

市内幹線道路における混
雑時（朝夕ピーク時）の平
均走行速度 
（建設緑政局調べ）

平均走行速度の上昇は、市内交
通の円滑化の目安になり、その平
均走行速度の変化を見ることで、
道路ネットワーク整備の取組の成
果を測ることができる。

16.9 

km/h 

（H26） 

⇒ ⇒ 

17.8 

km/h 

以上 

（H37） 

市内交通の円滑化が求められる中、こ
れまでの道路ネットワークの構築等に
より走行速度が上昇した水準を今後も
めざす。 算

出
方
法

H22 道路交通センサス値 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策４-７-３ 身近な交通環境の整備 

直接目標  地域の人々が生活しやすい交通環境を整える 

1 

市内全路線バスの乗車人

員数（１日平均） 
（市統計書・交通局データ）

地域交通の課題は路線バスで対
応することを基本としており、路線
バスサービスの充実に向けた取
組を進めることが利用しやすい交
通環境の提供につながることか
ら、乗車人数を指標として設定す
る。 

316,045

人 

（H22

～26

平均） 

32.0 万人

以上 

（H25

～29

平均） 

32.9 万人

以上 

（H29

～33

平均） 

33.8 万人

以上 

（H33

～37

平均） 

今後、高齢化に伴い、通勤・通学需要
の減少傾向が予測されるが、現状の 
サービスレベルを維持するため、H20
～24 までの 5 年間の乗車人数平均を
現状値としたものに、過去（民間バスは
H14～24、市バスは H16～26）の増加
人数平均を加算したものを目標値とす
る。 

算
出
方
法

年間実利用者数/365 日
（川崎市営バス、川崎鶴
見臨港バス、東急バス、
小田急バス） 

2 

自転車が関わる交通事故
件数 
（神奈川県警察交通年鑑）

道路を利用するすべての方々の
安全・安心で快適な利用環境の構
築をめざし、自転車通行環境整備
を実施することから、自転車が関
わる交通事故件数の減少により、
取組の成果を測ることができる。 

1,097件 

（H26） 

1,060 件

以下 

（H29） 

980 件 

以下 

（H33） 

900 件 

以下 

（H37） 

過去 20 年間の自転車に関わる事故件
数減少率より算出し、年間20件程度の
減少をめざし、目標値を設定する。 算

出
方
法

各年の「交通年鑑」（神奈
川県警察公表）の「市区
町村別の発生状況」にお
ける市内の合計値 

施策４-７-４ 市バスの輸送サービスの充実 

直接目標  安全で快適な市バス輸送サービスを持続的に提供する 

1 

有責事故発生件数 
 （走行距離 10 万㎞あた
りの有責事故発生件数） 
（交通局調べ）

責任割合 1％以上の事故を有責
事故発生件数として把握すること
により、市バス事業の使命である
安全運行について、効果的な事故
防止対策や研修等の一定の成果
を測ることができる。 

0.29 件 

（H26） 

0.28 件 

以下 

（H29） 

0.28 件 

以下 

（H33） 

0.28 件 

以下 

（H37） 

安全運行のより一層の向上を図るた
め、東京都や横浜市などの大都市公
営事業者の中でトップレベルにある安
全水準を向上させる必要がある。 
過去の実績値からの削減をめざすとと
もに、大都市公営事業者平均 0.77
（H26）を下回って高い水準にあること
から、その水準以下をめざす。 

算
出
方
法

（有責事故発生件数（38
件）／走行距離（13,203千
km））×100,000 

2 

お客様満足度 
（市バスお客様アンケート調
査）

市バスサービス全般に対するお客
様満足度を把握することにより、
今後のサービス向上に向けた取
組や研修等について一定の成果
を測ることができる。

55.4％ 

（H26） 

62.5％ 

以上 

（H29） 

68.0％ 

以上 

（H33） 

72.0％ 

以上 

（H37） 

お客様の声や満足度などの変化を踏
まえ、お客様に満足いただけるサービ
スの提供を行い、満足度の向上につな
げる。 
H30 までに 65％以上の達成をめざすと
ともに、H31以降は、毎年 1％以上の向
上をめざす。 

算
出
方
法

市バスお客様アンケート
調査（H26 回答数 1,402）
において市バスのサービ
ス全般を「満足、やや満
足、普通、やや不満、不
満」の 5 段階で評価し、
「満足」と「やや満足」の合
計をお客様満足度として
算出 

3 

市バスの乗車人数（１日
平均） 
（交通局調べ）

乗車人数を把握することにより、
サービス向上に向けた取組につ
いて、一定の成果を測ることがで
きる。

127,993 

人 

（H22

～H26

平均） 

12.9 万人

以上 

（H25

～H29

平均） 

13.1 万人

以上 

（H29

～H33

平均） 

13.3 万人

以上 

（H33

～H37

平均） 

乗車人数の増減の変動が大きい中、
中長期的なトレンドを踏まえながら、乗
車人数の増加をめざす。 
現状値に過去の増加人数の平均値を
加え、各年度の推計値を算出し、それ
を上回る値を目標値として設定する。 

算
出
方
法

社会経済状況等の変化
により乗車人数（1 日平
均）の増減の変動が大き
いため、H22 から H26 の
実績値の平均値を現状値
として算出 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策４-８ スポーツ・文化芸術を振興する 

施策４-８-１ スポーツのまちづくりの推進 

直接目標  スポーツを身近に感じ、楽しむ市民を増やす 

1 

週１回以上のスポーツ実

施率 
（市民アンケート）

スポーツを身近に感じ、楽しむ市
民を増やすため、「スポーツ推進
計画」において「する・観る・支え
る」の 3 つの観点からスポーツ推
進に向けた取組を進めており、年
1 回以上スポーツをする人の割合
を見ることで、その取組の成果を
測ることができる。 

34.8％ 

（H27） 

36％ 

以上 

（H29） 

38％ 

以上 

（H33） 

40％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市トップをめざ
し、目標値を設定する。 算

出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の週１回以上
スポーツをする人の割合 

2 

年１回以上の直接観戦率 
（市民アンケート）

スポーツを身近に感じ、楽しむ市
民を増やすため、「スポーツ推進
計画」において「する・観る・支え
る」の 3 つの観点からスポーツ推
進に向けた取組を進めており、年
1 回以上スポーツの観戦をする人
の割合を見ることで、その取組の
成果を測ることができる。

30.4％ 

（H27） 

31％ 

以上 

（H29） 

33％ 

以上 

（H33） 

35％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市平均をめざ
し、目標値を設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の年１回以上
スポーツの観戦をする人
の割合 

3 

スポーツを支える活動に

年１回以上参加した人の
割合 
（市民アンケート）

スポーツを身近に感じ、楽しむ市
民を増やすため、「スポーツ推進
計画」において「する・観る・支え
る」の 3 つの観点からスポーツ推
進に向けた取組を進めており、ス
ポーツを支える活動に年 1 回以上
参加した人の割合を見ることで、
その取組の成果を測ることができ
る。

5.7％ 

（H27） 

6％ 

以上 

（H29） 

8％ 

以上 

（H33） 

10％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市トップをめざ
し、目標値を設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の年１回以上
参加した人の割合 

4 

スポーツセンター等施設
利用者数 
（市民・こども局調べ）

スポーツを身近に感じ、楽しむ市
民を増やすため、身近なスポーツ
を行うことのできる施設であるスポ
ーツセンター等の利用促進に向け
た取組を進めており、利用者数の
推移を見ることで、市民のスポー
ツ機会の増加に向けた取組の成
果を測ることができる。

2,618,847

人 

（H26） 

263万人 

以上 

（H29） 

276万人

以上 

（H33） 

276万人

以上 

（H37） 

第 1 期計画期間については、H29 に予
定される「スポーツ・文化総合センター」
の開館や他施設の近年の利用実績を
踏まえて目標値を設定し、第 2 期計画
期間以降については、引き続き利用が
促進されることを踏まえて目標値を設
定する。 

算
出
方
法

スポーツセンター等施設
（8 か所）における利用者
数の実績報告の合計値 

施策４-８-２ 市民の文化芸術活動の振興 

直接目標  市内の文化芸術活動を推進し、一層市民に身近なものにする 

1 

主要文化施設の入場者数 
（市民・こども局調べ）

市内の文化芸術活動を推進し、一
層市民が文化芸術を身近なものと
するため、主要文化施設における
文化芸術の創造や地域の文化芸
術活動の促進に向けた取組を推
進しており、主要文化施設の入場
者数の推移を見ることで、その取
組の成果を測ることができる。 

1,269,188 

人 

（H26） 

135.6 万人

以上 

（H29） 

140.5 万人

以上 

（H33） 

140.5 万人

以上 

（H37） 

文化芸術活動は市民生活にうるおいや
豊かさを付与するものであるため、施
設ごとに既に設定している目標値や直
近の実績値などを踏まえ、目標値を設
定する。 

算
出
方
法

主要文化施設（8 か所）に
おける入場者数の実績報
告の合計値  

2 

年１回以上文化芸術活動

をする人の割合 

（市民アンケート）

市内の文化芸術活動を推進し、一
層市民が文化芸術を身近なものと
するため、市民主体の文化芸術
活動を促進していくための環境づ
くりに取り組んでおり、年 1 回以上
文化芸術活動をする人の割合の
推移を見ることで、その取組の成
果を測ることができる。

14.6％ 

（H27） 

16％ 

以上 

（H29） 

18％ 

以上 

（H33） 

20％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市平均をめざ
し、目標値を設定する。 算

出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の年１回以上
文化芸術活動をする人の
割合 

施策４-８-３ 音楽や映像のまちづくりの推進 

直接目標  音楽や映像を活用して、都市の魅力向上や地域の活性化につなげる 

1 

「音楽のまち」の環境が充

実していると感じる人の割
合 
（市民アンケート）

音楽を活用して都市の魅力向上
や地域の活性化につなげるため、
多様な主体と連携しながら、音楽
に関するイベントの振興等を図り、
音楽を楽しめる環境づくりを進め
ており、そうした環境の充実に対
する市民意識の割合の推移を見
ることで、その取組の成果を測る
ことができる。 

53.3％ 

（H27） 

55％ 

以上 

（H29） 

57％ 

以上 

（H33） 

60％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市上位をめざ
し、目標値を設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の「音楽のま
ち」の環境が充実している
と感じる人（そう思う＋や
や思う）の割合  
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

ミューザ川崎シンフォニー

ホール主催・共催公演 
の入場者率 
（ミューザ川崎シンフォニー 
ホールの実績報告書）

音楽を活用して都市の魅力向上
や地域の活性化を図るため、音楽
によるまちづくりの中核的施設で
あるミューザ川崎シンフォニー 
ホールの魅力を発信するための
公演内容等の充実等を図ってお
り、その主催・共催公演の入場者
率を見ることで、その取組の成果
を測ることができる。

72％ 

（H26） 

73％ 

以上 

（H29） 

74％ 

以上 

（H33） 

75％ 

以上 

（H37） 

過去 5 年間（東日本大震災による休館
期間を除く）のミューザ川崎シンフォ 
ニーホールの入場者率は、リニューア
ルオープン（H25）年度以外は 70％から
73％で推移していることから、最高値
（73％）を起点として、目標値を設定す
る。 

算
出
方
法

主催・共催公演の入場者
数（90,920 人）／主催・共
催公演の入場者定員数
（126,272 人）×100（％） 

3 

「映像のまち」の取組を評
価できる人の割合 
（市民アンケート）

映像に関するイベントの振興等を
図ることによって、映像を通じた地
域活性化につなげる取組等を推
進しており、こうした「映像のまち」
の取組を評価できる人の割合の
推移を見ることで、その取組の成
果を測ることができる。

18.4％ 

（H27） 

20％ 

以上 

（H29） 

25％ 

以上 

（H33） 

30％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市トップをめざ
し、目標値を設定する。 算

出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の「映像のま
ち」の取組を評価できる人
（そう思う＋やや思う）の
割合  

政策４-９ 戦略的なシティプロモーション 

施策４-９-１ 都市イメージの向上とシビックプライドの醸成 

直接目標  市内外における市の認知度・好感度を高める 

1 

シビックプライド指標 
市民の市に対する「愛着」
「誇り」に関する平均値 
（都市イメージ調査）

「シティプロモーション戦略プラン」
において、プランの目標である「市
民の川崎への愛着・誇り」の醸成
度を測る指標として、川崎市独自
の「シビックプライド指標」を使用し
ている。 
本市に「愛着を持っているか」、
「誇りを持っているか」等の、複数
の設問に回答を求めており、それ
を指標とすることで、取組の成果
を測ることができる。 

愛着 6.0 

誇り 5.0 

（H26） 

愛着 6.1 

誇り 5.1 

以上 

（H29） 

愛着 6.5 

誇り 5.5 

以上

（H33） 

愛着 7.0 

誇り 6.0 

以上

（H37） 

隣接都市（平均：愛着6.3 誇り5.3）と比
較し、下回っている現状があるため、概
ね 10 年後に、それを上回ることを目標
とする。 算

出
方
法

都市イメージ調査（調査モ
ニターを用いた地域別イ
ンターネット調査4,000人）
における「シビックプライド
指標」は「愛着」、「誇り」
の２要素から構成され、そ
の２要素それぞれに３つ
の質問項目の評価を１点
～10 点の幅で設け、その
３つの質問に対するポイ
ントの平均値をそれぞれ
の要素の得点と算出 

2 

隣接都市における、川崎
市に良いイメージがあると
感じている人の割合 
（都市イメージ調査）

「シティプロモーション戦略プラン」
において、プランの目標の一つで
ある「川崎の対外的な認知度やイ
メージの向上」を測る指標として、
「隣接都市在住者における川崎の
イメージを良いと思う人の割合」を
使用しており、それを指標とするこ
とで、取組の成果を測ることができ
る。

50.3％ 

（H26） 

51％ 

以上 

（H29） 

53％ 

以上 

（H33） 

55％ 

以上 

（H37） 

調査時期における市内でのイベント開
催や施設のオープン、事件・事故等の
影響を踏まえても、本市のイメージを安
定的に、少しでも向上させることを目標
とする。 

算
出
方
法

都市イメージ調査（（調査
モニターを用いた地域別
インターネット調査 4,000
人）において、「あなたは、
川崎市のイメージについ
て、どのように思います
か」という質問項目に対し
て、評価を１点～10 点の
幅で設け、６点～10 点を
「よい」とした割合 

施策４-９-２ 川崎の特性を活かした観光の振興 

直接目標  市内への集客及び滞在を増加させる 

1 

主要観光施設の年間観光

客数 
（経済労働局調べ）

これまで取り組んできた地域特性
を活かした観光振興を今後も推進
し、更なる観光客数の増加をめざ
すため、その取組の成果を客観的
に示す数値として主要観光施設の
年間観光客数が最適であることか
ら、これを指標として設定する。 

1,504万人

（H26） 

1,646万人

以上 

（H29） 

1,856万人

以上 

（H33） 

2,100万人 

以上 

（H37） 

本市の主要観光施設への観光客数に
ついては、これまでの観光振興の取組
により、直近の実績で 3％程度の伸び
があることから、今後もこの水準以上
の観光客の増加を目標とする。 

算
出
方
法

主要観光施設からの報告
値等の集計 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

2 

宿泊施設の年間宿泊客数 
（経済労働局調べ） 市内での観光客による消費を増

加させるために、日帰り客だけで
なく市内の宿泊客を増加させるた
めの取組が必要であり、その成果
を客観的に示す数値として市内宿
泊施設における宿泊客数が最適
であることから、これを指標として
設定する。 

178万人

外国人

15 万人 

（H26） 

187万人

以上 

外国人

17 万人

以上

（H29） 

198万人

以上 

外国人

19 万人

以上

（H33） 

210万人

以上 

外国人

21 万人

以上

（H37） 

近年の外国人観光客の増加や東京
2020オリンピック・パラリンピックの開催
も踏まえ、既存宿泊施設の稼働率増や
新規宿泊施設の建設を念頭に、毎年
約3万人以上の増加（外国人宿泊客数
については毎年 3％程度以上の増加）
を目標とする。 

算
出
方
法

市内宿泊施設からの報告
値等の集計 

3 

工場夜景・産業観光ツア
ーの年間参加者数 
（経済労働局調べ）

産業観光については、本市の地
域特性を活かした貴重な観光資
源であり、今後も本市の観光施策
の中心であることから、そのツア
ーの年間参加者数を、観光振興
の取組の成果を客観的に示す指
標として設定する。 

6,600人 

（H26） 

7,200 人

以上 

（H29） 

8,100人

以上 

（H33） 

9,200 人

以上 

（H37） 

これまでの取組によって産業観光に関
する認知や需要が高まってきており、
今後もこれを継続することにより、観光
客数の伸びに合わせて毎年 3％程度
以上の増加を目標とする。 

算
出
方
法

工場夜景ツアー及び産業
観光ツアーの参加者数の
集計 
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基本政策５ 誰もが生きがいを持てる市民自治の地域づくり

指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

政策５-１ 参加と協働により市民自治を推進する 

施策５-１-１ 市民参加の促進と多様な主体との協働・連携のしくみづくり 

直接目標  多様な主体が協働・連携して地域課題の解決を進める 

1 

地域貢献活動に関する取

組にかかわったことのあ
る人の割合 
（市民アンケート）

市民自治のまちづくりには、地域
に関わりを持つさまざまな主体が
協力して地域を支えるしくみが必
要であるため、市民活動団体、町
内会・自治会、企業、大学などが
身近な場所で行っている社会貢献
活動に関わったことがある市民の
割合を指標とする。 

19.8％ 

（H27） 

21％ 

以上 

（H29） 

23％ 

以上 

（H33） 

25％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市トップをめざ
し、目標値を設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽 
出 3,000 人）で「地域貢献
活動について知っており､
活動にかかわったことが
ある」と答えた人の割合 

2 

町内会・自治会加入率 
（市民・こども局「住民組織調
査」）

多様な主体が協働・連携して地域
の課題解決を進めるため、市民同
士の地域における支え合いの中
心としてコミュニティ形成の核とな
る地縁組織である町内会・自治会
の活動を支援しており、その加入
率の推移を見ることで、取組の成
果を測ることができる。 

63.8％ 

（H27） 

64％ 

以上 

（H29） 

64％ 

以上 

（H33） 

64％ 

以上 

（H37） 

人口の増加が続く中、これまでの町内
会・自治会の加入率の中長期的な漸減
傾向に歯止めをかけ、現状水準（平成
27 年 4 月 1 日現在の加入率）を維持し
ていくことをめざし、目標値を設定する。 

算
出
方
法

町内会・自治会加入世帯
数（442,037 世帯）／総世
帯数（693,203世帯）×100
（％）  

3 

市内認定・条例指定ＮＰＯ

法人数 
（市民・こども局調べ）

多様な主体が協働・連携して地域
の課題解決を進めるため、その担
い手となるＮＰＯ法人の基盤強化
の支援や寄附促進に向けた取組
等を実施しており、ＮＰＯ法人のう
ち、寄附者等の人数で地域から支
援されているかどうかを測る「パブ
リックサポートテスト（ＰＳＴ基準）」
や適正運営要件を満たした認定・
条例指定ＮＰＯ法人の法人数の推
移を見ることで、その取組の成果
を測ることができる。

8 団体

（H26） 

14 団体

以上 

（H29） 

22 団体

以上 

（H33） 

30 団体

以上 

（H37） 

神奈川県が県内約 3,500 団体に対し
て、毎年20団体増を目標としていること
から、本市においても同様の水準とな
る、約 350 団体のうち毎年 2 団体増を
認定・指定の目標値として設定する。 

算
出
方
法

本市が認定又は条例指
定をしている法人数   

施策５-１-２ 迅速で的確な広報・広聴と市民に開かれた情報共有の推進 

直接目標  市民の意見を幅広く聴取するとともに、分かりやすい情報発信を行う 

1 

コンタクトセンター内サン
キューコールかわさきの
応対満足度（総務局調べ） 広聴体制の１つである「サンキュ

ーコールかわさき」の応対に対す
る満足度を調査することにより、市
に対する意見や相談を受ける体
制に満足しているかを測ることが
できる。 

4.9 点 

（H27 

暫定値）

4.9 点 

以上 

（H29） 

第１期実施計画の

取組状況を踏まえ

てよりよい状況の

実現に向けて目標

値を定め、目標達

成に向けて取り組

みます。

市政に関する問合せ、意見、相談等に
応対する「サンキューコールかわさき」
利用者の応対満足度について、現状
の高い満足度の維持・向上をめざす。 

算
出
方
法

サンキューコールかわさ
き利用者に対する電話ア
ンケート（インバウンド型
電話アンケート（年３回））
を実施し、応対について
の評価（５点満点）の平均
点を算出 

2 

必要な市政情報を得るこ
とができていると思う人の

割合 
（市民アンケート）

市政だよりや市ホームページ等に
よる市政情報を迅速かつ分かりや
すく発信する取組の成果は、必要
な情報を得ることができているとい
う市民の満足度の推移を見ること
で、その取組の成果を測ることが
できる。 

37.5％ 

（H27） 

39％ 

以上 

（H29） 

42％ 

以上 

（H33） 

45％ 

以上 

（H37） 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市平均以上をめ
ざし、第１期計画期間までに年 1.5％
増、第２期計画期間以降は各期 3％増
を目標値として設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽 
出 3,000 人）で「必要な市
政情報を得ることができ
ている」と答えた人の割合 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策５-１-３ 共に支え合う地域づくりに向けた区役所機能の強化 

直接目標  市民満足度の高い区役所サービスを提供する 

1 

区役所利用者のサービス

満足度 
（市民・こども局 各区役所に
おける聞き取り調査）

市民満足度の高い区役所サービ
スを提供するため、「区役所サー
ビス向上指針」に基づき、ＰＤＣＡ
サイクルを用いた区役所が主体と
なった、より一層のサービス向上
を図っており、区役所利用者の満
足度の推移を見ることで、その取
組の成果を測ることができる。 

97％ 

（H27） 

98％ 

以上 

（H29） 

第１期実施計画
の取組状況を
踏まえてよりよ
い状況の実現
に向けて目標値
を定め、目標達
成に向けて取り
組みます。

区役所利用者に対する一層のサービ
ス向上をめざし、H27 の満足度調査結
果を踏まえ、第 1 期の目標値を 98%に
設定する。 算

出
方
法

各区役所利用者への聞き
取り調査（年 1 回実施、1
回に各区 100 人程度）の
質問（「本日は気持ちよく
利用できましたか」）に対
して「はい」と答えた人の
割合 

2 

個人番号カード交付率 
（市民・こども局調べ）

個人番号カードの普及により、コン
ビニエンスストアでの証明書発行
等による市民サービスの向上や
業務の効率化の取組を進めてお
り、マイナンバー制度の個人番号
カードの新規交付率を見ることで、
その成果を測ることができる。

H28.1

から交

付開始 

7％ 

以上 

（H29） 

14％ 

以上 

（H33） 

21％ 

以上 

（H37） 

無償交付であることや発行済の住基カ
ード・かわさき市民カードからの切り替
えがあることを踏まえ、住基カードが約
12 年間で達成した普及率 7％を、第 1
期計画期間の目標値として設定すると
ともに、第 2 期計画期間以降は 7％増
を目標値として設定する。 

算
出
方
法

市内で交付された個人番
号カードの累計枚数／住
民基本台帳人口×100
（％） 
なお、個人番号カードは、
平成28年 1月から新たに
交付が開始されたため、
現状値（H27）の設定はし
ないものとする。 

政策５-２ 人権を尊重し共に生きる社会をつくる 

施策５-２-１ 平等と多様性を尊重した人権・平和施策の推進 

直接目標  平等と多様性を尊重する意識を高める 

1 

平等と多様性が尊重され
ていると思う市民の割合 
（市民アンケート） 平等と多様性（ダイバーシティ）を

尊重する意識を高めるため、人権
意識の普及を推進しており、「平
等と多様性が尊重されている」と
思う市民の割合の推移を見ること
で、その取組の成果を測ることが
できる。 

40.6％ 

（H27） 

41％ 

以上 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえてよりよ

い状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市平均をめざ
し、第 1 期計画期間における目標値を
41％に設定する。 

算
出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の平等と多様
性が尊重されていると思
う市民（そう思う＋やや思
う）の割合  

2 

子どもの権利に関する条
例の認知度 

（市民・こども局 子どもの権

利に関する実態・意識調査）

子どもの権利の保障が図られるた
め、市民の意識の向上や子どもの
参加の促進などの取組を推進して
おり、条例認知度の推移を見るこ
とで、その取組の成果を測ること
ができる。

45.0％ 

（子ども） 

31.9％ 

（大人） 

（H27） 

47％ 

以上 

（子ども） 

33％ 

以上 

（大人） 

（H29） 

50％ 

以上 

（子ども） 

36％ 

以上 

（大人） 

（H33） 

55％ 

以上 

（子ども） 

40％ 

以上 

（大人） 

（H37） 

H20 以降の認知度は上昇傾向にある
が、更なる取組を推進することにより年
約 1％増を目標値として設定する。 

算
出
方
法

「子どもの権利に関する
実態・意識調査」（無作為
抽出 子ども 2,100 人、大
人 900 人）の「条例を知っ
ている」「聞いたことがあ
るが内容がわからない」を
合わせた回答者数／全
回答者数×100（％） 
（現状値： 
子ども 321 人/714 人×
100=45.0% 
大人 98 人/307 人×100
＝31.9%) 
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指標名 

（指標の出典） 
指標の考え方 

指標の目標値 
目標値の考え方 

現状値 第 1 期 第 2 期 第 3 期 

施策５-２-２ 男女共同参画社会の形成に向けた施策の推進 

直接目標  性別に関わりなく誰もが個性や能力を発揮できる環境を整える 

1 

男女が平等になっている

と思う市民の割合 
（市民アンケート）

性別に関わりなく誰もが個性や能
力を発揮できる環境づくりに向け、
男性も女性もお互いの人権を尊重
し合い、一人ひとりが個性と能力
を発揮し、社会のあらゆる分野に
参画することのできる男女共同参
画社会に対する認識を深め、定着
させるための意識普及に取り組ん
でおり、「男女が平等になってい
る」と思う市民の割合」の推移を見
ることで、その取組の成果を測る
ことができる。 

31.2％ 

（H27） 

33％ 

以上 

（H29） 

第１期実施計画

の取組状況を

踏まえてよりよ

い状況の実現

に向けて目標値

を定め、目標達

成に向けて取り

組みます。 

H27 に実施した市民アンケートに基づ
き、全国の政令指定都市平均をめざ
し、目標値を設定する。 算

出
方
法

市民アンケート（無作為抽
出 3,000 人）の男女が平
等になっていると思う市民
（そう思う＋やや思う）の
割合 

2 

市の審議会等委員への女
性の参加比率 
（市民・こども局 川崎市審議
会等委員への女性の参加状
況調査）

男女共同参画社会の実現に向け
て、市の政策決定過程やさまざま
な方針等の決定の場への女性の
参画を推進しており、川崎市審議
会等委員への女性の参画状況の
推移を見ることで、その取組の成
果を測ることができる。

31.5％ 

（H26） 

37％ 

以上 

（H29） 

40％ 

以上 

（H33） 

40％ 

以上 

（H37） 

「第 3 期川崎市男女平等推進行動計
画」及び「川崎市審議会等委員への女
性の参加促進要綱」においても、H30ま
でに女性委員比率40％をめざして取組
を推進しているため、第 1 期を 37％以
上、第 2 期を 40％以上として目標値を
設定する。 

算
出
方
法

女性の委員数（870 人）／
本市の審議会等の委員
総数（2,973人）×100（％） 
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